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復興庁予算会計班 



 

平成2７年度 行政事業レビュー（公開プロセス） 

議 事 次 第 

 

 

 

日 時  平成27年６月26日（金）９：59～17：09 

場 所  復興庁１階Ａ会議室 

 

 

・被災地における福祉・介護人材確保事業（厚生労働省） 

・被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業（農林水産省） 

・震災復興推進のためのPPP事業化実施支援（国土交通省） 

・被災ミュージアム再興事業（文部科学省） 

・環境モニタリング調査（環境省） 

・NPO等の運営力強化を通じた復興支援事業（内閣府） 
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○大西参事官 定刻になりましたので、ただいまより「復興庁行政事業レビュー公開プロ

セス」を開始いたします。 

 本日、進行役を務めます大西と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 開会に当たりまして、初めに、復興庁行政事業レビュー推進チームの統括責任者でござ

います吉田統括官から御挨拶を申し上げます。 

○吉田統括官 おはようございます。復興庁統括官の吉田でございます。一言御挨拶を申

し上げます。 

 委員の皆様には、日ごろより復興事業の推進に当たりまして大変お世話になっておりま

すこと、まずもって厚く御礼申し上げます。 

 復興の現状でありますけれども、この27年度、集中復興期間の最終年度を迎えるわけで

ございます。発災当初、47万人おりました被災者が、足もとで今、21万人ということで、

大分減少はしてきてございますが、まだ21万人の方が不自由な生活を強いられているとい

う状況でございます。そういうことで、今、恒久的な住宅の確保を最優先に仕事に取り組

んでおります。高台移転等を含めた宅地の造成、また復興公営住宅の建設等、今、まさに

ピークでございます。今年から来年にかけて、大分目鼻が立ってくるのではないのかなと

思っております。これからいよいよ帰還に向けてのいろいろな動きが出てくるのかなと思

っております。 

 また、福島のほうでありますけれども、原災事故等々の関係で、なかなか岩手、宮城ま

ではいっておりませんけれども、これもいろいろな形で帰還に向けた動きが出つつあると

いうことで、いろいろな意味で、復興も新たなステージに入りつつあるのかなと、そんな

認識でございます。 

 そういう中で、この３月10日の復興推進会議で総理から指示がございました。この５年

間の事業の総括を行った上で、28年度以降の復興事業の枠組みを策定するようにというこ

とでございます。その際、配慮すべき事項として３点、単年度で考えるのではなくて、今

後、28年度以降、５カ年一くくりにして考えなさいというのが１点でございます。２点目

は、被災地の自立につながるようなものにすること。３点目は、引き続き被災地にしっか

り寄り添って、必要な復興事業はしっかり行うこと。この３点でございます。 

 この御指示を受けまして、被災地自治体ともいろいろ意見交換、調整等を進めさせてい

ただいて、一昨日、６月24日の復興推進会議で、28年度以降、５年間の新たな復興事業の

枠組みを決定していただいたところでございます。この新しい５年間、復興・創生期間と

いうことで総理のほうから命名をしていただきまして、こういう方針のもとで進めていく

ことになります。 

 この新しい方針では、５年間のトータルの復興事業費、また、その財源の確保といった

ことを取り決めていただきましたし、あわせて事業の見直しの方針についても示していた

だきました。この５年間で、ある程度役割を終えたものについては廃止をする、また、一

般的な施策の中で展開していくものについては、一般会計に移していく。引き続き復興特
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会で行うものについても、一部のものについては、一部地元負担も入れていくといった考

え方を整理させていただいております。 

 それで、来年度、28年度は、この復興・創生期間の初年度に当たるわけでございます。

これから28年度の概算要求の作業を本格化させていくわけでありますけれども、この大枠

の方針に基づきまして、個々の事業について、いろいろ見直し、検討を進めていくことに

なろうかと思います。関係自治体、また各省ともいろいろ調整、議論を進めていくことに

なると思っております。 

 そういった中で、本日のこの行政事業レビュー公開プロセス、この場でいただいた各委

員の皆様の御意見、十分に参考にさせていただきたいと思っておりますので、どうぞ忌憚

のない御意見を賜れるようお願い申し上げます。限られた時間と申しましても、午後５時

までの長丁場でございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○大西参事官 ありがとうございました。 

 まず最初に、本日の公開プロセスの趣旨を御説明させていただきます。 

 政府は毎年、行政事業レビューとして、事業にかかる予算の執行状況を把握、公表し、

事業の内容や効果の点検を行い、その結果を予算要求等に反映することとされております。 

 公開プロセスは、この行政事業レビューの一環として行われるものでございまして、公

開の場で外部有識委員と事業所管部局が質疑、議論を行い、事業の点検を実施するもので

ございます。 

 本日の公開プロセスの模様は、録画した上で、１コマずつ、速やかに復興庁ホームペー

ジにおいて公開させていただきたいと思っております。 

 続きまして、外部有識委員の皆様を御紹介いたします。 

 復興庁指名の外部有識委員は、左から、阿部博友先生でございます。 

○阿部先生 阿部です。よろしくお願いします。 

○大西参事官 樫谷隆夫先生でございます。 

○樫谷先生 樫谷です。よろしくお願いします。 

○大西参事官 中里実先生でございます。 

○中里先生 中里でございます。 

○大西参事官 阿部先生におかれましては、本日の会議において、意見の取りまとめ役を

お願いいたします。 

 それから、行政改革推進本部事務局指名の外部有識委員は、上村敏之先生でございます。 

○上村先生 上村です。よろしくお願いします。 

○大西参事官 佐藤主光先生でございます。 

○佐藤先生 よろしくお願いします。 

○大西参事官 水上貴央先生でございます。 

○水上先生 水上です。よろしくお願いします。 

○大西参事官 先生方、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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 本日、御議論いただく事業でございますが、「被災地における福祉・介護人材確保事業」

「被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業」、それから、昼休みを挟みまして、「震災復

興推進のためのPPP事業化実施支援」「被災ミュージアム再興事業」「環境モニタリング調

査」「NPO等の運営力強化を通じた復興支援事業」、合計６事業を各50分で御議論いただき

たいと思います。 

 外部有識委員の先生方におかれましては、審議の後半にお手元のコメントシートを回収

いたしますので、適宜コメントシートの御記載をよろしくお願いいたします。 

 それでは、最初の事業「被災地における福祉・介護人材確保事業」の議論に入らせてい

ただきます。 

 事業所管部局であります厚生労働省から事業概要の御説明をお願いいたします。 

○厚生労働省担当者 厚生労働省でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 「被災地における福祉・介護人材確保事業」は、震災で特に甚大な被害を受けた福島県

相双地域における、高齢者の方々が介護を受けるための環境を整えようという趣旨のもの

です。震災後も現地に残られている高齢者の方々、また、今後、自分のふるさとに戻って

こようという方々が必要な介護を受けたいという場合に、施設はもとより、人材、介護を

やられるワーカーの方々がいないということで、戻れない、あるいはそこに居続けられな

いという問題を解消しようということを目的とした事業です。昨年度から創設をされたも

のでございます。 

 事業の概要につきましては、お手元の横紙で色のついたものがございます。こちらは事

前の勉強会でも概要はお話をさせていただきましたので、ポイントを絞ってお話をさせて

いただきます。 

 この被災地における福祉・介護人材確保事業なのですが、相双地域といわき市を対象と

しておりますが、ここに県外から来られる介護人材の確保を目的としています。 

 ポイントといたしましては、県外からこの相双地域で介護を担おうと思ってくださる方

に対しまして、研修などを受ける学費15万円を上限として、また就職準備金30万円を貸与

するというものです。そして、２年間就労した場合に全額を返済免除するということで、

県外から入っていただいて、介護の担い手として定着していただくことを目的としていま

す。 

 また、貸付対象者は全国各地から来られるということで、現地でどう住まいを確保する

のか、ここが大きなネックになっています。したがって、現地の住宅情報の提供など、住

まいの確保の支援も一つの柱にしております。 

 具体的には、下の段に実施主体、研修受講費の貸与、住まいの確保支援、事業の周知・

広報、こういった内容を柱として、昨年度からスタートしております。 

 次のページをごらんください。では、実績はどうだったかということを御説明します。

今、申し上げました研修受講費等の貸与につきまして、昨年度、初年度ですけれども、事

業に関しての相談件数は52件ありました。そのうち、奨学金の貸与、就職準備金に結びつ
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いた方々は28人おられました。参考のところにありますが、昨年度だけで、県外からこの

相双地域の介護施設等へ就職した45人のうち、28人の方はこの事業を使っていただいたと

いうことであります。ただし、この部分につきましては、私ども、目標値として108件の実

現を目標としたいと考えておりましたので、そこに比べると、まだ水準としては低いと言

えます。 

 それから、住まいの確保支援としましては、福島県宅建協会などと協定を結んで情報提

供を行っています。 

 また、事業の周知・広報につきましては、ここに８つの項目がありますが、地域の関係

主体と共同した周知、また、パンフレット、ポスターなどの作成などを行っています。 

 結果としまして、昨年度、3,700万円ほどの施行が行われたと考えていまして、研修受講

費の貸与に650万円、そして住まいの確保支援は、宅建協会の情報提供活動をボランティア

でやっていただくことができましたので、ここは０円、事業の周知・広報1,700万円となっ

ております。また、その他事務費として1,400万円を使っておりますが、この部分に住宅探

しの手伝いをしていただく人件費なども計上されております。 

 私どもとしましては、メーンの貸与事業が28人という形で、当初目標にしていた水準よ

も下回っていることに問題意識を持っています。この理由としては２つ考えられます。 

 初年度であったために、実質的に事業が動き出して受付をしたのが７月ぐらいからだっ

たということで、立ち上がりが遅かったことが１つ。 

 もう一つは、初年度でありましたので、相談のノウハウが乏しかったということがある

と思います。他県から人を連れてくる、しかも相双地域の介護を担うという方々にとって、

どうやって説得力をもって引きつけるかという部分のノウハウは、ある程度の経験を通じ

て積み重ねていく必要があると思います。 

 10ページには、背景として、もう一度おさらいとなりますが、相双地域で介護の有効求

人倍率がすごく高いことを示した図がございます。この事業の対象となっている相双ハロ

ーワーク、いわき市の平ハローワーク、このオレンジ色と赤色の部分の有効求人倍率が、

震災以降、大幅に上がってきております。この両者が相まって、相双地域の事業の対象と

なります。私どもは、このオレンジと赤を、青い点々の福島県内の平均の有効求人倍率ま

で下げることを目標として、この事業の目標値を設定しています。ただし、今なお、いわ

き市、相双地域の求人倍率は非常に高いということ。 

 次のページをごらんいただきますと、これに関しましては、自由民主党、公明党、ある

いは政府として閣議決定をされておりまして、強い問題意識を提示されております。上の

段の下線部に、医療・介護・福祉施設の再開・整備に当たっては、人材確保が大きな課題

だと。国のリーダーシップのもとできめ細かな対策をとるようにと。 

 また、閣議決定された一番下の案文にも、⑧のところで、住民の方々が再び故郷での生

活を営むためには、医療・介護・福祉施設の整備、そのための人材確保も必要である、こ

うした課題について、国のリーダーシップをとってきめ細かな対応を行うようにと掲げら
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れています。 

 また、来年度に向かって、この事業をどう考えていくのかについても一言触れさせてい

ただきます。次のページをごらんください。今、申し上げましたように、相双地域での介

護人材のニーズは非常に高いものがあります。これについて、引き続き、きめ細かな対応

をしていくということが一つあります。 

 また、もう一つ、状況の変化を考える必要があります。今後、避難解除区域が出てきま

す。言いかえれば、その地域に戻ってきたいという高齢者の方々、再開したいという施設

が出てくるということです。ここでは、南相馬市、楢葉町の状況を書いています。来年４

月以降、あるいは今年の秋にも施設を再開したいと考えておられて、そこを担われる介護

人材の方をどうやって確保するかということが一つ問題となっていますし、左のところに

書いてありますように、帰られる際の住民の方々の要望も、医療機関・介護・福祉サービ

スの再開がもとより一番高く出てきております。 

 こうしたことで、来年度に向かっては、引き続き、これまでの事業のPR、あるいはノウ

ハウの蓄積を行うとともに、もっと魅力的な事業として改変する余地がないかという検討

はしていきたいと思いますし、また、これから避難指示が解除される区域については、そ

ういった地域での介護人材ニーズにも対応できるようにしてまいりたいと思っています。 

 一番下の段に、参考までに、この事業を活用して福岡県から入ってこられた方の声を書

いております。こうした方にも、このような事業の活用により、もっと県外からの入職者

の拡大を図るべきだ。ただ、まだ認知度が足りないということもありますので、そういっ

たところに力を入れていきたいと考えています。 

 以上です。 

○大西参事官 ありがとうございました。 

 本事業について、この公開プロセスの対象として取り上げた観点でございますが、今後、

避難指示の解除等による帰還の進展が想定される一方、昨年度の事業実績が低調であるた

め、事業内容について検証することが必要という観点からでございます。 

 お手元の論点シートに記載してございますように、議論すべき論点としましては、集中

復興期間が終了する一方、今後、避難指示の解除等が想定されることを踏まえ、事業内容

の検証が必要ではないか。 

 また、平成26年度予算額に対して実際の貸付件数・金額が少ないことを踏まえ、事業の

進め方について検討が必要ではないか等があるのではないかと考えてございます。 

 それでは、質疑、議論に入らせていただきます。これまでの事業概要の御説明を受けま

して、御質問等のある先生は挙手をお願いいたします。 

 それでは、佐藤先生、お願いいたします。 

○佐藤先生 確認から入りたいのですけれども、追加資料には平成26年度の支援事業の交

付決定額と支出額があるのですが、行政事業レビューだと執行率100％となっているのです

けれども、これはあくまで復興庁から、多分、福島県に対する交付が100％だったというこ
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とで、実績は、新しい資料によると、交付額１億9,000万円に対して、実績は3,700万円と

いう理解でよろしいですね。 

○厚生労働省担当者 おっしゃるとおりでございます。一応、交付決定をしておりまして、

下の※２に書いてございますが、福島県にこの際、ヒアリングをしまして、3,700万円ぐら

いが支出されていることを聞き取りによって確認をさせていただいております。具体的に

はまだ精算行為が福島県との間で済んでおりませんので、お金のやりとりとしては交付し

た状態のままで、今、精算行為をしている過程であるということで御理解いただければと

思います。 

○佐藤先生 先ほどの御説明の中で、初年度なのでノウハウがという御指摘があったと思

うのですけれども、このノウハウなのですけれども、これは基本的には復興庁のノウハウ

の問題ではなく、あるいは厚生労働省のノウハウの問題ではなく、福島県が主体的にやる、

あるいはレビューの５ページによれば、福島県が適当と認める団体が補助対象なので、福

島県が適当と認める団体がノウハウを蓄積して行うという理解でよろしいのですか。 

○厚生労働省担当者 そういうことだと思います。実際にこの事業に関心を持って来られ

る方々に対して、相談を受けた際に、来た場合にどういう環境になっていて、来ることに

どういう価値があるのか、そしてどう環境整備ができるのかということをきめ細かく相

談・援助するという、その部分のノウハウが非常に重要だと考えています。 

○佐藤先生 済みません、これで最後ですけれども、福島県が適当と認める団体というの

は、多分、福島県が選んでいると思うのですが、もともとこの団体というのは、新たにこ

の分野に参入しているのか、従来から関連する活動をされているのか、どんな形で選ばれ

ていて、どういう方々ですか。 

○厚生労働省担当者 今、お話ありましたように、最終的には福島県が判断をしておりま

すが、福島県社会福祉協議会の中にあります福祉人材センターに委託をされていると聞い

ております。福祉人材センターというのは、社会福祉法という法律に基づきまして、福祉・

介護の人材の求人・求職のマッチングを行うような機関でありまして、福島県としては、

そこが一番適切だろうという判断でそちらに委託をしていると伺っております。 

○佐藤先生 ということは、社会福祉法人ですから、これまでもこういう求人事業は彼ら

なりにやっていたということになりますね。そこにこの事業を新たにてこ入れすることで、

何か追加的なメリット、もともと彼らがやっている本事業というか、本来やっている業務

にこれを追加したわけですね。追加することによって、何か新たな発掘とか、これまでで

きなかったことが新たにできるようになったとか、あるいはできるようになるとか、そう

いう見通しがあるという理解でよろしいのですか。 

○厚生労働省担当者 この事業を行うには、県内の介護施設の状況がどうなっているのか、

介護の仕事がどういうものなのかをある程度知っておく必要があります。そういう意味で、

福祉人材センターの方々は、県内の福祉事情に通じているという意味で適性があると。 

 ただし、福祉人材センターというのは全国に59カ所ありまして、基本的には、その地域、
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その県の中の人材のマッチング、あるいは広報を行っているのが定常的な姿です。この事

業では、県内の人たちを引き寄せるのではなく、全国各地、地理的にも文化的にも異なる

ところから人を連れてきて、そして県内で働いてくださいというところですので、それは

普段、彼らのベースとなる地元の情報に加えて、ほかの地域から来る人たちを魅力的に誘

引するという、こういうノウハウも、やはり彼ら自身、培っていただく必要があると考え

ています。 

○上村先生 今の話で、福島県にも、多分、同様の事業があると思うのですけれども、同

様の事業とこの事業の違いはどういうところにありますか。 

○厚生労働省担当者 御指摘のとおり、福島県においても、自発的にさまざまな介護人材

の確保事業を行っておられます。福島県内で行われている事業、きめ細かく、いろいろな

メニューがあるのですが、大枠を申し上げますと、福島県内の事業というのは、県内の人々

を対象にした人材確保を基本として設定をされている事業です。そして、国の事業という

のは、県外、すなわち広域的な範囲から人を引きつけてきて、そして定着をさせるという

ところ、この部分を念頭に置いた事業の設計になっているというのが基本的な枠組みにな

っています。 

○上村先生 福島県内の福島県の事業は県外の人は利用できないという設計になっている

のでしょうか。 

○厚生労働省担当者 県内の事業の中にもさまざまな事業の設計があって、中には、県の

事業と国の事業を役割分担をして、県外の方にも使えるようなものはございます。例えば、

住まい支援事業というのがございます。県で行っておられる住まい支援の事業は、国の事

業と県の事業が組み合わさって、県外の方、あるいは県内の方が介護事業に定着するよう

にするというもので、具体的に申しますと、移住の準備、福島県に入ってこられるまでの

段階は国が担っています。就職支度金や礼金・仲介手数料に見合う部分を用意する。そし

て、入ってきていただいた後は、福島県の単独事業で、住宅手当を月額２万円払うことに

しています。こうしたように、国と県、両者が相まって県外の人に働きかけるという設計

の事業にもなっています。 

○上村先生 福島県の事業としては、研修事業費の貸与は存在しないと考えていいですか。 

○厚生労働省担当者 福島県には初任者研修を対象とした事業があります。それはどうな

っているかといいますと、研修にもさまざまあります。初任者研修、実務者研修、そのほ

か、事業所で行う研修、いろいろあります。国の事業は全てをターゲットにしています。

県では、この初任者研修の部分だけを対象とした事業があります。ただ、その場合、アプ

ローチの仕方が少し異なります。県の事業では、介護職員の初任者研修の事業者への補助

をしています。国においては、初任者研修にかかわらず、研修に関しての、受けようとさ

れる方々への費用支援を行っています。平たく申し上げますと、県の事業のほうは、研修

事業者の方に、授業料を少し安くしてくださいねというふうに働きます。他方、国の事業

というのは、それを受けられようとする方に、持ち出しの部分を少しサポートしますとい
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う形で組み合わさって、両者で研修の負担を下げる。これが当てはまるのは初任者研修だ

けですけれども、そういった形にもなっています。 

○大西参事官 水上先生、お願いします。 

○水上先生 よくわからないのですけれども、26年度は貸付の決定件数の見込みが108件で、

実績が28件だった。お金のほうは、交付決定額の見込みが8,800万円で、実際が650万円だ

った。件数が４分の１強にしかなっていないのに、なぜ交付決定件数は10分の１より小さ

くなっているのですかね。 

○厚生労働省担当者 件数とお金の関係ですね。比重ですね。 

○水上先生 そうです。 

○厚生労働省担当者 お答えになっているかあれですが、費用の中には、先ほど御説明さ

せていただきましたとおり、周知・広報の経費もございますし、人件費なども含まれてい

ますので、実際、貸し付けるお金のみではなくて、それ以外の経費も含んだお金になって

いるということがございます。 

○水上先生 今、御質問したのは、今日、配っていただいた項目の中の研修受講費等の貸

与のところの数字を言っているのですよ。例えば、事業の周知・広報というところについ

ては、7,300万円ちょっとの予定が1,600万円ぐらいでしたというのは、広報の方もそうな

のでしょうねという話で、それはそれで別の話で、私が聞いているのは一番上の貸与のと

ころだけなのですけれども、これは純粋にお金の問題の部分だけではないですか。 

○厚生労働省担当者 済みません。目標の108というのは、簡単に申し上げますと、新たに

立ち上がった事業で、どのくらい見込めるかは非常に難しい部分があって、当初、福島県

と話をしていたのは、大体200件ぐらいではないかということで、そこをベースに交付決定

した額が8,800万円ということでスタートしておりまして、事業をやっていく過程で、有効

求人倍率とか、最新の数字なども明らかになる中で、108件ぐらいが何とか頑張っていこう

ということを福島県と話をして、若干目標値を変えている関係で、少し件数のずれがあっ

て、それによって額が整合がとれない部分があるということでございます。 

○水上先生 なるほど。では、すごくばくっと言うと、もともと200件ぐらいやろうと思っ

ていたのだけれども、そもそも200件はやりようがないよねということになって、108件に

したけれども、結局、それもできなくて、28件になってしまったということなのですかね。 

○厚生労働省担当者 そういうことでございます。 

○水上先生 なるほど、なるほど。それで、27年がまた110件見込みになっているのですけ

れども、どういう根拠でこの見込みの数字になっているのですか。今の経緯を考えると、

普通に考えて、去年よりもたくさんになるというのがよくわからないなという気がするの

です。 

○厚生労働省担当者 これにつきましては、当初の説明の中でも触れさせていただいてお

りますが、有効求人倍率をとりあえず客観的なデータとしてございますので、それを用い

た目標値ということで、福島県全体の平均値に相双地域の有効求人倍率を少しでも近づけ
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るということを、ですから、求人・求職の差の分をベースにして、そこを埋めるべく、そ

こを目標値にするという考え方で積算をしているところでございます。 

○水上先生 見込みなのか、希望なのかという問題があるのですけれども、希望だという

ことですかね。そうしたいなという。 

○厚生労働省担当者 そうですね。目標です。 

○水上先生 普通、見込みというのは根拠があることを言うのですけれども、根拠はない

ということですね。 

○厚生労働省担当者 目標値ですので、どこを目指そうという数字ですね。県内の有効求

人倍率の平均値まで相双地域を下げることを目標にやっていきます。これが見込みなのか、

希望なのかというと、そこはどっちでもないのですけれども、目標ですね。 

○水上先生 ちょっと聞き方を変えますけれども、このぐらいの金額の補助をすると、そ

れができると考える理由は何なのですか。職業はどこでやっても本来的にはいいのだけれ

ども、１人当たり30万円ないし45万円の、２年間働き続ければ免除される貸付をすると、

あえて福島県の有効求人倍率と同じぐらいになる人がこの地域で働いてくれると考える理

由。逆に言うと、この金額を妥当とした理由。この金額にすれば、この数字が目標にでき

ると考えた理由は何ですか。 

○厚生労働省担当者 この事業は、研修費用と、それから、就職支度金という２つで構成

されておりますが、研修費用につきましては、一般的な初任者研修とか、新たに介護に就

く方々の金額が賄える程度の金額ということで15万円を設定しております。それから、30

万円については、県外から新たに来られるということでございますので、一般的な礼金や

仲介手数料とか、それから、引っ越し代をある程度賄えるような金額ということで設定を

しているということでございます。 

○水上先生 実際、去年、26年にやられたときに、そこを補助してくれれば、ぜひともこ

の地域でやりたいという人が、例えば、アンケートの結果、どれくらいいて、去年の時点

では十分に掘り起こし切れていなかったから、そこからいくと何人になるはずだみたいな、

そういう根拠データは何かあるのですか。 

○厚生労働省担当者 幾らくれれば行くのかという調査はしていません、当然。ただ、先

ほど申し上げましたように、幾ら準備をすれば、お金だけの話でもないのですけれども、

誘引として、すごく感応度が高くなるのかというのは、ここは絶対値の設定はなかなか難

しいものの、今、申し上げたように、引越等で必要な額の平均的な水準のデータ、あるい

は研修費の設定されている価格の平均データから算出したというものです。 

 ただ、今、おっしゃっていただいて、どのぐらい、この事業が魅力的なのかという本質

的な問いだと思います。それについて、私ども、30万円ではなくて、35万円だったら、40

万円だったらというようなコミュニケーションは当然できませんので、では、どういう形

にすれば、もっと他県から来られると思いますかという聞き取りは頻繁にやっています。

これは定性的な聞き取りをしています。 
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 例えば、私の手元にある、今年４月に行ったヒアリングの結果、定性的になりますが、

福岡、北海道、山形、茨城の方々にインタビューをした結果なのですが、住宅の問題、世

帯向けの住宅で、特に家賃相場が高騰している中で、この部分に何とかこたえてもらえな

いかと。あるいは、就職準備金30万円だけでは車は買えない。なので、何とか車の手配が

できないかという声もありました。また、子育てニーズへの対応をした支援、住む場所が

足りないということ、あと、施設に寮があればよかったとか、そういったような定性的な

声はもちろん集めておりますので、そういったものを踏まえて、さらに魅力的なものにで

きないかとは考えています。 

○水上先生 この事業の基本的な構造は、そもそも介護・福祉人材自体が全国的に足りな

いということがあると思うのですよ。つまり、ほかの地域では介護・福祉人材は余ってい

て、この地域でだけ足りないという状況がもともとあるのだとすると、最後、ちょっと一

押しすればいくかなということはあるのだと思うのですけれども、多分、その人が今の時

点で住んでいる県でも介護・福祉人材は足りないわけですね。やろうと思えば、その地域

でできるわけですよ。家から通えるところで。という状況で、あえてここに行くという人

はどれぐらい潜在的にいるのかということについての、まず若干の確認が要るのではない

か。 

 もちろん、全国合わせて100人ぐらいはいるのではないかという議論はそんなに変な話で

はないと思いますけれども、とはいえ、構造的には非常に難しい事業だと思うのですね。

行ってほしいというのはわかる。それは復興のために非常に重要だけれども、全国津々浦々

で足りない介護・福祉人材をあえてここの地域に入れるというのは、もともと相当難しい

事業だと思うのです。なので、今の目標設定の考え方等々は、それでできる気がしないな

というところがあるのですよ。今回、新たにこの目標を設定して、今年は頑張るぞとおっ

しゃっていただいているので、なるほど、それだったら頑張れそうですねという説明が欲

しいなと思って聞いていたのですが、どうなのですかね。結局、頑張れそうなのだろうね。 

○厚生労働省担当者 そこは非常に重要な御指摘だと思います。全国で介護人材が足りな

いので、地元でさえ足りないのに、わざわざ福島まで行くのかという御指摘だったと考え

ます。確かに、何人ターゲットになる母数がいるのかを同定するのは極めて困難です。２

点ありまして、まず１点目、介護というのは資格が要らない仕事です、医療と違って。し

たがって、限られたパイを各県で奪い合う構造というよりも、今、介護に従事されている

方以外の方で、無資格で時間のある方、意欲のある方を掘り起こすという余地があること

が１つ。 

 それから、もう一つは、地元で介護をされたいという方と、福島で介護をされたいとい

う方々は若干セグメントが違うということも着目する必要があります。それはどういうこ

とかといいますと、地元で介護をされたいという方は、ざっくり言うと、地元で働き続け

たいとか、自分の介護のスキルを使いたいという方々がメーンになります。ところが、相

双地域でわざわざ介護をされようという方々は、この１年ぐらい事業をやってきた中での
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感じからしますと、やはり被災地に対しての強いシンパシーがある。もっと言えば、被災

地でボランティアをちょっとやってみたことがある。すなわち、介護よりも、むしろ被災

地に何かしたいという考え方で行動される方々である。すなわち、介護で動く方と、被災

地に何かしたいということで動く方、そこは若干ずれがあるので、単純に地元が全国で厳

しいから、直ちに福島に来る可能性がないとも言えず、福島にシンパシーを持たれている

方々を、介護という窓口を通じて被災地に貢献してみませんかというメッセージを発し、

そういった方を誘引する余地は十分あると思っています。 

 ただ、その際に、どういうパッケージにして、どういう額にすれば、より入ってくるの

かというところは、財政的な制約もある中で、精いっぱい私たちもやりたい。誘引を強く

すれば、そういう掘り起こし力は限りなく高まるとは思っておりますが、その点はやって

いきたいと思っています。 

○水上先生 今のお話自体は、私はそうだなと思うところもあるのですけれども、その話

と周知・広報の関係はどうなっているのですかね。具体的に言うと、では、ボランティア

をやっている人に対する周知・広報はどれぐらいしていて、被災地を復興したいというシ

ンパシーを感じている人に対する普及宣伝活動は、だったら、県外への養成校訪問とかに

使っていたお金をそっちに回したらどうだみたいな話も含めて、どうなのですか。県外の

養成校に来ている人は、普通にそのまま、その県で福祉人材になろうとしている人なので

しょうし、その県にある養成学校も、それを望んで一生懸命育成しているというところだ

と思うのです。だったら、最初から福祉ボランティアをやっている人たちに何とか普及啓

蒙するというふうに、むしろ広報・宣伝活動も集中特化しますという話をされたほうが、

今の説明と整合的かと思いますが、そのあたりはどうですか。 

○厚生労働省担当者 そうですね。周知・広報、初年度においては、介護に強く帰属意識

を持っている方、おっしゃっていただいた養成施設の方々と、それ以外に、被災地をどう

にかしたいという人たちと、両方に対してメッセージを発信しました。これは、先ほど申

し上げたように、介護にパッションがある方々の中にも、介護という自分の道具を持って

いる限り、福島で何とかそれを使ってみたいという方もいらっしゃるだろうと、一部です

ね。それ以外にもボランティアなどをして、被災地にパッションがある方もいるだろう。

この両にらみで広報したというのが初年度のやり方でした。 

 ただし、１年たってみて、インタビューをしてみた結果からすると、介護ということも

さることながら、むしろ被災地でのボランティア経験が私のきっかけになりましたという

ような方々が割合多かったという印象を持っていますので、今後の力点の入れ方、広報の

入れ方もそれに応じてシフトしていくことも考えていく必要があるかと思っています。 

○水上先生 あまり私ばかりしゃべってもあれなので最後なのですけれども、28人、実際

に去年、実績があったわけですけれども、その人たちの割合的にはどうなのですか。まさ

に介護人材になろうとしていた人が来ているのか、それとも、ボランティアをやっていて、

福島県なり、相双地域に対してシンパシーを感じている人が実際に来ているのか、その割
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合はどんな感じなのですか。 

○厚生労働省担当者 28人の内訳というところまでは、今、手元にございませんが、実際

に頻繁にインタビューしている中での全体感として、介護をやっていて、介護をやってい

る人が移ってくるということ以外にも、被災地ということがドライブとなって来られてい

る方が相当程度いるという体感値であるということでございます。 

○水上先生 最後、意見なのですけれども、私、抽象的なレベルでというか、総論的に言

うと、こういうことは別にあってもいいよねと、相双地域に介護・福祉人材を増強しなけ

ればいけないという必要性はわからなくはないと理解をしています。その上で、お話を聞

くと、余り具体性がないのですね。つまり、今年の115人は達成できそうだということに対

する具体的な筋道が立っているようには考えられないのです。では、去年の28人がどうだ

ったのかということの分析も明確にはなされていないわけで、例えば、去年28人いるうち

の23人ぐらいは完全にボランティア経験がある人ですみたいな話があって、そういう中で、

そこに特化しますよみたいな話であれば、なるほど、一定の戦略的なやり方をとられてい

るのだなというのがわからなくはないのですけれども、そういうことが全然なくて、客観

的な状況としては、全国津々浦々で介護人材は足りないという、情勢としては非常に厳し

い状況の中でこの事業をしようと思っているということだとすると、これが必要だという

ことだとしても、うまくいくのだろうかというところは、かなり厳しいなという認識を持

っています。 

○厚生労働省担当者 ありがとうございます。 

 その点、まさに大事なポイントで、ただ単に、今年頑張ってやります、熱心に取組ます

と言うだけでは局面は変わらないと思っています。もちろんノウハウ面での蓄積は多少あ

るし、浸透度も高まるという部分はあると思います。ただし、今、水上委員からおっしゃ

っていただいたように、どういうところにボトルネックといいますか、どういうところを

アプローチしていけば、この115に結びついていくのかという分析をしっかりしていく必要

があると思っています。 

 そのために、先ほど申し上げた、一つはヒアリングなどを頻繁にして、どういうところ

にニーズがあるのか、先ほど幾つか御紹介をしましたが、今の事業だけではなくて、こう

いうニーズもあるのだ、こういうところにも手当てしたら、もっと使えるのではないかと

いう声が現にあるわけですから、そういったものをできる限り事業内容に反映をしていく、

あるいは事業内容としてもっと魅力的なものにしていくという努力をしていきたいと思い

ます。 

○大西参事官 ちょっと一言よろしいですか。質疑の終了の時間が近づいてございますの

で、お手元のコメントシートの御記載をお願いしたいと思います。記入の終わった先生か

らシートを回収させていただきますので、お知らせいただければと思います。 

○上村先生 今の話を聞いて、28人の分析をしていないというのはあり得ないと思います。

要は、28人は非常に大事な人たちで、どこの広報にひっかかって来られたのかというのは、
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ヒアリングも大事ですけれども、ちゃんと分析する必要があると思います。 

 あと、もう一つです、これも意見ですが、115名の見込みというのは課題だと思います。

26年度は７月からスタートなので、10カ月間で28名ですから、平均的に１カ月2.8人とって

いるわけですけれども、そうすると、１カ月３人ぐらいだとすると、３掛ける12で36人ぐ

らいかなと。115名の３分の１ぐらいが次の見込みかなと普通は考えるのですけれども、こ

ういう数字が出てくるというのは、見込みと希望の取り違いが起こっているのではないか

と思っています。これは意見です。 

 以上です。 

○厚生労働省担当者 28名の方全員、私ども、データをとっておりますが、ただ、おっし

ゃるように、どういうところが効果を発揮したのか、そして、どういう職歴であられたの

か、こういったあたりは、まだきちっと分析し切れていませんが、生データとしては集め

てきておりますので、この辺の分析はしていきたいと思っております。 

○樫谷先生 ２ページのところで、26年度は１億9,200万円の予算で108名を集めると。ざ

くっと言いますと、100名を２億円ということですね。１人200万円なのですね、この予算

は。ということを考えますと、要するに、200万円の使い方がどうなのかと。特に、これだ

け見ますと、30万円と15万円で、１人45万円の補助をするわけですね。あと、150万円ぐら

いですね。それはどこにどう使っているのか。ただし、実績を見てみますと、たしか三千

数百万円ですね。それで28名だから、120～130万円ぐらいなのですね。つまり、お金の使

い方とか、やり方が、まだちゃんとやっていないから集まらないという側面があるのかど

うなのかが、まず１点。 

 それから、聞きたいことはいっぱいあるのですが、時間がないのであれですけれども、

これ、本当に緊急と思ったら、もっといろいろなことをやらなければいけないのではない

か。特に外国人なども含めて、少し考え方を変えないと、国内ではもう構造的に不足して

いるところから、そこも大事なことですけれども、持ってこようと思っても本当に難しい

ので、本当に重要だと思うのであれば、海外からも含めて、そういう対応をしないと難し

いのではないか。つまり、１億9,200万円も使えるのだから、どう使えば一番人が集まるの

かということを考えないといけないのではないかと思うのですが、どうでしょうか。 

○厚生労働省担当者 ありがとうございます。 

 ２点いただきまして、１点目は、恐縮なのですが、今、おっしゃっていただいた構造と

いうのは事実に反します。この積算というのは、100名のために２億円積んだということで

はありませんで、積算上は、求人数と求職数、これが全てマッチしても大丈夫なように、

言い方を変えれば、最大限にこの事業が効果を発揮して、求人数に求職数が全てマッチす

るということのためにセーフティに積み上げているというものでございますので、そこを

単純に割っていただくのは誤解に基づくものでありますので、その点は御理解いただきた

いと思います。 

 それで、２点目の、いろいろなことをすべきだ、ここは私もそう思います。日本全体で
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介護人材が厳しいということがございますので、今年度から私ども、90億円というお金を

積んで、医療・介護総合確保基金というお金で、全国的に今、介護人材確保対策を強力に

進めようと。これは新しい取組でありますし、福島県もその対象でありますので、そうい

った部分もしっかりと組み合わせて、日本全体の介護人材の底上げといいますか、確保対

策を強化するのは言うまでもなく、その中である程度確保されてくれば、反射的な効果と

して、福島県に対しても、行く人も増えるかもしれないということはございますので、そ

こには力を入れてやっていきたいと思います。 

○樫谷先生 今のお話で、予算が最高にというのですけれども、どういう積み上げ方をさ

れているのかね。我々が見たら、予算はこんないい加減に積み上げられているのかと思う

のです。108名と言っているのだから、108名の予算だと。若干それにプラスするというの

もありますけれどもね。それと、理論値は幾らなのだと。200名で192名と考えているのか

ね。そこがないと、我々、適切かどうかと言えませんね。会計士的な議論で申しわけない

のですけれども、筋論から言うとそうですね。予算の裏づけがある。それは目標があって、

最高値もあるかもわかりませんが、そこでこれだけ要るのですということですね。やるべ

きこともあって。 

 ただ、これは厚労省がやっているわけでなくて、社会福祉協議会がやられているわけで

すから、隔靴掻痒的なことはあると思うのですが、社会福祉協議会と厚労省がもっと密接

にやるのか、県とやるのか、よくわかりませんが、今の御説明をいろいろ聞いてみても、

データを集めていらっしゃるのはわかるのだけれども、もう少し密接にやらないと、状況

を厚労省は把握できないのではないかと思うのですね。だから、打つ手、打つ手がどんど

ん遅れていくということになってしまっているのではないかという気もするので、そうい

うことを申し上げたのです。済みません。 

○厚労省担当者 その点は御指摘としてはすごくよくわかりますし、ここは初年度でした

ので、どういう規模でやっていくのかという部分は、正直言って手探りなところもござい

ました。初年度やってみたわけですから、どのぐらいの件数出て、どういう実態になって

いるのか、こういうことを踏まえて、しっかりと来年度に向けて見直しを行っていくとい

うことでやっていきたいと考えています。 

○大西参事官 佐藤先生、お願いします。 

○佐藤先生 時間も限られているので、私もコメントになってしまうのですけれども、基

本的にやっているのは福祉人材センター、社会福祉協議会ですね。恐らくそこは福島県か

らもいろいろな受注して、福島県内の人材確保もやっているし、厚労省から委託を受けて、

福島県を通してこの仕事を受けて、全国展開というか、広報活動をしている。ただ、ポイ

ントになってくるのは、結局のところ、ノウハウを蓄積するにも、求人をやるにしても、

誰をターゲットにするのかとか、先ほど質問があった28人の応募に対して、どんな人たち

がいたのかということの分析も含めて、結局、それは社会福祉協議会に丸投げで、言葉は

悪いけれども。多分、厚労省として、主体的にこういうやり方でいこうとか、こんなふう
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な戦略を持っていこうと、それは余りなくて、だとすると、基本的にはこれは福島県が主

体的にやって、全国展開も含めて、それは社会福祉協議会とちゃんと話をして、社会福祉

協議会は全国にネットを持っていますから、彼らの中でちゃんと連携すればいいわけなの

で、となってくると、まず、目標が極めて実効性が乏しいことと、もともと厚労省自身が

主体的に取り組んでいるわけでもないということになると、目標を掲げるのはいいのだけ

れども、実行するのは社会福祉協議会なので、厚労省の意図というか、戦略というか、も

しそれがあればですけれども、それが下に伝わっているのかなというと、かなり疑問が残

るのです。 

○厚生労働省担当者 そこの点も非常に重要なポイントで、現場もいろいろな業務が重な

っている中で、こういった事業、お金を準備して、ぽんと渡すだけでは決してワークをし

ない。ただ、おっしゃっていただいた、厚労省の関与というのは、実際にはかなりやって

います。私ども、２カ月ぐらいおきに現地に行って、どういう状況かヒアリングし、実際

に使われている方々からも、本来、報告を受けてもいい話なのですが、私たちが直にイン

タビューをしています。プラスどういう広報パッケージ、どういう広報媒体をつくったら

いいのか、あるいは全国レベルでの広報を行うために、運輸関係の機関にどうやって働き

かけをしていけばいいのか、これは国交省などとも連携をしてやらせていただいています

し、また、一部には、福祉に若い人を入れ込んでいくということを全国的に展開している

NPOとか、事業者とか、そういう方を県に紹介をして、そういった活動を、厚労省からも、

こういうアクティビティーをしたほうが効果的ではないですかというサジェスチョンはか

なりやっています。なので、その点は決して、現場、あるいは福島県に任せきりにせずや

っていっているところなのですが、何しろ、まだ初年度であったので、どういう人が来た

のか、どういう潜在的なターゲットがあるのか、この辺はさらに分析をして、取組をもっ

とターゲットに当たるようなものにしていきたいとは考えています。 

○佐藤先生 ありがとうございます。 

 今の御指摘、すごく大事だと思うのですけれども、ただ、それはこの事業の話というよ

りは、厚労省は現場におけるいろいろな業態とかかわっていらっしゃいますので、そうい

うところとの仲介をするというところで、ある種、優位性を発揮しているということにな

ると思うので、この事業に関してかと言われると、ちょっとどうかなと。それは一般論と

してすごく大事だとは思うのですけれども、この事業の実効性を高める上での役割かなと

言われると、そこだけまだ不明瞭だと思ったので。 

○大西参事官 済みません、コメントシートの御回収、まだお済みでない先生、よろしく

お願いします。 

水上先生、お願いします。 

○水上先生 別の観点を聞きたいのですけれども、もし２年以内に就労をやめてしまった

場合はお金を返さなくてはいけないことになるのですかね。 

○厚生労働省担当者 立てつけとしては、そういう立てつけになってございます。 
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○水上先生 返ってきてしまったお金はどうなるのですか。 

○厚生労働省担当者 最終的には国庫に返還していただくことになります。 

○水上先生 これは補助金返還要件になるのですかね。つまり、ずっと補助で出していま

すね。厚労省から福島県にも、福島県から社会福祉協議会にも。それはどうやって返して

もらうのですか。 

○厚生労働省担当者 通常の補助金と同じように精算行為をして、不用額として出たもの

は国のほうに戻していただくということです。 

○水上先生 一回補助で出すけれども、返してもらうという形になっているということで

すかね。それは、最初からどこかで貸与にすることはできないのですか。なぜずっと補助

で出しているのですか。例えば、社会福祉協議会に補助で出すのはなぜですか。福島県は

貸せばいいのではないですか。だめだったときに、一回精算しなければいけないのですね。

貸しているのだったら、返ってくれば返してきてしまえばいいから精算しなくていいので

すけれども、補助だと、無事に放棄になればいいけれども、放棄にならなかったときに返

還してもらう手続をそのたびにするということになるのですね。それは結構面倒くさくな

いですか。みんな２年間やってくれる前提なのですかね。 

○厚生労働省担当者 これが参考になるかわかりませんが、同じように貸与している事業

は、社会福祉の世界には、例えば、生活福祉資金とか、あと、介護福祉士というより高い

レベルの資格を取るための奨学金を貸したりという事業もありますが、同じように補助金

としてお出しをして、返ってきた額は精算するという流れはつくっているので、それと同

じような流れで、一応、予算を組み立てているのです。予算で、国から直接お貸しをする

という意味合いでしょうか。 

○水上先生 どこまで補助でやるかという話なのですけれども、例えば、福島県までは補

助でやるけれども、福島県が具体的に社会福祉協議会に出すときには貸与にするというや

り方だったら、たくさん返ってきてしまうことを前提にする場合は、そういうやり方のほ

うがよりいいかもしれないですね。つまり、基本的には返ってこないお金だと補助でいい

のだと思うのですけれども、これ、割とわからないですね、ちゃんと２年間やってくれる

かどうか。 

○厚生労働省担当者 冒頭にも触れておりますが、できる限り定着をしてもらうことを目

標・目的にした事業でございますので、我々としては、できる限り２年以上働いていただ

けるようにお願いをしていきたいという考えでございます。 

○中里先生 これ、奨学金も貸与で、返済免除なのではないですか。 

○厚生労働省担当者 ２年間いらっしゃればですね。 

○中里先生 最初からあげてしまうわけではないのでしょう。 

○厚生労働省担当者 ではないです。先ほど触れました介護福祉士の就学資金というのは、

これとは全く別の制度になりますけれども、これは基本的に５年間、介護の現場で働いて

いた場合に返還免除という仕組みにしておりますが、大体９割の方は５年間働いていただ
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いて、返還免除になっているという実績もございますので、そういうものを参考にしなが

ら、我々、考えているところでございます。 

○樫谷先生 ２ページの単位当たりコストというのは、誰がどう決めたのかわからないで

すけれども、貸付金額を貸付件数で割っているのだけれども、我々の感覚では、この総事

業費を人数で割るのが正しいと思うのですね。そうすると、3,870万円が分子ではなくて、

三千数百万が分子になると思うのだけれども、これはどうなのですかね。この計算式は復

興庁なり、どこかと協議して決めているのですか。 

○厚生労働省担当者 いえ、これは私どもで判断をさせていただいております。広報経費

とか、その他の事務費については経常的にかかるという前提で、貸付件数と目標と実績で

コストをはじいておりますが、いただいた御意見を踏まえて、参考にさせていただきたい

と思います。 

○佐藤先生 待っている間なので。この種の事業は、仮に２年間、３年間定着いただいた

として、なかなか評価するのが難しいなと思うのは、確かに厚労省はスタートのところで、

引っ越しとか、就職準備金とかの支援をされている。先ほど御説明があったとおり、福島

県は福島県で、お住まいについて家賃補助をしたり、その他もろもろの、定着に向けた彼

らなりの事業をやっていると思うので、定着したとして、この事業の成果と思うべきなの

か、その後、むしろ福島県が頑張ったよねと考えるべきなのか。定着していただくのは非

常にいいことなので、どちらが頑張ったというふうにして功績を競う理由はないのかもし

れないのですが、ただ、これは事後評価なので、この一押し、これまで福島県だけではで

きなかったことができたのだという、そこがないと、本当は評価しにくいのかなというの

が１つ。 

 済みません、もう一つだけ、感想になってしまうのですけれども、事業周知用ポスター

を見ても、この事業の啓発というよりは、福島に来てください、復興で被災地をみんなで

支えてくださいという、一般的な啓発でもあるので、細かく言うと、就職準備金とか、研

修の受講料とか、ここの事業による成果は最終的にどこにあらわれてくるのか、よくわか

らなかったのです。 

○厚生労働省担当者 おっしゃっていただいたように、まず１点目、成果がある程度出て

くるのに、そもそも時間がかかるところに加えて、国が効いているのか、県が効いている

のか、二人三脚でやるので、どっちがどっちに反応しているのかというのは同定するのは

限界があると思います。ただ、その際にインタビュー調査をかけたりして、入る部分と、

入ってきてからの部分、どっちが効いたのかといった調べ方もできるかもしれませんし、

その辺は、今後、この事業が続いていく中で、きちんと効果を検証できるようなやり方を

考えていく余地があると思います。 

 また、広報の方は、これは確かに非常に悩ましくて、いろいろな議論がありました。こ

れだと何をPRしているのかわからないとか。ただ、つかみがないと、なかなか振り向いて

ももらえないということで、いろいろな議論があった中で、こういった形でやっているの
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です。ただ、おっしゃるような、この事業の魅力がぼんと出てきていないという部分も一

つの見方かと思いますので、その辺はよく福島県とも相談し、さらにリファインしていく

ということをやっていきたいと思います。 

○大西参事官 お願いします。 

○水上先生 集計中なので、ちょっと御意見ですが、幾つか問題があると思うのですけれ

ども、１つは、現実問題として200人ぐらいやろうと思っていたけれども、目標自体は途中

で下げて、実績は28人になったという事業であるとすると、少なくとも予算の算出のとき

の前提は、27年度の活動見込みの115件でさえできるかどうか、非常に微妙なので、少なく

ともこれを前提に予算を積み上げるべきで、潜在的に全部来たときにはこの予算ですとい

うのを予算で積み上げると、何が予算なのかよくわからなくなってしまうので、少なくと

も見込みで115と言っているのであれば、115を前提にした予算の金額にしないといけない

というのは明らかなのではないかという気がします。 

 その上で申し上げると、事業の構造からすると、実際に配るお金に比べて、それ以外の

お金の割合が高過ぎると思うのですね、基本的には。なので、配るお金以外の部分をどう

やって効率化するか。それを考えたときに、わざわざ国と福島県が分けてやる必要がある

のかというところも含めて、一種リストラをしないといけないのではないか。普通、45万

円貸付をするときに、広報・宣伝も含めた間接経費で30万円使いますという金融機関は全

くないのであって、貸付をすることによって人材がここに来ることは意味があるかもしれ

ませんが、そのために一定の広報・宣伝は必要かもしれないけれども、割合として異常な

レベルになっているのではないかという気がするので、実際の執行額を見ると、余り執行

されていないから、今の時点では顕在化されていないのですけれども、予算的にはかなり

異常なのではないかなという理解を持っています。 

 以上２点が意見です。 

○厚生労働省担当者 ありがとうございます。 

 確かに、予算を最初、どのぐらい積み上げるのか、これは昨年度が初年度だったという

こともあって、多く入ってきても、できる限り対応できるようにしたということが１つと、

あと、被災地の方々に対するメッセージとしても、しっかり、こういった形で構えをとっ

て国として支援しますというメッセージを出す意味でも、そういった規模感があったので

すが、ただ、おっしゃるとおり、実績というものが見えてきているわけですから、それを

踏まえた対応は検討してまいりたいと思っております。 

 また、この実績とほかの経費との兼ね合いは、実績がまだ初年度出てきていないという

ことで、逆として、ほかの経費か高まっているということ、あるいは初年度ですので、も

のをつくる、すなわち、リーフレットであるとか、パンフレットであるとか、初年度だけ

に使うものではなくて、数年度にかけて使っていくものも準備するお金が要ったという部

分もございますが、こういった部分もおっしゃるとおり、引き続き効率化していくことは

言うまでもありませんので、その努力をしていきたいと思います。 
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○大西参事官 それでは、取りまとめのコメント案の御準備ができましたので、阿部先生

より御説明をお願いいたします。 

○阿部先生 取りまとめコメント案を発表いたします。 

 まず最初に、６名の有識者の評価結果は、「廃止」が１名、「抜本的改善」が３名、「一

部改善」が１名、「現状どおり」が１名でありました。 

 主なコメントといたしましては、必要な事業であることは間違いなので、実効性を高め

る努力を続けていただきたい。今後とも現地のニーズを踏まえた内容の改善を都度、実施

していただきたい。事業の規模を圧縮すべき。被災地にシンパシーを持つ人材、特にボラ

ンティア経験者に対して、広報のあり方を絞り込んでいくべき。昨年度事業の総括が不十

分。事業見込みから逆算すると、予算が余りに過剰なのではないか。外国人を含めた人材

の確保についても考慮すべき。ニーズが居住費補助にあるのであれば、福島県の事業を強

化するべきではないか。人材育成は工夫を含めて福祉人材センターの本来業務ではないか

というものでありました。 

 以上を踏まえまして、全体の評価結果としましては、「事業全体の抜本的改善」。 

 取りまとめのコメントといたしましては、次の２点です。 

 １番目、福祉・介護人材不足は全国的な課題である中、実現可能性を踏まえた事業の目

標設定、規模の適正化を図るとともに、相双地域外からの就労者を確保するための必要な

支援について検討が必要である。 

 ２点目、地域、昨年度の実績を検証しつつ、相双地域への就労が見込まれる者への絞り

込みを行うなど、効果的な広報のあり方について検討し、執行率の向上を図ることが必要

である。 

 以上でありますが、先生方、御意見があればお願いいたします。 

○水上先生 取りまとめそのものの文言はこれでいいのですけれども、私自身は、今回、

こういう評価になったのは、まだ１年目だからよくわからないというところがかなり影響

を受けていて、２年目やって、やはりこの結果だったから、この事業は廃止なのだと思う

のですね。現実問題として、これだけの間接コストをかけて人が集められないのだとする

と、誰か別の人に集約したほうが、具体的に言うと福島県に集約して、渡せるお金の分だ

けは福島県に交付すると、つまり、１人当たり45万円の金額を福島県に交付して、福島県

にやってもらうという形にしたほうがいいのではないですかという話を、今年成果が上が

らなければ、しなければいけなくなる事業なのではないかと、私としては理解をしていま

す。 

 この地域に介護人材が行くということに自体については、私は極めて肯定的に考えてい

ますけれども、だからといって、国がこの事業を今、効果的にできているとは全く思って

いないので、27年がうまく成果が上がることをお祈りしていますが、これは今年行政事業

レビューをやるべきだったかどうかというところは若干微妙な案件で、来年まで見て、こ

れはもうだめだよねとか、いいよねと判断できるタイミングであれば、もっとはっきりと
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した判断ができたのですけれども、そういう意味で中途半端な内容しかできないという理

解でいただければと思います。 

○厚生労働省担当者 ありがとうございます。 

 今日、さまざまな有意義な御指摘をいただきましたので、来年に向けて事業内容の改変

を検討していきたいと思っていますし、引き続き成果が出るようにやっていくということ

はお約束したいと思います。 

○樫谷先生 これだけのお金を使うのであれば、社会福祉協議会はもちろん悪くはないの

ですけれども、民間の力をもっと借りてもいいのかなと思いますので、そこも御検討して

いただければと。これは県とか協議会との相談だと思います。 

○厚生労働省担当者 そうですね。おっしゃるとおり、そこは非常に大事だと思います。

福祉人材センターも一種公的なビヘイビアになってしまいますので、そういう意味で、先

ほど申し上げたNPOとタイアップしたイベントなども今年やりましたし、柔軟で、もっと訴

求力のある活動をしっかりやっていきたいと思います。 

○阿部先生 その他、御意見、どうぞ。 

○上村先生 先ほども意見あったのですけれども、単位当たりコスト、次は総額も含めた

ものを分子に持ってきてやっていただきたいと思います。なぜなら、そうでないと、広報

の効率性がわからないので、そこはよろしくお願いします。 

○厚生労働省担当者 わかりました。御指摘を踏まえて考えたいと思います。ありがとう

ございます。 

○阿部先生 コメント案としてはよろしいでしょうか。 

 特に御意見がなければ、先ほど読み上げました取りまとめコメント案をもって、本事業

に対する結論にしたいと思いますが、コメントの２点目、細かい文字の修正ですけれども、

「地域、昨年度の実績」というのは恐らく「昨年度の実績」という意味だと思いますので、

その点だけ修正していただいて、これをもって本事業に対する結論といたしたいと思いま

す。ありがとうございました。 

○大西参事官 取りまとめありがとうございました。 

 続きまして、次の事業に移らせていただきますが、入れかえにちょっとお時間いただき

ますので、もう少々お待ちいただければと思います。 

（厚生労働省関係者退室・農林水産省関係者入室） 

○大西参事官 それでは、「被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業」の議論に入らせて

いただきます。 

 本事業につきましては、小泉復興大臣政務官に御同席いただいております。 

○小泉政務官 どうもよろしくお願いします。 

○大西参事官 それでは、事業所管部局である農林水産省から、事業概要の御説明をお願

いいたします。 

○農林水産省担当者 担当しております、古賀と申します。よろしくお願いいたします。 
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 それでは、お手元の資料に基づいて御説明したいと思います。 

 論点説明資料の「事業の概要」ですけれども、１ページ目のちょうど中段にございます

が、被災農家等がみずから営農活動を行う場合のほか、受入地域の耕作放棄地対策協議会

が運営する実証圃場で、雇用形態という形で営農活動を行う場合に、耕作放棄地、いわゆ

る荒廃農地を再生して、営農再開に向けた取組に対する活動を支援するという内容になっ

ております。 

 詳しくは、資料の７ページにつけております、ポンチ絵がございます。こちらにござい

ますように、被災農家の生活再建に向けての支援ということで、被災農家がみずから荒廃

農地を再生して、営農活動を再開する場合、実証圃場で雇用形態により営農活動を行って

いく場合、この２点について、支援するという内容になっております。 

 詳しい内容、支援額等については、ここに書いてあるとおりでございます。 

 今回、議論になっております、既存の事業ということで、一般会計事業に事業がござい

まして、それについては、８ページに「耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の概要」とい

うことで、つけさせていただいておりますけれども、こちらにありますように、全く同じ

仕組みで、荒廃農地を再生していく活動に対しての支援という内容になってございます。 

 この２つの事業の違いということで、今回９ページに資料をつけさせていただいており

ます。こちらについては、勉強会で水上先生から御指摘がありまして、わかりやすく対比

していただきたいということでございましたので、それに対応して、つけさせていただい

ております。 

 一般会計の耕作放棄地再生利用緊急対策交付金でございますが、こちらはいわゆる荒廃

農地を解消する、優良農地の確保が目的でございまして、それに対して、その下にござい

ますような各種取組について、２分の１相当を支援しているという内容になってございま

す。ですから、定額で10アール当たり５万円となっておりますが、10万円以上する活動に

対して５万円を支援する形になっております。 

 ほか、土づくり、営農定着、経営展開、もろもろございますけれども、基本的には２分

の１相当という内容になってございます。 

 復興特会の被災者支援については、あくまでも被災農家の営農再開を支援することが目

的でございまして、これに対しては、こちらにありますように、10分の10相当と書いてお

りますが、反当たり５万円することに対して５万円をということで、それぞれ障害物除去、

深耕、整地、これらにおのおの支援する。最大で15万円という形になっております。 

 さらに土づくりについても、10分の10相当で、10アール当たり５万円ということで、最

大２年間です。 

 また、先ほどポンチ絵で見ていただきましたが、実証圃場について、一般会計事業のほ

うでは１カ所に限定しておりますけれども、あくまでも展示場効果ですとか、モデル的に

地域に知らしめる、こういう取組をすれば、こういう作物ができますということで、お示

しするということで、１協議会当たり１カ所となっております。被災者支援については、
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被災農家が雇用形態の取組について、制限を設けずにやっていくということで、箇所数の

制限を設けずに実施するという形になってございます。 

 このように、一般会計の事業と今回の被災者支援事業等については、こういった違いが

ございますという内容になっております。 

 もう一点、予算の執行状況についてなのですけれども、資料の１ページの論点シートの

説明の中で、予算額等を計上してございますが、執行率は平成24年度で18％、25年度で31％、

26年度で12％という状況にございます。 

 これについて、上村先生及び水上先生から、どうしてそういう乖離が生じているのかと

いうことで、御指摘をいただきまして、資料の10ページに予算額と執行額の乖離の理由と

いうことで、整理をさせていただきました。 

 いろいろと確認したところ、これまでも勉強会などの中で御説明しておりましたが、や

はりよそから避難してくると、要は知らない土地に来るということで、地縁、血縁のない

ところで、農地を探すというのは、どうしても時間がかかりますし、また、よそから来ら

れているということもありまして、なかなか貸そうという機運にならないところもあるこ

とから、どうしても時間がかかってしまうということで、当該年度に実施できなくて、翌

年度に実施したということがございます。 

 あとは、やむを得ない事由という形で整理しておりますけれども、農地をいきなり購入

してというのは、なかなか難しいところがありますので、荒廃農地を借りて再生しようと

していたのですが、そこに定着してやろうという段階になって、やる気のある方だったら

ということで、既存の農家の荒れていない農地を借りることができた、もしくは購入する

ことができたということで、この事業をやる必要がなくなったということで、取りやめた

ものがございます。 

 あとは、調整までは済んでいたのですけれども、急に地権者の方がお亡くなりになって、

相続などの関係で、利用権の設定ができないという、急遽な事由などもあったと聞いてお

ります。 

 それから、最初の予算計上に当たって、もうちょっと詰めておいたほうがよかったとい

うところがあったと思っております。予定していた農地がたまたま山の斜面にある。それ

は春先ですとか、夏場ですと、日が当たるのですけれども、秋口から冬口にかけては、結

構山陰になって、日当たりが悪く、営農をするにしても、日が当たらないままでは、非常

に暖房経費がかかったりするということで、土地を見直すということがありました。 

 急遽やろうと思っていたのですが、原発被害の状況ですとか、そういうことから、急に

もうちょっと考えたいということで、取りやめになったとか、あとは、実際に貸そうとい

うことで、お互いに了解していたのですけれども、直前になって調整が整わなかったとい

う理由もあると聞いております。 

 あと、特に24年度、25年度については、被災者の方から急に手が挙がってきた場合にも、

ある程度対応できるということで、要望よりも少し上乗せで要求していた部分もあると思
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っております。そちらについては、24年、25年はありましたけれども、26年についてはそ

ういうことはなく、絞って要求したという形になっていると聞いております。 

 そういうもろもろの理由から、執行率が上がっていないということが確認できておりま

す。そういう状況でございます。 

 そういう中で、27年度の状況についてということで、こちらについては、水上先生から

も御指摘がありまして、11ページにつけてございますけれども、今年度については、各地

区、こういった形で、約10地区、１億4,900万円でございますが、一応執行見込みが立って

いるという状況でございます。そういった状況で、執行率につきましては、できるだけ予

算計上の段階で精度を高めていくことが、これからの課題だと思っているところでござい

ます。 

 事業の内容及び今回の課題等についての説明ということで、簡単でございますけれども、

これで終らせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○大西参事官 それでは、御質問等がある先生は、挙手でお願いいたします。 

 上村先生、お願いします。 

○上村先生 ありがとうございます。 

 先週金曜日に現地の視察をさせていただきました。この事業については、耕作放棄地の

解消と被災農家の営農を支援するということで、非常に重要な目的を持っている事業だと

思っています。 

 １点お聞きしたいのですが、一般会計でも同様の事業があるわけですけれども、レビュ

ーシートの２ページ目に本事業の単位当たりコストがあります。単位当たりコストを一般

会計の事業と比較したら、どのような形になりますか。レビューシートは一般会計の事業

が入っていないので、もしもお手元にあったら、教えていただきたいのですけれども、よ

ろしくお願いします。 

○農林水産省担当者 26年度の事業で御説明しますと、単位当たり約19万円、25年度につ

いては17万円、その程度の金額になってございます。 

○上村先生 一般会計のほうがということですね。 

○農林水産省担当者 そうです。 

○上村先生 そうすると、一般会計のほうが、26年度は若干安いということですね。 

○農林水産省担当者 はい。 

○上村先生 これは何が影響していると思いますか。 

○農林水産省担当者 １つは、被災者の方の営農再開に当たっては、単なる農地の再生利

用だけではなくて、その後に施設園芸とか、新たに取り組まれる。ですから、パイプハウ

スとか、そういったものに対して支援をしております。 

 また、東北などになると、どうしても冬場の加熱、暖房とか、そういったものの装置も

合わせて支援の対象になっておりますので、そういう意味では、単純な面の整備だけでは
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なくて、施設の整備なども入ってきているので、若干高いと思います。 

○上村先生 ありがとうございます。 

○大西参事官 樫谷先生、お願いします。 

○樫谷先生 私も先日福島に行って視察をさせていただいたのですけれども、非常に熱心

にやっていらっしゃるので、おもしろいと思ったということと、農業なので、相当時間が

かかる。ただ、事業者の方お二人にお話を伺ったら、非常によかったというお考えで、１

人の方は、今までぶらぶらしていたのだけれども、これを去年からやれたので、非常に意

欲も増してきたし、体も絞れてきたみたいなことも含めて、お話になっていたので、これ

はすばらしい事業だと、個人的には思っております。 

 ただ、耕作放棄地と言ったときに、単なる草が生えているだけだと思ったら、そうでは

なくて、森みたいになっているとか、そんなところもあるということがよくわかりました。

これはむしろ復興だけではなくて、一般にももっと広げるべきではないかと、逆に思いま

した。 

 ９ページの比較表、一般会計と復興特会の比較をすると、一般会計は10アール当たり５

万円です。ところが、復興特会は最大15万円ということなのですけれども、実際にかかる

コストは同じです。ということは、一般の場合は、10万は自己負担になると思うのですけ

れども、極端に言えば、10万も負担をして、非常に長期にかかる事業をやられる方は結構

多いのですか。これは復興特会の話ではなくて、一般会計の話をしています。それとの比

較で、復興のほうもお聞きしたいと思っていました。 

○農林水産省担当者 全国的に展開している事業につきましては、今、経営している面積

では足りなくて、規模拡大をしたいといった場合ですとか、あと、新規の就農者の方で、

現状農地を持っていなくて、やるためには農地をどこかで確保していかなければいけない

ということで、幾らかでも支援があれば、それを使いたいということで話があって、こう

いう事業を使っていただいていると思っております。 

○樫谷先生 一般会計の事業は、進んでいるのですか。かなり希望が多いのですか。 

○農林水産省担当者 一般会計の事業については、平成21年度から実際に動いてきている

のですけれども、年間20億円程度の予算規模といいますか、基金を積んで、その中から実

際、手が挙がったところに対して、そういう支援をしてきているのですが、約20億円程度

の規模で大体毎年継続していますが、最近は金額的に下がってきております。ある程度や

りやすい荒廃農地がまず最初に進んで、だんだんやりにくくて、条件のさらに悪いところ

が残っていて、そこが少しずつなってきているのではないかと思っています。 

 地区数についても、2,000件近い件数が実施されておりますので、これについては、年度

でばらつきがあるのですけれども、継続的にそういった地区は出てきている状況です。 

○樫谷先生 復興の方もそうなのですが、意欲を早く持っていただいて、そういう方をし

っかりサポートできるような仕組みを、今、つくっていただいているのですが、さらに強

力に推し進めていただきたいと思います。 
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○大西参事官 水上先生、お願いします。 

○水上先生 まず資料を補足で追加していただきまして、ありがとうございました。いろ

いろ行政事業レビューをやるのですけれども、対応していただける省庁と、していただけ

ない省庁があるのですが、今回は非常に丁寧に対応していただきましたので、まずその点

については、お礼申し上げたいと思います。 

 その上でお聞きしたいのですけれども、11ページは非常に重要で、執行予定とあります

が、これは26年度とか、25年度についても、こういうことは考えられていたということで

いいのですか。今年初めてやったわけではないですね。 

○農林水産省担当者 26年度については、同じように、年度当初にこういう形で割り振り

がされております。 

 25年度についても、一定額については、割り振りがされているのですけれども、先ほど

最初に簡単に説明させていただきましたが、余裕を持った予算の枠を確保されていたよう

でして、最初から細かく全地区にはりついていたわけではないようです。途中で希望が出

てくれば、それに対応するものがあったと思います。 

○水上先生 これは想像ですけれども、レビューシートを見ると、24年度、25年度は、結

構大きな金額で、いけいけどんどんな感じで数字が積まれていて、しかし、執行率が低か

ったので、その執行率にあわせて、26年は固目の予算にしたというプロセスだと想像しま

すが、そんな感じなのですか。 

○農林水産省担当者 特に24年度につきましては、震災後間もないことから、個別に、今

のように、各地区の被災農家に積み上げてやっているというのは、現場のほうでも、対応

がしきれなかったと聞いております。ですから、ある程度このくらいの方が出るのではな

いかという見込みとか、あとは、被災して、避難されている方のニーズなどで、大体この

ぐらいの方が手を挙げられるのではないかということで、予算どりをされていたと思いま

す。 

○水上先生 わかりました。別に過去のことを細かく聞く話ではないので、今、重要なこ

とは、そうやって現実に即してつくった26年度予算の執行率が、極めて低いということな

のですけれども、執行率が12％です。11ページにあるような、こういうものは必要だと思

いますが、しっかりとした積み上げの上で予算をつくられて、しかし、執行率は12％だっ

た。27年度も同じくそういうものをつくったけれども、執行率はどうなるのかというとこ

ろが１つ問題だと思うのですが、執行率が劇的に改善する見込みの根拠というのは、何か

あるのですか。 

○農林水産省担当者 26年度で見てみますと、先ほどの資料にありますように、10ページ

の中で、事業実施に向けた調整に時間を要したという区分に入れているところが、本来で

あれば、26年度予算を使って、ほとんどできるような状況だったのですけれども、時間が

かかった。ですから、繰越手続をして実施すれば、その分、予算の執行が上がるという形

になるのですけれども、これが相当あると思っています。 
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 あと、やむを得ない事由については、事前に想像する、見込みというのはできないとこ

ろがございますので、そういう意味では、ある程度時間を要しても、次年度に確実に実施

できるようなものについては、当該年度の予算を確実に使ってやっていくことで、執行率

が上がると思っております。 

○水上先生 確認なのですけれども、例えば11ページを見ると、市町村名の福島市という

ところに、地域協議会名で飯舘村耕作放棄地対策協議会とあります。これは表の読み方な

のですけれども、これは耕作放棄地がある場所が福島市ということでいいのですか。 

○農林水産省担当者 そうです。 

○水上先生 それを実際に使おうとしているのは、飯舘村の対策協議会、つまり飯舘村か

ら福島市に避難をしている人が、福島市の当該耕作放棄地を使ってやるものだという理解

でいいですか。 

○農林水産省担当者 そういうことです。 

○水上先生 構造的な話なのですけれども、ある意味では、避難をしていている方が、そ

のうち地元に帰ろうと思っているとします。それもそう遠くなくです。その場合、避難し

ている先で耕作放棄地を一生懸命開墾してしまっても、戻るねということになってしまう

と思います。この先もここに住もう、今後は福島市で生きていこうという人であれば、こ

こで開墾して、ここでやっていこうということになると思うのですけれども、そこの整理

はどうなっているのですか。つまり避難したけれども、戻らない対象なのか、避難をして

戻る予定の人が、何年間かだけ農業をするための場所をつくるということなのか、どちら

なのですか。 

○農林水産省担当者 どちらも対象にしてございます。そちらに永住する方については、

当然ですけれども、そこで何年もやっていかれるということですが、この事業の１つとし

て、営農意欲といいますか、帰ってからも営農をしていただくというか、先ほど樫谷先生

からも話していただきましたけれども、農家の方がぶらぶらしていたけれども、これをや

ることで、健康にもなって、営農をやっていく。農業をやっていないと、気持ち的になえ

たりしてしまうので、そういった方について、一時的ではありますが、この事業を使って

営農していただきます。 

 帰っていただいた、その後については、地域協議会、地元の方などと調整しながら、次

に農地を借りてくれる方を募って、そちらをまた使っていただくという、継続ができるよ

うにしていくということで、特に農業委員会が地域協議会の中に入っておりまして、農地

を利用したい方、もしくは規模拡大をしたいという地元の方などを募って、その後を引き

継いでもらうということで、再生された農地自体は、継続的に使われていくという形で、

今、対応しているところです。 

○水上先生 その見込みが最初から立っているところに、お金を出すということなのです

か。つまり使っている期間が非常に短くて、逆に帰還できてしまった。国としては、基本

的に帰還を推進しているのだと思いますが、帰還できてしまったときに、せっかく耕作放
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棄地を頑張って農業できる状態にしたのに、そこがまた耕作放棄地になってしまうという

ことだと、しようがないです。耕作放棄地というのは、もともと放棄されてしまった土地

なので、それを一時的に避難者の方が使ったけれども、いなくなってしまったら、使って

もらえるという見込みは、どこに立っているのですか。 

○農林水産省担当者 基本的には地域協議会の中で、そういうことを踏まえて、被災者の

方に営農していただく。その後は、もし借りられるということであれば、次については、

協議会の中できちんと目星をつけていただいて、事業を実施していただくということでお

願いをしていまして、最低でも５年以上は、地域協議会が責任を持って、次の方を見つけ

るなり、整備した農地については、荒れないように、きちんと次の方が利用できるような

形で維持するということを義務づけているという形にしております。 

○水上先生 ５年間、そういう義務が地域協議会にあるという理解でいいですね。 

○農林水産省担当者 あります。 

○水上先生 ちなみに、耕作放棄地ではないけれども、一方で、農地の集約をしなければ

いけないということは、農水省はずっと言っているわけですが、このままいくと耕作放棄

地になってしまいそうだとか、現時点では耕作放棄地とまでは言わないけれども、実際に

は事実上営農していないところとか、つまり完全に耕作放棄地になって、森になってしま

っているところを開墾し直すというのと、このままいくと、集約化しない限り無理だとい

うところを、こういうところに使うとすると、後者のほうが圧倒的に効率はいいのだと思

いますが、その辺りの整理はどうなっているのですか。 

 今、日本全体で、農地は利用率がどんどん下がっている状態だと思うのですけれども、

完全に耕作放棄地になっているところをわざわざ開墾しなくても、最近、使ってもらえて

いない、まだ耕作放棄地になっていないところをきちっと探して、そこをマッチングする、

普通に賃貸でやる。農地賃貸自体は、今、物すごい勢いでやろうとしているわけです。そ

うだとしたら、その枠組みの中でやるということでは、だめなのですか。 

○農林水産省担当者 おっしゃるとおり、まだ耕作放棄地までいっていない、要は荒廃農

地化していないところについては、この事業は基本的に使わない形になっております。お

っしゃるように、基本は優良農地といいますか、１回トラクターをかけて戻せば、すぐに

使えるようなところについては、当然ですけれども、農地中間管理機構などの中で、いか

にそういうところを担い手に集約していくかという事業を、今、展開しておりますので、

それをしていくのですが、そういうところでも、貸したくないというか、借りられないと

ころもあるので、その中で、被災者の方が、避難先などでどうしても農業をやりたいとい

う場合には、この事業を使って、荒廃農地を再生して使っていただく。 

 荒廃農地については、毎年、私どもでも調査をしておりまして、再生ができるものと、

ほとんど再生できないものという区分で、客観的に見て調査をさせていただいております。

そのうちの再生可能なところについては、この事業をやりますけれども、それこそ山にな

っていて、再生は無理ですというところについては、基本的にこの事業の対象にしないと
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いう形で、いわゆる優良農地として確保できそうなところについてのみの投資という形で

やっております。 

○水上先生 最後に意見なのですが、私自身は被災者の方々、特にもともと農業をやって

いた方が、被災されているところでも農業が継続できるということ自体は、大変重要なこ

とだと思います。ただ、それに向けて、１回耕作放棄地になってしまったところを開墾す

る必要があるのか、それともきちんとしたマッチングをして、担い手に対する集約という

議論を進めていくことによって、それが実現できるのかというところは、フラットに検討

しなければいけないと思います。 

 具体的に言うと、今、農水省自身がまさに農地賃貸借等を進めることを、すごく頑張っ

ていかなければいけないと言っていて、現時点では目標達成ができていなくて、思い切り

頑張ると宣言されているわけです。そうだとすると、それを十分に活用しても、なお当該

被災地域ではどうしても足りないです、これは開墾するしかないという話であれば、それ

はもちろんやるのだと思うのですけれども、現時点ではその取組自体が大変不十分だとい

うことで、今年度はそれを倍増して頑張りますという話を、農水省さん自身が言っておら

れるので、そうだとたら、まずそちらをやるということを、優先順位としては高めるべき

なのではないかというのが、私の意見です。 

○農林水産省担当者 まさしくそういったことで、今、農地の集約化とか、耕作放棄地で

ないところについて、そういう形でさせていただいているのですけれども、当然そういう

マッチングなどもしていった上で、被災者の方がどうしても農地を借りられないとか、見

つからないといった場合に、この事業を使えるということで、これを全面的に、まずはこ

ちらからということではなくて、いろんな農地の利用を推進した上で、その後にどうして

も耕作放棄地でないと借りられない場合には、この事業を使って営農を再開していただく

ということで、手段の１つとして、この事業を使っていただければと思っているわけでご

ざいます。 

 例えば優良な農地の中に、ぽつんと耕作放棄地とされたものがあって、そこがなくなれ

ば、一団地の良い農地になっていく。そういったときには、この事業を使って、部分的に

ある荒廃農地を解消することで、地域全体としては、１つのまとまりある優良農地、一団

地になっていくということもありますので、そういったときには、こういう事業も使えま

すということで、対応していきたいと思っているところです。 

○大西参事官 佐藤先生、お願いします。 

○佐藤先生 マッチングの前に必要なのは、まさにニーズの把握だと思うのですけれども、

例えば今、避難されている農家の方々の中で、実際まだ見つかってはいないとしても、ど

れぐらい営農再開の要望があって、このぐらいの数がいて、それはこういうところに分布

されていて、だから、そこを中心にこれからマッチングさせていきますということを言っ

ていただけると、なるほど、まだニーズがあると思うのですが、避難されている農家の方々

の中で、潜在的な要望として、こういう事業にのりたいという方々が、どれぐらいいらっ
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しゃると理解すればよろしいのでしょうか。 

○農林水産省担当者 個々に避難されている農家の方に対する聞き取りといいますか、要

望調査、いわゆる賦存量・利用調査みたいなものは、今のところ、しておりません。 

 ただ、平成26年２月に被災３県における農業形態の営農再開状況、避難されていた農家

が経営を再開している状況の中で、経営を再開できない理由があるのですけれども、１つ

は耕地や施設が使用できないということで、再開ができないという理由が多いところもあ

ります。あとは、原発事故の影響もあるのですけれども、そういうことで、一定の要望と

いいますか、耕地や施設が使えるようになれば、営農を再開できるという声もあると考え

ております。 

○佐藤先生 それは帰還した後の話ですね。自分が地元へ戻って再開しようとしたときに、

なかなかうまくいかないという話ですね。避難先でやろうという意味ではないですね。 

○農林水産省担当者 それを全部含めてだと思います。個別に、戻ってからとか、その場

でとか、そこまで細かく区分はしていないようです。 

○佐藤先生 これは一般会計の事業ともかかわってくるのですけれども、例えば耕作放棄

地があったとして、その中で、所有者の意向として、自分たちは貸し出したい。なかなか

やってくれる人はいないのだけれども、自分たちとしては、貸し出すという意向がある。

そういうサプライサイドのニーズ調査もやられているという理解でいいのですか。 

○農林水産省担当者 毎年、農業委員会で農地に関する利用状況調査をやっておりまして、

経営局で担当しておるのですけれども、そういった中で、荒廃農地とか、そういう利用状

況をきちんと確認して、利用状況が進んでいなければ、どうするのですかといったことを

個別に農家に伺うということで、調査をする。その結果、貸したい、借りたいということ

があれば、それについては、農業委員会ですとか、農地中間管理機構の中で、マッチング

とか、いろいろなことをしていくという流れになっております。 

○佐藤先生 全体として、耕作放棄地を持っている所有者の方というのは、本当は誰かに

貸し出したいと思っていると思っていいのですか。それとも、とりあえず放っておきたい

と思っていると思っていいのですか。 

○農林水産省担当者 一概には言えないところがあるとは思うのですけれども、特に中山

間地とか、条件の悪いようなところについては、できれば貸したい。ただ、担い手がおら

れない。自分も高齢化してきて、今までは自分がやってきたけれども、それができないと

いうことで、苦労しておられると聞いております。 

○佐藤先生 最後はコメントですが、この種の事業というのは、営農したいというニーズ

と、貸し出したいというニーズがちゃんとあることを確認して、ただ、そこにはいろんな

齟齬がある。住んでいる場所、避難している場所が違うとかね。でも、そこはまさに農業

委員会とか、各種協議会でマッチングさせればいいということです。貸したい、借りたい

ニーズが把握できていないとすると、果たして事業としてこのまま続けていって、どこま

でいくのか。 
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 一般会計は、良くも悪くも基金なので、出てきたら払うという仕組みなので、その辺が

顕在化していないと思うのですけれども、これは毎年予算を立てているので、結果的に何

らかの見込みがあって予算を立てるわけなので、ニーズの定量的な評価がないと、果たし

て執行率はどうなるのか。今年は頑張ると言うのはわかるのですけれども、その辺の基本

的なデータ、情報がないままにやっているという印象を持ちます。 

○農林水産省担当者 特に被災者支援事業につきましては、被災農家を個々に当たってい

くというのも、難しいところがありますし、あと、各地域の荒廃農地の状況については、

先ほど申しましたけれども、利用状況調査などで状況を把握していますので、その中で、

農家のお考えだとか、提供できる方の状況などは、それなりにつかめていくのかもしれま

せんが、そういう中で、一番はこれを使いたいという農家の意向について、事細かく調べ

切れているところまで、まだいけていないと思っています。 

 ただ、今、福島県の方といろいろお話をしていると、いろんなパンフレットとか、いろ

んなビラ、何とか通信（ふくしまの今が分かる新聞）という中で、こういう事業があって、

営農再開をしたければ、こういう事業がありますという広報活動も熱心にされていると聞

いておりますので、そういうものを見られて、やりたいということが出てくれば、その中

で、必要な予算を確保していくという形になると思います。 

○大西参事官 コメントシートの御記入がまだの先生は、よろしくお願いいたします。 

 お願いします。 

○樫谷先生 なかなか進まない理由について、いろいろお聞きしてみると、農地の保有コ

ストが非常に安いというところも、側面にあると思います。空き家の問題とか、ほかにも

いろいろあるのですけれども、保有コストが安いので、人に貸さなくても、痛痒を感じな

いというところもあるのではないかと思うのですが、これはここだけの問題ではないので、

全国の問題なのですけれども、やはりそこも含めて考えていかないと、供給サイドが出て

いきにくいと思いますので、また御検討いただきたいと思います。 

○農林水産省担当者 コストだけの問題ではないと思っているのは、現地にも行っていた

だいたと思うのですけれども、現地の農家の方が、まずは外から来られて、いわゆる人と

なりが一番重要だといいますか、その人を知らないと、なかなか貸す気になれないみたい

なところもあって、特に福島で現地を見ていただいた、ハウスをやっていらっしゃる方に

ついては、取組を見て、周りの農家の方から評価をされて、その後、うちの農地も使って

くれ、こちらも使ってくれということで、最初はちょっとしか面積がなかったのですが、

その後、独自にそれぞれ賃貸借が結ばれて、相当規模を拡大したと、実際にお聞きしてお

りますので、そういう意味では、単純にコストだけの問題ではなくて、実際にその農地を

きちんと使っていただけるかということが、（農地を）出す側の気持ちとしては、重要な

ところがあると思いますので、そういったものが複合的に絡まっていると、私どもとして

は思っているところです。 

○樫谷先生 私もその辺はよく認識しているつもりですけれども、要するに放棄しておい
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ても、何も使っていなくても、ほとんどコストがかからないというところにも、その原因

の１つがあるのではないか。全てではないということもよく理解できますが、先祖伝来と

か、土地に対する愛着が、農地の場合、より強いと思うのですが、何で放棄するのかと、

我々農民でないものは、ついつい思ってしまうのですけれども、それをちゃんと使ってい

ただければ、保有コストが安いのはいいと思うのですが、使いもしないで、放ったらかし

ておいて、安いというのは、何となく納得できません。そういう意味では、貸せば、もち

ろん安くなるというなら、全体的には回っていくと思うのですけれども、それも含めて、

御検討いただけたらと思います。これは固定資産税の話なので、国の問題ではないのかも

わかりません。 

○阿部先生 先週、ほかの先生方と一緒に見学させていただいて、飯舘村から福島市に避

難している被災農家の方の実例を見させていただいて、おっしゃるように、御主人は１年

ほど仕事ができなくて、ぶらっとしていて、体もなまって、何かやりたいと思っているの

だけれども、奥様は、農作はしたくないとおっしゃっている中で、でも、花の栽培であれ

ばやってもいいということで、今、花の栽培をされている方でした。 

 避難されている方の心情としては、何もやりたくない気持ちもあるけれども、何かして

みたい気持ちもあるというところで、さらに土地を無償で貸してくれるところがあればい

いし、それがいい土地であれば、よりいいのだけれども、なかなか見つからない。そうい

う中で、偶然一致して、農業を始める。さらにそれが採算に乗るかどうかということはさ

ておき、何か農業をして、仕事をしてみたい。そういう取組で、何年後に被災地に戻って、

採算の立つ農業をやるとか、やらないとか、そういう見通しはないけれども、何かやって

みたいという後押しをする事業としては、非常にいいのではないかと思っています。 

 ただ、現地でおっしゃっていたように、土地、風土、土壌の質、そういったものが全然

違うので、前と同じようにはなかなかできない部分であるとか、全く地縁もない土地で、

いろいろ苦労をされている部分はあって、そこは現地の農業委員会が支援をされていると

いうことだと思うのですが、そこは現地の支援というのが重要で、そういう形でやっと腰

を上げた被災者の方が、これから効率的に農業に取り組んでいけるように、ここまでは国

で、ここから先は現地の農業委員会ということではなしに、全体として一体感のある支援

をしていただけると、もっとよい事業になるのではないかと思いました。 

○農林水産省担当者 ありがとうございます。 

 そういう効果につながっているのは、１つは、協議会形式といいますか、地域協議会と

いうのは、市町村が入っていますし、当然農業委員会も入っていますし、県の出先機関で

すとか、そういったものが複合的に入った協議会が、事業主体となってやっているという

こともありますので、実際、農地を見つけるには、当然農業委員会のお力がないとできま

せんし、また、いろんな形のケアについては、行政という立場である市町村が入っていな

いと、フォローもできない。当然ですけれども、その中には、農業の部分もあれば、それ

以外の住宅とか、そういったものもございます。市町村という形ですので、いろんな担当
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分野がございますので、そういったところから、いろいろな情報が伝わって、支援が幅広

くできていくのではないかと思っているところです。 

 全ての協議会でそうなっているかというと、なかなか厳しいところもあるかもしれませ

んけれども、その形態の中で、いろいろな情報が共有されていくことで、次のステップに

つながる部分もあると思いますので、引き続き、協議会方式でうまく支援ができるように

していきたいと思います。 

○大西参事官 中里先生、お願いします。 

○中里先生 保有コストの話が出ましたけれども、特に首都圏などは、借りてくれる人が

いないというのが一番大きな問題で、持っている人は耕作ができない。借りてくれる人が

いないときに、保有コストを高めるというのは、単なる収奪になってしまいます。だから、

そこは単純にミクロ経済学的にいかないところがあります。ミクロ経済学的にいくのか、

よくわかりませんけれども、結構深刻です。 

 私の生まれ故郷は、たった５人の人で100ヘクタールをやっていて、その人たちはみんな

65歳以上で、後継ぎがいない。この人たちがいなくなったら、誰もやらないわけです。そ

れで保有コストを高めると、何が起こるのか、よくわかりませんけれども、もっと抜本的

な問題がありそうです。 

○樫谷先生 そういう意味では、農地をちゃんとやっている人には、保有コストを下げる

べきですけれども、やっていない人で、お話を聞くと、近隣に害を与えている場合がある。

動物などがいろいろ出てきてね。そういうところに対して、どう考えるかということだと

思います。 

 ここを見ると、単位コストが20万から30万ぐらいかかっています。20万も30万も、単位

当たりコスト、10アール当たりやって、採算が合うのかといったら、合わない可能性があ

ります。要するに合わないのではないかと思っています。そうすると、そこをどうやって

考えたらいいのか。つまり合わない事業をやれと言っても、民間もやりませんし、普通の

農民、個人では全くできないわけです。そこをどう考えたらいいのかということ、補助の

あり方も含めて、もう一遍、考えていただきたいと思います。 

 これは100％に近い補助ですので、コストが基本的にはゼロなので、できるのですけれど

も、普通のビジネスで考えたら、これだけの投資をしたら、合わないです。合わないこと

は、やらないわけです。だから、５万円補助をして、果たして20万ぐらいのコストをかけ

てできるのか、採算が合うのかという観点も、よほど効率のいい農業をやれば、別なのか

もわかりませんけれども、それも含めて考えていただきたいと思います。 

○大西参事官 コメントシートの御記入をよろしくお願いいたします。 

 どうぞ。 

○佐藤先生 これは行政事業レビューなので、この事業を評価するしかないのですが、多

分これは日本の農政全体にかかわる話で、特に先ほど繰り返し指摘されていますけれども、

農林水産省さん自身、今、農地の集約化や大規模化を図ろうとしています。そのためには、
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流動化を促さなければならない。特に賃貸借をこれから進めていかなければならない。こ

れは耕作放棄地に限らずだと思うのですけれども、そういう大きな政策課題を抱えている

中において、克服するべき課題がまだまだあって、私は税制専門なので、税制を含め、あ

るいは規制を含め、集約化あるいは流動化を阻害している要因がある。 

 そういうところを前提にして、さて、この事業を見ると、執行が上がらないという状況

は、この事業の中身が悪いという以前に、周辺にあるもろもろの規制であるとか、税制で

あるとか、これまでの慣行とか、賃貸借がなかなか進まない大きな要因があって、これが

除かれない限りにおいては、この事業そのものが進むのかというと、そこは疑問を持たざ

るを得ない。この事業が悪いというよりは、周辺制度が悪いという意識しかないのですけ

れども、そこら辺りは、少し整理が必要だと思います。話としては、物すごく大きな議論

です。政策評価、施策評価、そちらの全体にかかわる話なので、行政事業レビューでとど

まる議論ではないと思います。 

○大西参事官 上村先生、お願いします。 

○上村先生 コメントですけれども、この事業はやはり被災農家の営農活動を支援すると

いうことなので、アウトカム指標として、農家の数もしくは人数を加えておくのがいいと

思っています。 

 アウトカム指標が２ページ目にあります。農地の再生利用面積ですけれども、ここは本

当に農地だけなので、むしろもう一つの目的がこの事業にはあるわけです。なので、アウ

トカムとしては、被災農家の支援もありますから、戸数ないし人数、あと、見せていただ

いた復興牧場は、恐らくかなりの雇用効果を持つと考えられます。10月からスタートです。

そういうことを考えると、雇用数のアウトカムを持つのは大事だと思いました。これはコ

メントです。 

○農林水産省担当者 おっしゃるように、我々もいろいろ考えてはいたのですけれども、

目標といったときに、目標値の設定がなかなか難しい。被災農家何人に対してやりますと

言うのか。農家もこの事業だけではなくて、いろんな事業をして、みずから農地を見つけ

てやられる場合もありますし、先ほどおっしゃったように、耕作放棄地ではなくて、耕作

放棄地になりかけ、いわゆる後継者がいないような方の農地をうまく使って、営農再開さ

れている方もいらっしゃいますので、この事業としてのアウトカムを個人の農家の方とい

う数字にしていくのが、果たしていいのかというのと、その数字の設定の仕方が非常に難

しいというのが、内部でいろいろ考えた中でありました。ですので、現実としてやるのは、

荒廃農地を再生していくということで、さらには国全体でこのくらいの農地を確保してい

くためには、毎年これぐらいの荒廃農地の再生が見込まれますという、大きな計画を立て

ておりますので、そちらを使わせていただいていると、御理解いただければと思います。 

○大西参事官 佐藤先生、どうぞ。 

○佐藤先生 今のにかぶせてのコメントになるのですけれども、もしそうだとすると、こ

の事業の目的自体は、被災者の支援というよりは、耕作放棄地対策ということになってし
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まいます。復興特会でやっているわけですから、本来の目的は、被災者の方々に対する支

援です。そうなのであれば、先ほどおっしゃったように、どれぐらいの方が営農を再開で

きたかが必要です。 

 先ほど私が申し上げたのは、本当にやりたいと思っている人がどれくらいいて、それが

ある意味潜在的なニーズであって、100％というのは、さすがに難しいとしても、せめて１

割でも、２割でも、国としてお手伝いしたいというのであれば、ある種人数というのは目

標設定になり得る。ただ、ニーズを把握していないので、実際のところ、何人再開したら、

それが満たしたことになるのかさえ、わからないということです。つまり最初から政策の

つくり方が、ちょっとずれている気がします。 

○上村先生 かぶせるようですけれども、復興特会でやっているということは、被災者に

対する支援ですので、そういう意味で、被災者の方のアウトカムをつくっておくことは、

すごく大事だと思います。これはコメントです。 

○大西参事官 水上先生、お願いします。 

○水上先生 今の一連の議論にもう少しかぶせると、耕作放棄地を回復することが目的だ

とすると、そもそも10分の10補助になる必然がない。もともと半分補助などでやっている

わけです。 

 さらに言うと、耕作放棄地は、毎年どんどん増えているので、これ以上増えないように

するために、マッチングを一生懸命しましょうということをやっているわけでしょう。そ

うだとすると、そちらが十分に進んでいないのに、耕作放棄地について新しくやりましょ

うと言うと、結局それは無駄遣いではないか、そもそも今から耕作放棄地になりそうなと

ころに、きちっと担い手を当てはめて、新しく耕作放棄地が生まれていかないということ

のほうに、国としての資源を集中するべきなのではないかという議論に、当然なっていく

と思います。 

 そうではなくて、今、まさに被災者がいて、被災者との関係では、全部を賃貸借のマッ

チングだけでは進めようがないので、被災者支援という枠組みでこれをやっていると、逆

に正面からそれを言わないと、この事業は正当化されないのではないかと思っています。

それを言うためには、そういうアウトカムがないと、やはり正当化されないと思います。

今の状態だと、この事業は正当化されない状態になっていると思っています。 

 どうしても被災者支援だということであれば、例えば飯舘村だったら、何人の人がこれ

によってできるようになるとか、多分計画があると思いますから、そういうものをきちっ

と積み上げていただいて、これだけの人が現実に農業ができるようになります、何年かし

たら、もちろん帰還されるかもしれないけれども、その間、農業ができます、だから、こ

れは被災者復興事業として意味があるということを、むしろ正面から言って、目標設定し

て、アウトカムを設定してという形であれば、あえて復興特会でやる意味はあるかもしれ

ないのですが、それを放棄してしまうと、この事業は要らないということになるのではな

いかと思いますけれども、どうですか。 
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○農林水産省担当者 おっしゃるとおり、そういうことはあると思います。私どもが評価

をするためには、データが必要になってまいりますので、調査、確認、そういったものを

継続的にやっていける指標をいかにうまく使えるかということを、まず最初に設定のとき

に考えまして、荒廃農地の面積で設定していますけれども、先生方の御指摘もありますの

で、どこまでそれを積み上げることができるかというのは、今の段階では何とも御回答で

きないのですが、これについては、あくまでも被災者の支援のための事業ということで位

置づけておりますので、できるだけそういった目的に沿ったアウトカムができるように、

指標については、検討させていただきたいと思います。 

○水上先生 そう考えた場合に、まず目標設定自体は、被災者の人数も含めてということ

が必要だと思います。その上で、耕作放棄地の活用事業は、やはり優先順位として一番で

はなくて、マッチング等々で解決できれば、そちらのほうがいいと思います。なぜなら、

結局耕作放棄地を一生懸命開墾しても、その後にずっと担い手が居続けるかどうかは、放

棄されてしまっていたところなので、わからないわけです。 

 そういうことを考えると、事業間の優先順位として、マッチングで解決できる場合は、

そちらを優先するという仕切りを明確にすることと、もう一つは、本当に10分の10でいい

のかということは、整理をする必要があります。つまり10分の10だとすると、協議会など

の側にしてみると、本当に必要かどうかに対してのコスト意識は湧かないと思います。全

部国がお金を出してくれるのでしたら、とりあえず耕作放棄地を解消しておこうかという

ことになるかもしれない。それでもなお執行率がすごく低いわけです。 

 そういう状況だとすると、逆に言うと、10分の10でも執行率がこれだけ低い事業という

のは、本当に望まれているのですかという議論があり得ると思いますが、少なくとも10分

の10で全くコスト意識がない状態で、この事業をやらせると、ほかの事業との関係の優先

順位が明確にならないと思います。賃貸借をやるのは、調整が面倒くさそうだと思ったら、

お金がかからないし、開墾してしまおうかということになってしまうと、優先順位が不明

確になるので、そこも含めて考えたほうがいいのではないかと思いますが、いかがですか。 

○農林水産省担当者 コスト、あと、補助率の考え方なのですが、単価の設定そのものは、

標準的な整地ですとか、雑木の状況ですとか、抜根とか、そういったもので、最低限かか

る分だけのコストしか計上していない形になっています。ですから、単価が高くなるわけ

ではなくて、面積が大きければ、それだけの予算になりますが、好きなだけ、コスト意識

なく実施できるわけではなくて、最低限の単価として設定している金額までしか出ないと

いうことを、御理解いただければと思います。 

 施設の補助については、先ほども見ていただいたと思うのですが、自分の負担がありま

す。従来どおりと変わらずに、２分１までしか補助が出ませんので、そちらについては、

農家が負担できる範囲までしか、基本的には投資もできませんので、そういった意味では、

際限ない支援ではないということは、御理解いただければと思います。 

 優先順位の問題については、そういうことは当然あると思います。ですから、地域協議
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会の中でマッチングなどをして、使える農地は、まずそういったところに紹介していただ

く。それでもなかなか農地が確保できないといった場合には、こういう事業もあるので、

それを使って営農再開を支援しましょうという考え方でいるということを、御理解いただ

ければと思います。 

○大西参事官 それでは、取りまとめ、コメント案をお配りさせていただいておりますの

で、阿部先生から御説明をお願いいたします。 

○阿部先生 取りまとめ、コメント案を説明いたします。 

 ６名の評価結果は、廃止が１名、抜本的改善が２名、一部改善が２名、現状通りが１名

でした。 

 主なコメントといたしましては、農業政策全般の問題として、一般会計のプロジェクト

との統合を検討すべき。 

 被災者のニーズに合致した有益な事業であるが、執行率が低い点に改善が必要。 

 縁故のない土地における営農のため、現地におけるきめ細かいサポートが必要。 

 事業実施者の意見では、再生に対する意欲が高くなっており、評価できる。 

 事業意欲を持つ人に対する継続的な支援が必要。 

 現地に定着する意欲のより高い人を確保すべき。 

 一般会計の事業のコストと比較しながら、効果的な事業とすべき。 

 一般会計の事業との重複がある。耕作放棄地活用は、震災復興に限らない全国的な課題

であり、復興特会で実施する必要性はない。 

 農地の集約化・大規模化等の農業政策全体の観点から見直すべき。 

 営農可能な農地について、マッチングを進めることが前提であり、それでも足りない部

分に限定して支援すべきであり、現行の補助制度はやめるべきというものがありました。 

 以上を踏まえまして、全体の評価結果としましては、事業全体の抜本的改革とし、さら

にコメントとしては、被災営農者の営農再開への支援として重要な事業であるが、耕作放

棄地の活用に限らない農業政策全体との関係を踏まえ、支援のあり方について検討するこ

とが必要である。 

 ２番目、引き続きニーズの把握を精緻にし、事業規模の適正化に努めるとともに、執行

率の向上を図るため、現地におけるサポートの充実等について検討が必要である。 

 以上のとおりにしたいと考えておりますが、先生方で御意見があれば、お願いいたしま

す。 

 どうぞ。 

○水上先生 これは結構票が割れているので、取りまとめも難しいと思うのですが、被災

営農者の営農再開の支援は重要だと思うのですけれども、この事業が被災営農者の営農再

開への支援として重要な事業であるかどうかについては、かなり争いがあると思っていま

す。つまり耕作放棄地の活用に限らない、もっとマッチングと賃貸借でやるべきだという

議論であるとか、一般会計の事業に統合すべきという議論も相当出ていたので、全体の取
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りまとめとしては「被災営農者の営農再開への支援は重要であるが」というところまでし

か、少なくとも取りまとめとしては言えないのではないでしょうか。事業自体が重要なの

だったら、抜本的改善とか、廃止とか、こんなに意見が出るわけではないので、あくまで

重要なのは、被災営農者の営農再開への支援が重要だということで「被災営農者の営農再

開への支援は重要であるが」であるべきかと思いますが、いかがでしょうか。 

○阿部先生 コメントの１番目のポイントでございますね。 

○水上先生 そうです。 

○阿部先生 「被災営農者の営農再開への支援として重要な事業である」ですね。 

○水上先生 そうではなくて「被災営農者の営農再開への支援は重要であるが」に変える。 

○阿部先生 「支援は重要であるが」ですね。 

○佐藤先生 それにかぶるのですけれども、これは事業目的に対して異論があるというよ

りは、手段として、果たしてこの事業は妥当かどうか。妥当かどうか以前に、有効かどう

かだ、そこが問われているところだと思うので、目的自体については、営農再開の支援は

必要ですが、事業自体がそれに対して有効な事業かというところで、意見が分かれている

と思います。 

○阿部先生 わかりました。 

 言葉遣いとしては、今、おっしゃったようなポイントだけでよろしいでしょうか。 

 つまり１番目のポイントとしては「被災営農者の営農再開への支援は重要であるが」で、

あとは、原文どおりです。 

○水上先生 それ以上に踏み込んだ問題があるのではないかというところまでは、取りま

とめられてはいないでしょうから、取りまとめコメントとしては、その限りが限界だとい

う理解をしています。 

 私自身は、そもそもの優先順位等々について、既にコメントさせていただいていますか

ら、それは議事録に書かれるのでしょうけれども、取りまとめとしては、そういうことだ

という理解です。 

○阿部先生 どうぞ。 

○樫谷先生 支援は重要だということで、それはわかります。 

 飯舘村に帰るということを前提にやる場合と、そこで定着をしてやる場合と、２つある

と思います。我々が見に行ったのは、恐らくここで腹を据えて、定着してやろうというこ

とだと思います。そういう事業者には、ああいう支援が必要だと思っていまして、そうい

う意味では、耕作放棄地の活用に限らないと言えば、そうなのですが、目的が２つありま

す。帰るかもしれないので、農業の意欲とノウハウをとにかく維持しておきたいという意

味と、移転して、そこで腹を据えてやるという、この２つがあるので、これは厄介なので

す。 

 むしろ最初のほうのものは、今、既にやっているところをサポートさせてもらえればい

いわけですけれども、腹を据えてやろうというときには、耕作放棄地を中心にやっていか
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ないと、なかなか難しいと思っていて、確かに文章で言えばこうなのですけれども、若干

ニュアンスが違うと思います。どういう文章をつくったらいいのかわかりませんけれども、

そういうターゲットを持った人、ここで腹を据えてやりたい人、また、これまでそれぞれ

ばらばらでやっていたものを１つにまとめて、そして、大きな農場をつくってやってやる

という、そういう意欲を持った人に対しては、ああいう支援が必要だと私は思いました。 

○阿部先生 ほかの先生方、御意見はございますか。 

 よろしければ、１番目のコメントについて、今、ありましたとおり「被災営農者の営農

再開への支援は重要であるが、耕作放棄地の活用に限らない農業政策全体との関係を踏ま

え」以下同文ということで、この点だけ修正いたしまして、取りまとめコメントとしたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○阿部先生 ありがとうございました。 

○大西参事官 どうもありがとうございました。 

 これをもちまして、午前中の質疑は終了となります。 

 午後は13時から、また次の事業の議論を始めたいと思いますので、引き続きよろしくお

願いいたします。 

（農林水産省関係者退室） 

 

（休  憩） 

 

（国土交通省関係者入室） 

○大西参事官 それでは、定刻になりましたので、再開させていただきます。 

 午後の最初の事業でございますが、「震災復興推進のためのPPP事業化実施支援」の議論

に入らせていただきます。 

 それでは、事業所管部局でございます国土交通省から、事業概要の御説明をお願いいた

します。 

○国土交通省担当者 官民連携政策課の大澤でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、お手元の資料の最後のページになりますけれども、事業の概要をまとめてあ

る紙で御説明申し上げます。 

 震災復興の中で、官民連携を支援していくという事業でございまして、基本的には地方

公共団体に対しまして、官民連携でまちづくりの復興をしていくというものについて、調

査委託費を助成するという事業でございます。 

 補助対象の経費でございますけれども、自治体がコンサルタントなどの専門家に調査や

検討を依頼する際の経費を、全額国費で、定額の補助として助成をしているということで

ございます。１件当たりの補助金の上限額は、2,000万円となってございます。 
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 イメージの絵を見ていただきましたら、わかりますように、基本的には復興で被災した

地域のまちづくりでございます。官民共同でまちづくり会社などをつくりまして、そこに

大規模な商業店舗ですとか、あるいは公営住宅、公共の駐車場といった、町の拠点をつく

っていくための調査の支援ということでございます。 

 それから、論点として挙げられております、復興以外に一般会計でも同じような事業が

あるけれども、それとの違いは何かということでございますが、１つには、一般会計の方

は、いわゆるPFI、PPPの中でも、非常に専門性の高いコンセッション、全国に先駆けて、

先導性のあるようなものを取り上げてやっているのに対しまして、復興のほうでは、やは

り復興事業の支援、迅速に官民が協力して、まちづくりを進めていくということを、広く

取り上げてやっていくという形でしている点が違ってございます。 

 また、一般会計でもできるのではないかという御指摘については、量としまして、今、

一般会計では毎年度30件程度採択をしております。震災復興のほうでは、10件ということ

で、量的に見ても、復興支援の毎年度10件への対応というのは、なかなか困難な状況にあ

るということでございます。 

 私からは以上でございます。 

○大西参事官 それでは、先生方から御質問等があれば、お願いいたします。 

 上村先生、お願いします。 

○上村先生 27年度の当初予算の金額が1.6億円ですけれども、今までは２億円だったので

すが、1.6億の積算根拠を教えてください。 

○国土交通省担当者 当初24年度は、応募が17件ございました。そのうち14件採択してい

るということなのですけれども、25年度、26年度は、応募の件数が15件、12件と、少し下

がってきたということも踏まえて、実際の市町村の応募数にあわせた予算要求としたとこ

ろでございます。 

○上村先生 わかりました。 

○大西参事官 水上先生、お願いします。 

○水上先生 この事業自体は、計画を立てるところまでを支援するということだと思うの

ですけれども、計画を実行することになった場合は、また別の補助事業みたいなものがあ

るのですか。 

○国土交通省担当者 基本的には先生がおっしゃるとおりでございまして、調査の中で、

どんなイメージで事業を進めていったらいいのかという、計画のところを支援しておりま

す。その後は、実際の復興交付金のメニューの中で、例えば公営住宅ですと、それを整備

するための事業費が使われている。あるいは土地区画整理事業ですとか、そういったそれ

ぞれ既存の事業がございますので、そちらのほうで、事業実施については、支援がされて

いるところでございます。 

○水上先生 これは実際に計画をして、それが計画段階で終らずに、事業化する割合とい

うのは、どれぐらいなのですか。 
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○国土交通省担当者 24年度を例にとってみますと、先ほど14件採択されたと申し上げま

したけれども、これまでに13件実際の事業の着手がされておりまして、残りの１件も、間

もなく事業着手される予定でございます。 

○水上先生 25年のものも同じぐらいですか。つまり大体実行されることになりそうなの

ですか。 

○国土交通省担当者 基本的には３年ぐらいを目途に実施していくということで、進んで

おりまして、25年度は14件でございまして、そのうち、事業化されたものは４件でござい

ます。 

○水上先生 それは最後まで事業化されないものも結構ありそうな感じなのか、時間の問

題で、基本的には事業化されるという方向なのか、それはどちらですか。 

○国土交通省担当者 基本的には事業化される方向でございます。先ほど申し上げたよう

に、大体３年ぐらいで全て事業化される予定で進んでございます。 

○水上先生 これは調査ということなのですけれども、やれるかどうかよくわからなくて

調査するというよりは、基本的には相当やる気になっていて、どういうふうにやるかとい

うことを調査・研究するという理解ですか。 

○国土交通省担当者 おっしゃるとおりでございます。 

○水上先生 ちなみに、これは１件当たりの上限が2,000万で、補助することになっている

のですけれども、地方公共団体に対してお金を出します。地方公共団体が民間団体に委託

をするのですけれども、誰に委託するかというのは、結局誰が決めるのですか。 

○国土交通省担当者 これは地方公共団体になります。 

○水上先生 地方公共団体が決めて、それはどういう決め方をするのですか。入札か何か

をされているのですか。 

○国土交通省担当者 物によっては、入札のものもございますし、随意契約になっている

ものもあるようでございます。 

○国土交通省担当者 補足しますと、随意契約ですが、なぜ随意契約になるかといいます

と、企画競争、プロポーザルになります。一般競争という形ではなくて、いわゆる提案競

争になりますので、随意契約ですが、１社ということではなくて、大概２社とか、そんな

形で応募をいただいて、競争して選んでいるという形でございます。 

○水上先生 つまり価格に対して、価格が安いから採用されるものではないということで

すね。 

○国土交通省担当者 そうです。内容です。 

○水上先生 これは幾つか問題があると思うのですけれども、１つは、調査・検討の段階

で、国がお金を出さないと調査自体が始められないかもしれないパターンは、うまくいく

かどうかがすごく不透明で、自分で調査・研究してくださいと言われても、それは見込み

が十分に立っていないから、国から支援してもらわないと、始められませんということだ

とすると、逆にお金を出す意味はあるのかもしれないのですけれども、これはほぼ始まる
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ことが前提で、かつ始まった後も、基本的には復興特会から支援されることが前提になっ

ています。そういう計画段階のものを、そもそも国が全額を見なければいけないかという

のが１点目の疑問です。 

 次に全額国がお金は出しているのだけれども、どういうふうに使うかは、地方自治体が

決めるということだとすると、基本的に地方自治体にとっては、コスト削減メリットはな

いです。全額国が見てくれるわけだからね。全額国が見てくれる状態で、どういうふうに

お金を使うかは、地方自治体が決めてもいいですという状態は、国民の税金の使い方とし

て、極めてじゃぶじゃぶなのではないかという問題が２つ目の疑問なのですけれども、そ

れぞれどうですか。 

○国土交通省担当者 まず１点目だけ、先にお答えいたします。基本的にこの事業をやる

かどうかわからなくて、結局やりませんでしたということでは、お金が無駄になりますの

で、どれぐらい熟度があるかというのは、当然確認をいたしますが、ただ、私どもの調査

で意味がありますのは、要するに市街地の再生とか、復興のためまちづくりを土地区画で

やるのか、防災集団移転でやるのか、どういう事業でやるかというのは、決まっていない

わけです。もう一つは、官民でどれだけ役割分担をするか、資金などをどうするかという

ことは、決まっていないわけです。 

 市街地の復興というのは、土地が公有地とか、民有地とか、複雑な土地関係があります

ので、土地の権利関係も調整しながら、官民の配置をどうしようかとか、施設の配置をど

うしようか、そういうことを考えております。でも、調整しなければいけないわけですの

で、その中で、結局こういう事業方式でやっていきましょうということで、それによって、

初めて復興交付金の中の何の事業でやるかということが決まってくるわけでございます。 

 もともと復興交付金のない事業で決まっているかということを、私どもが調査をするわ

けではなくて、例えば復興交付金のない事業で幾つか候補があって、その中でどれが一番

ふさわしいかということをちゃんと調査している。あわせて、官民の役割分担も調査して

いるということでございます。 

○国土交通省担当者 もう一点補足いたしますと、被災を受けた市町村の中には、これま

での経験といいますか、これだけ大きな被災を受けて、町をつくっていくという経験を多

く持っている自治体は数が少なくて、そういう意味で、こういった形で、調査段階からき

ちんと支援をして、いろんなノウハウですとか、あるいは人材ですとか、そういうものが

派遣されて、それぞれの町の復興の中に入り込んでいって、実際の計画づくりを進めると

いう面はあるのではないかと思います。 

 ２点目でございますけれども、じゃぶじゃぶに使われているのではないかということで

ございますが、基本的には経費も我々できちんと見て、専門家の知識・ノウハウを活用す

るために必要最小限の調査費ということで、指導をしているところでございます。 

○国土交通省担当者 もう一点補足いたしますと、私どもが選んでいるときに見る視点、

採択するときの基準、審査の考え方でございますが、もともと官民連携というのは、でき
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るだけ迅速に、かつ被災地の財源が厳しい中で、どうやって民間の資金とか、民間を活用

しながら、うまく復興していくかということでございます。 

 例えて申し上げれば、実際にある事業の中では、災害公営住宅と商店と個人の住宅をど

う復興するかというときに、それを合築する、その３つを複合化することによって、土地

がない中で、災害公営住宅の土地を確保し、かつ、ほかの店舗とか、個人の家も合築で確

保することで、全体としては、むしろ整備コストを抑えるとか、財政負担をできるだけ抑

制するために、どんな民間活用方式を提案されて、調査・検討されようとしているのかと

いうことを見た上で選んでいます。 

 私どもは、最初に官民連携のスキームの検討をされる方法とか、財政負担を抑える方式

などはどうかということを見た上で、審査していますので、そういう意味で、その時点で

コスト抑制効果というのは、働くようにしていると思います。 

○水上先生 今のところは大事なので、もしデータがあれば、教えていただきたいのです

けれども、それによって抑制されたコスト削減効果というのは、どれぐらいあるのですか。 

○国土交通省担当者 例えばですが、もともと災害公営住宅の土地が確保できなかったか

らなのですが、災害公営住宅と店舗と住宅を合築して、全部を復興した場合があるのです

けれども、その場合、通常の災害公営住宅をつくるよりも、同じ建物に合築しましたので、

それぞれ個別につくるよりは、２割から３割程度、建設コストが抑えられたということを

後で伺っております。 

○水上先生 ２つ質問なのですけれども、まず採択段階で、コスト削減効果みたいなもの

を地方公共団体から出させて、それを審査しているという理解でいいですか。 

 そうだとしたら、この事業で削減できた、その後に使わなければいけない公費の合計金

額が出ているはずなのですけれども、それは幾らですか。 

○国土交通省担当者 これは最初に申し上げましたように、幾つかの事業方式でやります。

今の例で言えば、民間がつくって買い取る方式にするのか、公費でつくるかによって、削

減効果が変わってきます。審査の段階での何割というのは見込みですから、その時点では

必ずしも数字的なものはなくて、私どもが審査をするときには、どのやり方が一番コスト

削減しそうかという中で、選んでいくということでございます。 

○水上先生 結局、審査の段階で幾ら削減できるかは、審査しているのですか、していな

いのですか。 

○国土交通省担当者 正確な数字は、挙げてくるところから出てこないので、この数字が

なければ審査ができないということにはしていないので、審査はしていないです。 

○水上先生 結局のところ、そうなのではないかと思っているということですか。こうい

うことをすると、きっとコストはトータルで削減されるに違いないと思っているというこ

とですか。 

○国土交通省担当者 要するに官民連携のメカニズムでは、この費用がコスト削減される

はずだという説明を聞いた上で、選んでいるということでございます。 
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○水上先生 国がそれを目的にやるのだったら、ちゃんとコスト削減ができるかどうかと

いうことが、審査になっていないとおかしいのではないですか。 

 ちなみに、その後、民間団体に実際にお金が流れていくものについても、コストは最小

になるようにしているということなのですけれども、つまりAからBに対して、企画競争入

札等でお金を流すことが、コスト削減上、確実に削減されていることは、何によって検証

して、実際に市町村にどういう文句をつけて、どれぐらい下がったのですか。 

 具体的に言うと、一つ一つの契約が、実際に2,000万にかなりはりついているのですけれ

ども、どこで必要最小限であることを担保して、何を言って、幾ら削減できたのですか。

国自身が競争入札をしたわけではないのですね。そこがわからないので、説明してもらえ

ますか。 

○国土交通省担当者 先生がおっしゃっているのは、全体の事業費のことではなくて、実

際の調査費のことですね。 

○水上先生 はい。 

○国土交通省担当者 そもそも2,000万の上限というのは、内閣府さんのPPP、PFIの調査で、

過去に2,000～5,000万ぐらいはかかっていたということを参考にしています。2,000～

5,000万という内閣府の調査結果だったので、下限の2,000万を上限として設定をいたしま

した。そういう意味で、実際にはもう少しお金がかかるかもしれませんが、内容について

は、幾つか事業方式がありますので、2,000万を超えるかもしれない提案が多いのですが、

私どもとしては、むしろ上限で切っているつもりでございます。 

 先生がおっしゃるように、例えば1,500万で切れないのかということでございますけれど

も、この調査というのは、この方式でいきますと決まったものではなくて、どういう事業

方式で復興まちづくりをするかということで、幾つか候補の中を絞り込んでいく調査でも

ありますので、そういう意味では、結構お金がかかります。それを私どもとしては、2,000

万という上限で切っている、抑え込んでいるという認識でございます。 

○水上先生 つまり2,000万を超える部分については、自治体が負担しているということな

のですか。 

○国土交通省担当者 自治体さんで実際に負担されているかどうかは、私どもは、詳しく

フォローしていません。ただ、基本的には、その中でやってくださいということをお願い

しております。 

○水上先生 ちょっと待ってください。そこは大事です。つまり民間企業は、競争入札な

どで競争されているならまだしも、随意契約の枠組みだとすると、本当に自分たちが赤字

になることは、この金額ではやらないはずなので、もっとかかっているはずですと言うの

であれば、自治体が差額を出しているから、もっとかかっているはずですと、国が説明を

するならいいですけれども、誰も費用をあれしないで、純粋で2,000万でやっているという

話だったら、それは2,000万の仕事なのであって、なぜ三菱総研が本当は3,000万の仕事を

2,000万でやってくれるのですかという話です。なので、自治体自身が、上限は2,000万な
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ので、もう1,000万出していますという話であれば、それはそういう御説明かもしれません

けれども、そうであれば、どこがどうなのかということを教えていただきたいのですけれ

ども、どうなのですか。 

○国土交通省担当者 私どもは基本的に2,000万を上限でやっておりますので、何度も申し

上げますが、その中でやれる調査をやっていただいて、絞り込んでいただいて、足らない

分、実際に私どもが知らない範囲で負担されているかどうかというのは、自治体のお考え

でやっていただくしかないということを、御説明しております。 

○水上先生 今ので大分構造はわかったのですけれども、つまりお金は出しているのだけ

れども、使い道については、よくわかっていないということではないですか。それは典型

的に自治体をかませてしまったせいで、費用の使い方がわからなくなっているという弊害

だと思います。国自身が競争入札なり何なりをして、三菱総研を選ぶところまで、自分で

責任を持ってやるというなら、まだわからなくはないです。あるいは上限を3,000万にした

上で、３分の２補助にしますという議論であれば、まだわからなくもないかもしれないけ

れども、全額国が出します、使い方は自治体が決めてくださいだと、結局誰がコスト効率

について責任をとるのですかというところが、極めて不鮮明ではないですかという、最初

の疑問に戻ってしまうのではないですか。 

○国土交通省担当者 この種の調査というのは、国でも直轄調査という形で、これまでも

いろいろやってきた経緯がございます。どんな調査にどれぐらいの経費がかかるのかとい

うことについては、我々としても、これまでの経験則上、こういった調査をすれば、これ

ぐらいかかるだろうというところは、持っているつもりでございます。 

 実際、それぞれの自治体から、こういう調査をしたいということが挙がってまいります。

それを審査という形で、第三者の委員会の御意見をいただきながら、どんな調査にすべき

なのかということをやっておりますけれども、その場合にも、もちろん金額の妥当性とか、

あるいは調査の内容の妥当性・必要性をきちんと審査した上で、各自治体さんにはやって

いただいているというのが、現状でございます。 

○大西参事官 先生、お願いします。 

○佐藤先生 先ほど御説明があったとおり、PFIに限らず、PPPですけれども、これは余り

先駆的な事例というよりは、まちづくりとか、公営住宅の再建とか、比較的オーソドック

スなPPPが含まれていると思うのですが、そうだとすると、必ずしも改めて調査しなければ

いけないものなのか、あるいはこれまでいろんな自治体がそれなりに経験していますので、

それを事例紹介して、こういうやり方は、こういう選定の仕方がありますという、ある程

度ガイドラインはできていると思います。ベストプラクティスとか、いろいろとあります

ね。その辺りではなくて、あえて一つ一つ調査しなければいけないとすると、それはどう

いうところにありますか。 

○国土交通省担当者 おっしゃるとおり、ガイドライン的なもの、おおよそどんな考え方

に基づくべきものなのかというのは、ある程度はあると思いますけれども、これはそれぞ
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れの市・町で、これまでにないような被災を受けて、それぞれのまちづくりも、これまで

にない規模で起きているということで、ある程度の考え方はあったとしても、それぞれの

権利調整ですとか、具体の権利関係というのは、まちまちになっておりまして、そういっ

たある意味１つのガイドライン的なものを具体的に当てはめるに、どんなことが必要なの

かとか、どんな形での配置があり得るのかということを具体的に調査するというのが、こ

の調査の内容となってございます。 

○佐藤先生 事前勉強会のときにも伺っていたのですけれども、基本的にこういう自治体

さんは、これまで余りPPPの経験がないということです。そうだとすると、本当に支援しな

ければいけないのは、どういう事業をやるかという中身よりは、まさに権利関係の整理と

か、特にPFIなどをやるときに肝になるのは、まさに民間事業者との契約の仕方であるとか、

むしろそちらが本来の支援対象でないといけなかったような気がします。逆にそういった

ところは、別途支援があると理解したらいいのか、あるいは調査の中に契約のつくり方ま

で全部込々でやっていると思っていいのですか。 

○国土交通省担当者 今、まさにおっしゃられたとおりでございまして、個々の権利関係

の調整をどういうふうに進めるべきなのかとか、どういう実態になっているのかというこ

とを整理することも、この調査の内容としてございます。 

○国土交通省担当者 先ほど水上先生の問題意識に若干関係する話なのでございますが、

中身をもう少し詳しく申し上げますと、どういう事業方式で復興まちづくりを行うのか、

実際、中身として、どんな調整事項があるのか、土地権利関係とか、官民の施設の再配置

とか、誰がお金を出すか、できた後の整備の主体は誰か、管理の主体は誰かとか、どうい

う契約、評価をしたらいいのかということまで、必要に応じて私どもが見て、選定をして

おります。出すときに積算表もついていまして、積算表の中身も全部ヒアリングをしてお

ります。何を調査するのですかという形です。それによって、妥当な金額というか、妥当

な調査費の額、量であると思えば、2,000万を出しているということでございます。 

○佐藤先生 最後の質問になりますけれども、調査をして、こういうひな形で、こういう

契約をして、そういうものは、ガイドライン的なものをつくられると思うのですが、実際

困るのは、自治体にとって一番の問題は、それをやる人間がいないというところだと思い

ます。人の手当は、この後、どうなると思えばよろしいですか。 

○国土交通省担当者 それにつきましては、この調査のスキームではなくて、例えば都市

局や住宅局、各地域、自治体ごとに担当を決めまして、あるいはURも含めて、それぞれに

出張もしくは出向をする形で、発注者支援をやっております。その中で、どういう契約を

したか、どういう発注の要求水準をつくったらいいかということを支援しております。発

注者については、そういった形で支援しております。 

○大西参事官 上村先生、お願いします。 

○上村先生 復興庁全体の事業の考え方として、28年度以降は、これまでのあり方と違う

やり方でやろうということで、10年間の中の５年間が終わったということで、次年度から
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変わるということなのですけれども、要は復興に資する公共事業等については、自治体負

担を入れていくという方針が示されているわけですが、こちらもある種公共事業に対する

調査ということですので、この公共事業の中に入ると考えると、自治体負担を入れていく

ということは、１つ考えられる改革だと思うのですけれども、いかがですか。 

○国土交通省担当者 こちらも先ほどの上村先生と水上先生の問題意識に関連する話なの

でございますが、先ほど何度か御指摘いただきましたように、コスト削減、調査の効率的

な執行という観点から、冒頭御質問がございましたように、私どもは２億円から1.6億円に

減額をしました。１つは応募数が減ってきたという傾向と、もう一つは、自治体負担とい

うのは、上限2,000万をそのまま配るということではなくて、むしろ内容もより厳しく査定

をして、例えば2,000万ではなくて、もう少し厳しく配分することも考慮した上で、大体２

億円というこれまでの要求を1.6億円に下げていく。これは要するに応募数が減ってきたと

いうこととあわせて、今後は厳しく見て査定をしていきますということでございまして、

負担をするかわりに、私どもが査定をする形で、できるだけ厳しくやっていただく形で対

応したいと思っています。 

○上村先生 レビューシートの６ページの下のほう、どういう金額で落札があるかという

ものを見ていると、ほとんどが2,000万にはりついているので、そういう努力が今あるのか

というと、制度設計上そういうふうになってしまっているので、この制度設計でいくのだ

ったら、このままの状態が続くと予測されるわけですけれども、どこにそういうコスト削

減の工夫を入れていくのかというのは、よくわかりません。そこはどうでしょうか。 

○国土交通省担当者 実務的なお話になりますけれども、もともと積算表などを出させて

いるわけですが、そこを詳しく見た上で、真に必要な調査量・事業量、それに見合うだけ

の金額を計上しているものでなければ、これからは2,000万などにこだわらずに、査定を厳

しくしていくということを、審査の運用の中でやっていこうと思っております。 

○上村先生 これは審査等も基本的に自治体にお願いしているわけです。なので、国交省

ではチェックをしていないということになると思うのですけれども、今の話はチェックを

かけていくという話ですか。 

○国土交通省担当者 私どもの仕組みは、まず交付額を決定しています。例えば申請する

のは2,000万でも結構なのですが、これはほかの一般会計で既にやっているのですけれども、

2,000万の申請があっても、2,000万の補助金を交付しているわけではございません。同じ

ように、震災につきましても、自治体からの申請が2,000万となっていても、厳しく審査し

て、査定をかけて、例えば2,000万という申請があっても、1,600とか、そういう形でやっ

ていくということは、今後きちんとやっていこうと思っています。実際、既に一般会計で、

そういうことで査定をかけていますので、同じように厳しくやっていこうと思っています。

今までは被災地ということもありまして、やること、調査などがいっぱいあったので、そ

こまで厳しくやっていなかったのですけれども、その辺はきちんとやっていこうと思って

います。 
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○大西参事官 そろそろコメントシートの御記入をお願いいたします。 

 樫谷先生、お願いします。 

○樫谷先生 一般会計で補助する金額というのは、幾らなのですか。 

○国土交通省担当者 一般会計も上限は2,000万でございますが、実態を申し上げますと、

かなり査定をかけていまして、６割とか、５割というものも、ざらにございます。それは

内容を見て、そこまでの内容でないということであれば、そこは査定をかけていくという

ことでございます。 

○樫谷先生 一般会計の案件というのは、こんなに規模が大きくないものなのですか。先

鋭的なものだと聞いております。ここは先鋭的なものではないということから言うと、一

般会計のほうが、2,000万ではなくて、もっと規模が大きいのではないか。これはワンパタ

ーンと言ってしまうと、語弊がありますけれども、それに近いものなので、もう少し調査

費が安くなると、単純に思ってしまったのですが、その辺はいかがなのでしょうか。 

○国土交通省担当者 基本的には先導性のあるもの、もちろんそれも非常にお金のかかる

ものもございますけれども、復興支援はまちづくりでございまして、また、非常に大規模

な案件が多うございます。また、権利関係が非常に複雑になっておりまして、それを一つ

一つひもといて整理していくという作業が、かなりかかっているという実態はございます。 

○樫谷先生 先鋭的なものもお金がかかる場合があるけれども、こういうものは結構手間

暇がかかるので、そういうものを十分に考慮した上で、決まっているということなのです

か。 

○国土交通省担当者 そうです。 

○樫谷先生 ３ページの中ほどの評価に関する説明のところですが、単位当たりコスト等

の水準は妥当かというところで、PFIの導入可能性調査は、１件当たり2,000～5,000万円と

あります。先ほどの御説明にもありました。ところが、2,000万としたことで、基本的には

みんな上限に近い金額ではりついているのですが、これはもっと金をかければ、つまり

3,000万かければ、もっといいものができるのだけれども、2,000万しかないので、結果的

に2,000万の中でやりくりしてくれということで、こじんまりしたものになったり、そんな

ことはあり得るのですか。 

○国土交通省担当者 それによって、実際、十分に積み上げられなかったということがな

いように、例えばかなり調整事項も多い大規模な調査の場合には、しかも、2,000万しか出

せない場合には、まず事業方式を決めて、復興交付金の中で、どの事業、何事業になるか

というところまで絞り込んでください、そうすると、事業化できますので、復興交付金の

中のほうが、準備事業の中で調査ができますのでと、私どもはそういったアドバイスをし

ています。そういった形で工夫をして、何とかできるお金の範囲の中で、検討を進めてく

ださいということをやっております。 

○樫谷先生 それから、調査段階のものは、どんなものが出てくるか、その評価も大事だ

と思うのですけれども、これが過大なものになっていると、その後の事業実施が相当大き
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なものになってしまいます。確かに地元の要望をいろいろ聞けば、切りがないほどあると

思うのですが、そこの歯どめというのは、どうやってかけるのでしょうか。つまり一部コ

ストの負担ということで、歯どめをかけるのか、どんな歯どめのかけ方をされているので

しょうか。 

○国土交通省担当者 これまでのやり方は、２億円の予算規模の時代は、どちらかといい

ますと、事前相談の中でやっておりました。例えば調査にやや無駄があったり、あるいは

復興交付金の事業が決まってから、調査できるものがあれば、そちらでやってはどうです

かということを、できるだけ事前相談の中で助言することで、私どもの調査費でないと決

められないことに絞っていただいて、出し直してもらうといったことを、相談に来れば、

事前調整でやっておりました。 

○樫谷先生 次の事業実施の予算も含めて、意識をした上で、調査のお願いをしていると

考えてよろしいのですか。 

○国土交通省担当者 はい。 

○大西参事官 上村先生、お願いします。 

○上村先生 レビューシート６ページの下のほうに、リストがあるわけですけれども、業

務概要はタイトルだけでは判断できないですが、見た感じだと、復興と書かれているタイ

トルは、まさに復興だと認識するとして、それ以外の例えば防災とか、まちづくりとか、

ひょっとすると、復興にかかっているかもしれませんけれども、復興なのか、別の目的な

のかというところをきっちり見ていく必要があるのではないかと思うのですが、いかがで

しょうか。これは、復興財源、復興特会としての事業なので、そこはどのようになってい

るのでしょうか。 

○国土交通省担当者 そこは先生がおっしゃるとおりでございまして、我々の審査の基準

の第１項目は、復興であることにしておりますので、復興以外のものについては、お断り

をしているということでございます。 

○上村先生 ここに挙がっているものは、全て復興にかかっていると認識してよろしいの

ですね。 

○国土交通省担当者 防災と書いてあるものは、津波防災拠点事業という名前があるので、

その名前をとっただけですので、それはあくまで復興の事業です。 

○大西参事官 佐藤先生、お願いします。 

○佐藤先生 官民連携を進めるに当たって、国のかかわり方は、恐らく調査をしてくれる

事業者のあっせんというか、それに対する補助だと思います。先ほどお話があったとおり、

例えばURの方も含めて、契約などに当たっては、国関係の人を派遣するとして、ただ、PPP

などは、一般的に契約期間も長いので、最終的には自治体が自分たちで民間事業者に対す

るモニタリングをしなければいけないし、恐らく契約の延長とか、再契約というところも、

彼らがやらなければいけないです。ただ、くどいですが、やったことがない自治体がほと

んどだと思うので、国としては、どこまで自治体を助け、あるいはどこから自治体に自分
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たちでやってくれとするのか、この辺りの線引きはどうなっていると思えばいいのですか。 

○国土交通省担当者 発注者支援に関しましては、今も集中復興期間の中でございますの

で、私どもは、今も担当局で地域別に担当割りを決めて、支援をしております。出張の頻

度などは減りましたけれども、必要に応じて、今も出張しております。当然まだ出向者も

何人か送っておりますので、集中復興期間をどうするかというのは、今後また議論になり

ますけれども、少なくとも今年度はまだ集中復興期間中ですので、当然発注者支援は引き

続きやっていくということでございます。 

 先生がおっしゃる、将来、大分たってからの契約変更をどうするかということにつきま

しては、私どもは、PPP、PFIの担当部署でございますので、必要があれば、私どもが窓口

で受けていこうと思っています。 

○大西参事官 お願いいたします。 

○上村先生 レビューシートの２ページ目ですが、アウトカムの指標として、よく理解で

きていないのですけれども、目標値は累計となっています。例えば26年度は34件ですが、

これは被災地に相当するものだけと考えていいですか。上の成果実績は、目標値の中で事

業が実現したものという解釈でよろしいですか。 

○国土交通省担当者 おっしゃるとおりです。下は採択したもののうち、何件ぐらい事業

化してほしいと、私どもが設定した目標値でございます。 

 失礼しました。上は先生がおっしゃるとおり、事業化した件数です。 

 その下の目標値でございますけれども、詳しく申し上げますと、24年度は14件なので、

14件中14件という目標値ですが、25年度に選んだ例えば14件のうち、せめて半分ぐらいは、

１～２年の間に事業化してほしいと、これはいろんなヒアリングなどをした結果を通じて、

私どもで設定をした目標値でございます。 

 先ほど課長から御説明がありましたように、大体２～３年で事業化するということでご

ざいますので、この後、どう数字を足しているかというと、３年ぐらいで、大体全部事業

化しているということで、足し上げています。それで目標値をつくっています。 

○上村先生 下の達成度というのは、まさに件数分の事業化した件数というイメージです。

それが25年度で80.9％ということは、20％弱がまだ事業化されていないということです。

そうすると、この事業のアウトカムとしては、達成度を高めたいということなのか、件数

を増やしたいのか、どちらなのでしょうか。 

○国土交通省担当者 件数を増やしたいというよりは、もともとこの事業というのは、官

民連携でやりましょう、税金だけでいろんな事業をやっていくのではなくて、民間の資金

も活用ながら、できるだけ復興の速度を上げましょうというのが、もともとの考え方なの

ではないかと思います。その中で、我々として、何件やりなさいということではなくて、

これは基本的に市町村からの発意で、我々がやりたい、取り組みたいと挙げてきたものを、

第三者委員会で見ていただいて、ふさわしいかどうか、あるいは挙げてきた金額について

ふさわしいかどうかということをきちんと査定した上で、どうぞ、おやりになってくださ
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いということで、採択している仕組みになってございます。だから、向こうのニーズに合

わせた中で、我々としての目標値というのは、調査した以上、３年以内には実際の事業着

手をしてほしいということで、目標の数字を挙げてあるということでございます。 

○上村先生 わかりました。 

 単位当たりのコストですが、27年度の見込み額は２億円になっていますけれども、これ

は８件ぐらい来るだろう。それで１億6,000万円なので、１件当たり2,000万円なので、上

限にはりつくということを想定して、この金額だと見えるわけですけれども、そういう想

定になっているということでよろしいでしょうか。 

○国土交通省担当者 先ほども申し上げましたが、現在、2,000万で選ぼうと思っているわ

けではなくて、2,000万を８件ということで、事務処理上積算をやっておりますけれども、

事前相談を見ていると、基本的にはこれよりも多く応募が来る可能性はございます。その

場合には、内容を見て、当然査定が入りますので、そこは誤解がないように申し上げます

と、2,000万で８件ということを、私どもが決め切っているわけではございません。 

○上村先生 あくまで見込みだということですね。 

○国土交通省担当者 はい。 

○上村先生 それで、26年度までは実績値だということですね。 

○国土交通省担当者 はい。 

○大西参事官 中里先生、お願いします。 

○中里先生 今まで何年間かこの事業をやってきて、シンクタンクの方々から挙がってき

た報告書や検討結果については、霞が関のほうでも受け取って、比較検討して、その内容

についてチェックはなさっているのですか。使い回しなどはないですね。 

○国土交通省担当者 毎年１～２月に、全部フォローアップをしております。 

○中里先生 せこいことをお聞きして、済みません。それはきちんとチェックなさってい

るのですね。 

○国土交通省担当者 個々の案件ごとに、それぞれ非常に特徴的なものでございまして、

内容もかなり大きく異なってございます。 

○中里先生 わかりました。 

○樫谷先生 調査の内容については、事業費全体だとか、資金調達だとか、事業計画だと

か、返済計画とか、そういうものも全て網羅されているわけですね。 

○国土交通省担当者 例えばまちづくり会社で市街地を再生する場合、まちづくり会社に

誰がどう出資するのか、調査が入ったら、全部私どもで見せていただいて、その後どうな

ったかは、全部フォローアップさせていただいております。必要があれば、助言をしてい

ます。ほかの地域ではこうやりましたとか、そういうことをやっております。 

○樫谷先生 民間が改めて資金を出すときに、民間の目で、もう一遍、その事業性を見て

いくこともあるのですか。そういう意味で、事業性も当事者的にチェックされると考えて

よろしいのですか。 
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○国土交通省担当者 まちづくり会社というのは、民間から出資があり、自治体から出資

があり、なおかつ銀行から融資がございます。当然銀行は事業性を見ますので、先ほどの

パワーポイントの例で挙げたまちづくり会社は、たしか３年ぐらいで収支が黒字になると

いうことを、銀行はちゃんとチェックをされております。それを私どもはフォローアップ

で確認をいたしました。 

○大西参事官 水上先生、お願いします。 

○水上先生 今のところに関係するのですけれども、実際、今回進められているプロジェ

クト、計画で調査をして、実際に事業化になっているものが、大分出てきているというこ

となのですが、これは事業費ベースで言うと、どれぐらいで、そのうち、どれぐらいが民

間の金融機関からの融資になっているのですか。 

○国土交通省担当者 今回の全体のものは、自治体から伺っているので、間に合わないの

ですけれども、ヒアリングをした感覚で申し上げますと、被災地は民間資金がかなり不足

しておりますので、例えばまちづくり会社方式のまちづくり再生であっても、９割近くは

自治体が出しています。例えばどこかが経営していても、自治体が出していることが多い

です。残り１割については、融資で民間から出ている。例えば土地の権利者であったとか、

あるいは銀行という形で出ている民間資金は、大体１割ぐらいだと、ヒアリングで聞いた

限りでは見ております。 

○水上先生 ９割については、自治体が出していて、それは復興交付金ベースで出してい

るということになりますか。 

○国土交通省担当者 そうです。復興交付金で、自治体経由で出ているかと思います。 

○水上先生 融資が１割で、出資というのはどうですか。融資は返ってくるお金という前

提なのだと思うのですけれども、民間ベースの出資というのは、どれぐらいありますか。 

○国土交通省担当者 金額はまだ全部把握できていないのですが、そんなに大した額では

ないと思います。 

○水上先生 それはぜひ数字を検証されたほうがいいと思います。 

○国土交通省担当者 今回は間に合わなかったので、引き続きフォローアップさせていた

だきたいと思います。 

○水上先生 先ほどからずっと言っていることなのですけれども、リスクをとっている人

でないと、最終的なコストパフォーマンスを検証する気にならないというのが、基本的な

構造です。 

 例えば金融機関が１割とか、それに満たない金額を融資しているとしても、金融機関の

融資のほうが、ほかのお金よりも優先する状況であれば、さすがにそのお金は返ってくる

ので、金融機関はある意味ではそんなにぎりぎりやりません。逆に９割を融資するという

のだったら、ものすごい勢いで査定すると思いますけれども、トータルの融資金額が非常

に低いのであれば、失敗しても大丈夫だという状態だと、一生懸命査定はしないのです。 

 出資はどうかというと、出資もよくわからないということで、自治体が出しているお金
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も復興交付金だということになると、自治体も本当の意味でコスト意識があるかどうかは

よくわからない。そういうことになると、コスト意識がない人がお金を使っているという

状況に見えるのです。国にコスト意識があるというのだったら、国はその説明ができなけ

ればいけないはずだし、国もその説明ができないのであれば、誰もコスト意識がないとい

うことになってしまいます。 

 なので、行政事業レビューにかかるに当たっては、今のような説明、実際どれぐらいが

融資で出ていて、復興交付金はどうなっていて、最後に責任をとるのは、お金的には誰で

すというところについての割合の説明は、このレビューの場でしていただきたかったと思

います。 

○国土交通省担当者 例えばまちづくり会社とか、災害活動とか、区画整理事業の場合、

事業性が最終的に黒になるか、収支がとれるかというのは、もともと１～２月のフォロー

アップで毎年やっていたのですけれども、先生がおっしゃるように、至らない点があると

思いますので、今回、急いでフォローアップをさせていただいたわけですが、そこが間に

合わなかったことは、申しわけないと思っております。 

○大西参事官 お願いします。 

○佐藤先生 こういう官民連携のものは、あえて国が調査を支援するという、１つのメリ

ットがあります。これにある種の汎用性があって、例えばほかの被災地の自治体、あるい

は被災地ではないけれども、似たような悩みを抱えている自治体などが、何かここからモ

デルケースとして学べるものがあればこそ、国費を投入する価値があると思います。 

 例えばこういうものは、波及効果とか、モデル事業として他の自治体に紹介するとか、

そういう広がりはあると思っていいのですか。余りにもスペシフィック過ぎて、全く広が

りがないと思ったほうがいいのですか。 

○国土交通省担当者 先ほど個別性が高いということは申し上げましたが、ただ、共通す

る問題点として、通常、こういうまちづくりとか、再開発というのは、10年ぐらいかかる

ことが多いのですけれども、それは当然事前に十分な権利関係の調整を行っています。で

すが、こういう震災の場合は、そういう準備期間がないまま、突然ある日全部壊されてし

まって、それをこれから、ゼロから、さまざまな権利調整とか、計画をしなければいけな

いということで、被災した場合の市街地とか、町の復興をどうするかということは、東日

本大震災の被災地だけではなくて、今後あらゆる災害があった場合には、いろんな町とか、

市街地の再生に必ず役立つような経験値というか、ノウハウなどが得られるので、それは

きちんとまとめて、全国的に共有をしていきたいと思っております。 

○佐藤先生 もう一つ、済みません。私もPFIをやっているので、基本的に先ほどから出て

いるように、国というか、公費の割合が９割で、民間がせいぜい１割ぐらいということで

すけれども、PPPの大きな財政的な眼目は、できるだけ公費を抑えるというか、民間資金で

回せるところは、民間資金で回そうということだと思うのですが、採択するに当たっても、

そういう形で、できるだけ収益性のある事業を、国交省さんとしては採択していくという
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流れなのか、あるいはそこは必ずしもこだわっていないのですか。 

○国土交通省担当者 基本的にはそれぞれにつくるのではなくて、可能であれば、官民で

合築するといった、できるだけ全体としての経費が落ちていく官民連携を推進していきた

いと考えてございます。 

○国土交通省担当者 佐藤先生に資料をお送りしましたが、例えば横にべたっと復興する

のではなくて、災害公営住宅と普通の住宅と店舗、縦に区分して再生したものがございま

す。これは土地がなかったということもありますし、もう一つ、これは買い取り型です。

買い取り型ですから、財政の負担が軽く済むということと、一体でつくったので、その分

だけ共用部分が増え、コストが２～３割削減するということで、そういうことを私どもは

結構重視して選定していますし、また、事前相談の中で、そういう方式がいいのではない

かということも助言しておりますので、そういうことは一応やっております。 

○大西参事官 お願いします。 

○水上先生 ちなみに、見込みどおりにいかなかったときのリスクというか、責任は誰が

負うのですか。当然計画をつくるときは、大丈夫だと思って計画を立てるわけだと思いま

す。計画自体がだめだったら、そもそも始めないと思うのですけれども、今、我が国には、

非常にたくさんのゴーストタウンみたいな建物がありますが、それも最初からそういうも

のをつくろうと思ってやったわけではなくて、見込み違いで失敗するから、そうなるのだ

と思うのですけれども、見込み違いになったときに、最後、責任をとる人というのは、こ

の場合、誰になるのですか。 

○国土交通省担当者 今、支援して、調査をした結果、まちづくり会社ができて、そこが

運営・管理していく中で、商業店舗などで、もし採算が合わなくなってきたときに、どう

なるかということでございましょうか。 

○水上先生 はい。 

○国土交通省担当者 基本的にはその店舗なり、そういうところが、責任をとることにな

るのではないかと思います。 

○水上先生 つくった建物は、復興交付金なりでつくってしまっているわけです。それで

全然見込みが違った、最初の計画が達成されなかったのではないかというときに、交付金

を返せと言うのですか。 

○国土交通省担当者 交付金が入っているところは、恐らく建物の共用の部分であるとか、

そういうスペースの部分だろうと思いますので、建物として存続する、交付金として役割

を果たす期間は、しっかり使っていただくというのが、基本になっていると思います。 

○水上先生 ここが非常に重要なところで、最後お金をもらってしまえるのです。お金を

もらって、つくってしまって、うまくいかないと、ランニングでも赤字になれば、やめて

しまうのだと思いますけれども、初期の固定資産を形成するときのコストというのは、既

に使ってしまっているわけです。そうだとすると、初期の固定資産を使う人が、ある程度

そこに対してリスクを負っていないと、最終的には本当にその事業がいけている事業なの
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かどうかということを、十分に検証することが、構造上担保されていないのではないか。

だからこそ、被益者負担が必要で、一般会計の事業では、全額補助はしないわけです。 

 その構造自体は、復興支援であることによって、割合が変わることはあるかもしれない

ですけれども、全額国が出すという話にしてしまうと、コストメリット、費用対効果を検

証するというモチベーション自体が働かなくなってしまうと、やはりまずいのではないか。

つまり一般会計の事業と全く同じにしろとまでは言わないとしても、そこはちゃんと被益

者にコスト意識が働く仕組みにしてあげないと、いびつな状況になるのではないかと思う

のですが、いかがですか。 

○国土交通省担当者 先生がおっしゃっていることは、よくわかります。ただ、実際にこ

の調査でやった結果を踏まえて、それぞれのものができてまいりますけれども、その際に

入る交付金のお金があろうかと思いますが、それは、今、復興以外のものでも、市街地の

再開発事業ですとか、土地区画整理事業がございますけれども、そういったものと、基本

的には同じ構造になっているのではないかと思います。 

○水上先生 もう取りまとめだと思いますから、最後ですけれども、そう考えたときに、

その後も復興交付金で実現することが相当程度見込まれる事業の計画段階を、国が100％み

てしまうと、コスト意識が非常に働きにくい構造になると思います。実際の自治体の人が

不真面目かどうかという問題ではなくて、構造上、コスト意識が働きにくい構造になって

いるというのが、非常に問題ではないかというのが、私の意見です。 

○国土交通省担当者 そこはちょっと誤解があるかと思うのですが、どの事業かというの

は、自治体で決めていただいて、要するに復興交付金でいきなり事業をやっていただいて

もいいわけですけれども、むしろ私どもの調査で意味があるとすれば、できるだけ財政負

担を抑えるために、民間の資金、民間の人材とか、民間のモニタリングを働かせたいとい

うことで、官民連携の提案があると思っています。私どもでまず１回シミュレーションと

いいますか、それで事業性があるかということを見ているわけです。その後で、今度は復

興交付金の○○事業という中で、もう一回、申請をしているわけです。 

 先生の御指摘は、確かにおっしゃるとおりなのですけれども、私どもの役割というのは、

復興交付金でいきなりどこかの事業を決め打ちでやるよりも、どの事業が一番採算性・事

業性があるのか、民間を使うとどうなるのかということを、むしろ前段階でやっていると

いう意識でございまして、そこから先、実際、決まった上で、復興事業をやってみたけれ

ども、うまくいかなかったというと、今度は復興交付金の事業費のことも議論になると思

っております。 

○水上先生 結果として、民間の融資は１割もいっていないぐらいしか出ていないのでし

ょう。この事業で計画をして、民間に入ってもらうことによって、民間のお金が半分入っ

たので、すばらしいですとか、あるいは事業費が現実問題としてこれだけ減ったというこ

とを数字で示せているとか、そういうことであれば、一定の説得力はあると思いますけれ

ども、そうなっていないですね。 
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○国土交通省担当者 この官民連携の推進事業の中で、先ほどからお話している、まちづ

くりの会社にも、基本的には民間の方が中に入ってきて、民間のノウハウをできるだけ活

用して、いいものにしてやっていこうというノウハウが生かされる状況になっておりまし

て、確かに出資金という形で、そういった比率のものが多く見られるとは思いますけれど

も、復興の中にどれぐらいの人が入り込んで、実際に活躍して、地域のために尽くしてい

るかということの中で、民間の力を大きく使われて、復興に役立っていると、我々として

は考えてございます。 

○水上先生 地域の人とか、民間の人が復興に携わるのは、いいことです。でも、それは

この事業をやったから、そうなっているのですか。この事業をやらなくても、官民連携で、

その後は復興交付金を使って、PFIなり何なりを考えると言えば、民間の人は、お金を出す

かどうかは別にして、人ぐらい出します。特に関係がある人、受注を受ける人とかね。だ

から、それはこの事業の手柄だという説明をされても、困ってしまうのであって、構造上

コスト意識が得られない構造になっているということは、間違えないのではないかと思い

ます。 

○国土交通省担当者 これが１つのPPP、PFIの導入の動機にはなっているのではないかと

思います。その中で、こういった調査費を支援することによって、設計書とか、先ほどか

ら申し上げているような権利関係を調査して、整理するというのは、非常に経費のかかる

ことです。そもそもそれがかかるから、民間の採算ベースにのらないと思って、やめてし

まうということではなくて、こういった調査費を支援することで、そういった動きを喚起

しているというか、地方自治体の発意でございますけれども、やってみようという気を起

こさせているということは、実際上あると考えてございます。 

○国土交通省担当者 通常、復興交付金、いきなり我々の事業でいく場合には、民間の人

も一切出ませんし、お金はないです。決まっている事業です。御承知のように、復興事業

は、極めて補助率が高い。はっきり言って、100％もありました。そういうものなのですが、

私どもの調査の意義というのは、そうではなくて、民間のモニタリングをするために、民

間の人をまちづくり会社に入れたり、銀行のモニタリングをお願いしたり、企画段階、事

業の実際のフォローアップ、モニタリングについて、民間を活用しているという観点でご

ざいます。そういう意味では、直ちに通常の復興交付金の事業をやるというよりは、むし

ろ民間活用をすることによって、モニタリングなども効かせていると理解をしております。 

○水上先生 ごめんなさい。最後です。いろいろ言っていただきましたので、行政事業レ

ビューのアウトカムなり、行政事業レビューシートの中に、まさにその効果がちゃんと上

がっているということが、説明されるようになるという理解をさせていただきますので、

よろしくお願いします。 

○大西参事官 樫谷先生、お願いします。 

○樫谷先生 今の御説明の中で、単価が上がるために、これから事業費が上がる可能性が

あるわけです。そのときに、この調査のものではなくて、もっとコンパクトにしようとか、
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そんなことも、モニタリングの中に盛り込まれていくのでしょうか。例の国立競技場の話

ではないけれども、余りに事業費が高くなったので、もう一遍、見直そうということで、

コストを抑えました。そんなインセンティブなのか、そのようなものも、盛り込まれてい

ると考えてよろしいのですか。 

○国土交通省担当者 基本的には官民連携事業ですので、民の目が中に入って、そのノウ

ハウを生かすという意味では、今、先生がおっしゃるように、できるだけ実態に合った、

失敗のないものに、身の丈に合ったものになっていくというのは、基本的に事業の中にビ

ルトインされていると考えておりますので、それがしっかりなされるように、我々として

も、しっかりモニタリングしていきたいと考えてございます。 

○大西参事官 それでは、取りまとめのコメント案につきまして、阿部先生から御説明を

お願いいたします。 

○阿部先生 先生方の評価結果ですが、抜本的改善が２名、一部改善が４名でありました。 

 主なコメントです。PPPは、本来、自治体がみずからの立場で計画すべきであり、国がコ

ンサルタント費用を補助することの意義について、再検討が必要ではないか。 

 復興支援の一環として、まちづくりの支援の重要性は認められる。 

 自治体における競争入札を徹底するとともに、調査結果の活用について、フォローアッ

プを励行すべき。 

 過去の経験に基づくガイドラインの設定が重要であり、調査の全額の補助の必要はない。 

 一般会計同様の補助水準とすべきである。 

 小規模自治体の再生に向けた官民連携事業の調査費の必要性はある。 

 具体的な事業実施において、自治体負担をしてもらうなど、過大なものにならないよう

にすべき。 

 類似したPPP事業であれば、複数の自治体分をまとめて業者に委託するほうが、効率的で

はないか。 

 復興集中期間後のPPPに係る自治体支援のあり方全体について、要検討ではないか。 

 28年度以降の復興事業の考え方における公共事業と同様、自治体負担を導入し、コスト

意識を持たせる仕組みにすべきというものでありました。 

 以上を踏まえまして、全体の評価結果ですが、事業内容の一部改善。 

 コメントは、PPPは、本来、自治体がみずからの立場で実施すべきものであるところ、国

が支援するのであれば、過去の経験に基づくガイドラインの設定、自治体負担の導入を検

討するなど、コストを縮減するための制度となるよう、見直すことが必要。 

 以上ですが、御意見があれば、よろしくお願いします。 

 よろしいですか。 

（「異議なし」と声あり） 

○阿部先生 それでは、以上をもちまして、取りまとめコメントとしたいと思います。あ

りがとうございました。 
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○大西参事官 どうもありがとうございました。 

 続きまして、次の事業は、「被災ミュージアム再興事業」でございます。 

 入れかえに少々お時間をいただきたいと思います。 

（国土交通省関係者退室・文部科学省関係者入室） 

○大西参事官 それでは、「被災ミュージアム再興事業」の議論に入らせていただきます。 

 事業所管部局であります文部科学省から、事業概要の説明をお願いいたします。 

○文部科学省担当者 失礼いたします。被災ミュージアム再興事業について、御説明をさ

せていただきます。 

 お手元の資料の７ページに、事業の概要に関する資料がございますので、それに基づい

て、概略を御説明させていただきます。 

 ７ページの「１．事業概要」のところに、被災当時の写真が２枚ございます。宮城県の

東松島、石巻の被災当時の写真がございます。ごらんのとおり、当時、大きな被害を受け

まして、これらは沿岸部にあった博物館ですけれども、このほかにも、施設が全壊したり、

資料が流失したりといったところが、多々ございました。 

 こうした被害は、津波による被害ということで、具体的には、泥やヘドロがまじった塩

水をかぶるという、前例のない被害でございましたので、こうした資料を修復するという

のは、初めての経験でございます。 

 そこで、国として、こうした博物館の再興に積極的にかかわるべきということで、24年

度からこの事業を始めたところでございます。 

 事業内容が（１）から（４）まで４つございます。それぞれ写真が左下にございまして、

拡大したものは、こちらの画面にございます。 

 （１）としましては、被災した資料を修理するための事業でございます。修復方法は、

最初は手探りでございましたけれども、ある程度手順も確立されてきまして、まずは泥と

か、汚れ、雑菌を取り除いて、その後、水に浸して塩分濃度を下げるということを行いま

して、さらに乾燥させて、燻蒸して、経過観察をして、物によっては、本格的な修理に入

るという、大まかな流れになっております。 

 （２）としては、被災した資料の整理やデータベース化を行う事業でございます。館に

よっては、こうした目録自体が流されてしまったところもございますので、そうしたとこ

ろでは、こうした事業も必要になってまいります。 

 （３）として、被災した資料の収蔵場所を確保する事業です。施設の再建は別の経費で

措置されるわけですけれども、それまでの間の一時的な保管に関する経費でございます。 

 （４）として、その他ということで、応急措置ですとか、また、資料を包むケース等の

整備に関する費用でございます。 

 当初は、これら以外にも、修理した資料を展示するための展覧会の費用も対象にしてお

ったのですけれども、26年度に見直しを行いまして、これらは対象から除外をいたしまし

て、復興に必要な最小限の範囲に、事業の範囲を絞ったという経緯がございます。 
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 下に移りまして、補助対象者は、被災県のうち、現在、岩手、宮城、福島、茨城の４県

になっております。 

 補助金額は、対象経費の50％で、対象館は52館、事業数にしますと、81事業ということ

になっております。 

 下に進捗状況がございますが、昨年度末現在で、約４割になっております。今後の見込

みとしては、今年度末に半分を超えまして、その後、５年間で何とか終了するように、頑

張っていきたいと思っているところでございます。 

 ８ページに事業の成果をまとめた資料がございます。 

 左側に館の再開状況の数字がございますけれども、昨年度末現在で、活動を再開した館

は全体の約６割になっております。一部の資料のみで活動を再開したところもございます

ので、割合としては、少し高くなっております。これも今年度末に６割を超えまして、さ

らにその後５年間で、全て再開するという計画になっております。 

 また、右側に移りまして、事業終了後に実施された展覧会等の例といたしまして、石ノ

森萬画館ですとか、角田市の郷土資料館、石巻文化センター等々、４つの事例が挙げられ

ております。それぞれ再開したときには、場合によっては、地元紙にも取り上げられまし

て、そこに関係者の声を記載しておりますけれども、再開を願っていたという声が、見に

来た側の方、職員、地元の方からそれぞれ寄せられておりまして、こうした博物館の再興

がまさに被災地の心にもつながっていると考えております。 

 なお、９ページ、10ページには、81事業のリストをつけておりまして、それぞれの名称、

対象施設、また、いつからいつまでやる予定なのかといったものを掲載しております。 

 概要説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○大西参事官 それでは、御質問等のある先生は、挙手でお願いいたします。 

 佐藤先生、お願いします。 

○佐藤先生 補助の金額の決定について伺いたいのですが、これは定額補助ということで、

よろしいのですか。 

○文部科学省担当者 はい。 

○佐藤先生 ということは、実費を補助しているのですか。それとも、自治体の持ち出し

というのは、あると思っていいのですか。 

○文部科学省担当者 自治体から申請をいただきまして、補助対象は50％になるのですけ

れども、残りについては、震災復興の特別交付税で、現在、措置していただいております。 

○佐藤先生 基本的には補助裏を含めて、自治体負担はなしということで、よろしいです

ね。 

○文部科学省担当者 はい、そういうことです。 

○佐藤先生 あと、もう一つ、進捗状況についてなのですけれども、今、進捗が38％で、

今年中には56％になってということなのですが、基本的には今後とも順調に消化できると

いう理解なのか、少しずつ難しいといいますか、復活させる、修繕が難しい事業が多くな
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ってくるから、本当のところは、もう少し進捗が遅いと思ったほうがよろしいのか。一応

目標はわかるのですけれども、実際問題として、どうなのですか。 

○文部科学省担当者 確かに資料は、全般的に難しい資料がいろいろあるのですけれども、

ただ、そこはこれまでも試行錯誤しながら、解決方法を探ってきて、実現にこぎつけてお

りまして、これからも残された資料がいろいろあるのですが、そこは自治体からもこうし

た計画で完了できるという計画をいただいておりまして、我々もそのようにして、32年度

までに完了させたいと思っているところでございます。 

○佐藤先生 この作業を実際に担っているのは、どういう方々だと思えばよろしいですか。 

○文部科学省担当者 地域によって、若干違ってくる場合もあるのですけれども、それぞ

れの館の職員の方々は、当然かかわっていくわけですが、そこで地元の大学の大学生に協

力をしてもらったり、また、地域の方にやり方を教えながらやっていただいたり、県の博

物館の方が指導したり、国の文化財等の職員が指導したりといった形で、実施をしており

ます。 

○佐藤先生 ありがとうございました。 

○大西参事官 上村先生、お願いします。 

○上村先生 今、資料の７ページを見ていると思うのですけれども、事業内容が（１）か

ら（４）まであります。（１）が被災資料を修理するための事業、（２）がデータベース

化、（３）が収蔵場所ですけれども、金額的にはどれが一番かかっているのでしょうか。

要はどういう割合で、お金がかかっているのでしょうか。どこに一番お金がかかっている

のですか。 

○文部科学省担当者 基本的に修理にかかっています。 

○上村先生 わかりました。 

 そうすると、修理が非常に大きいということで、この事業のアウトカム指標は、２ペー

ジ目にあるように、博物館・美術館の再開です。再開だとすると、修理をメーンにされて

いるとすると、このアウトカムとどうつながっているのか。再開をするのが目的なのか、

修理するのが目的なのか。修理しながら、再開することもあると思うし、多分そういうふ

うになっているのではないかと思うのですけれども、これはどちらを捉えればいいですか。 

○文部科学省担当者 今、おっしゃっているのは、アウトカムの事業をおっしゃっている

のだと思うのですけれども、基本的に博物館は施設と資料が両方そろって、完全な機能が

発揮されると思っておりますので、もちろん一部の資料でも、再開すること自体はできる

かもしれないですが、資料が完全にもとどおりになって、初めてそれは機能が再興すると

理解しておりますので、その両方が大事だと思っております。 

○上村先生 わかりました。 

 再開も大事だと思うのですけれども、例えば修理しないといけない資料の数がこれだけ

あって、それは把握できるのかわかりませんが、把握があって、そのうち、どれだけ修理

されたのかということも、１つのアウトカムではないかと思うのですが、いかがですか。 
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○文部科学省担当者 それはむしろアウトプットになろうかと思っておりまして、したが

って、事業数に基づいた進捗状況をアウトプットとさせていただいております。 

○上村先生 事業数と修理すべき資料の数は、多分違います。事業によっては、多いかも

しれないし、少ないかもしれません。なので、事業数で捉えると、また違うと思うのです

が、いかがですか。そういうわけではないのですか。事業は全て同じ資料数というわけで

はないですね。 

○文部科学省担当者 もちろん館によって、被災した資料の数は違いますので、それぞれ

異なってきますけれども、１つの捉え方として、こういう形にしております。 

○大西参事官 水上先生、お願いします。 

○水上先生 例えば大雨が降って、川が氾濫して、博物館が流されてしまったケースは、

被災地以外でもあり得ると思うのですけれども、そういう場合はどうなるのですか。 

 例えば四国かどこかで大雨が降って、博物館が流されてしまって、中の収蔵物がびしょ

びしょになってしまったという状況のとき、国は何かしてあげるのですか。 

○文部科学省担当者 今回のものは、ただの水ではなくて、津波による塩水、海の水をか

ぶったというところが、これまでと根本的に違うところでありまして、したがって、その

ままにしますと、すぐカビがはえたり、劣化したりするものですから、それに対する手当

が特に必要だということで、これまで日本ではそういう経験がないものですから、そうい

う事態に鑑みて、特にこの事業をしているということでございます。 

○水上先生 地震は今後もあるわけですが、東日本大震災ほどのすごいものではなかった

けれども、津波が起きて、ある博物館が壊れました。博物館は、海沿いの風光明媚なとこ

ろにあるものが、結構多いのですけれども、つまり津波をかぶったものだったら、今後も

支援するということでいいですか。 

○文部科学省担当者 今後もというか、こういう事態は初めてですので、そうしょっちゅ

うある話ではないと思っております。 

○水上先生 つまり何を言っているかというと、一般的に文化的資源というのは、国にと

っての財産で、塩水をかぶってしまうようなことがあった場合、それを全部自治体で持っ

てくださいというと、なかなか復旧することができなくて、失われてしまうリスクが高い。

だから、国がみなければいけないということだとすれば、別に今回だけに限ったことでは

なくて、今後もあったら、やらなければいけないのではないかと思うのですが、今回だけ

例外に助けるのですか。 

○文部科学省担当者 仮定の話について、お答えするのもあれなのですけれども、特に今

回については、全くノウハウもない状況で始めたわけでありまして、しかも、こういうケ

ース自体が初めてだったということで、非常に特別なケースだと思っております。 

○水上先生 どういう文脈で、今、質問をしたかというと、これは一般会計の事業でやら

れたらどうかという文脈で聞いているのですけれども、私自身は、基本的に文化は大事だ

と思います。博物館にあるものは、その地域の宝であると同時に、国にとっても、非常に
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意味のあることだと思っています。なので、今回の東日本大震災復興特別会計という議論

ではなくて、今後もこういうことがあったときには、全額国がみられるかどうかという議

論はありますけれども、少なくとも一定の補助をするということ自体は、別にあってもい

いのではないかと思うのです。 

 今回、最初の時点で、非常に大きな事案が生じて、かつ初めてのことだったので、一旦、

特会でやったということは、そうなのでしょうけれども、大分時間もたってきたので、こ

れは普通に一般会計の事業として整理をして、かわりに、もし同じような事象が今後もあ

ったときには、一定のルールのもとに支援しますという整理を整えられたほうが、いろい

ろすっきりするのではないかと思うのですが、そこはどうでしょうか。 

○文部科学省担当者 先般、復興庁さんが取りまとめた方針によりますと、一般会計で措

置すべきものというのは、２つ要件がありまして、１つは、一般会計で似たような事業が

あるもの、もう一つは、被災地以外でも等しく課題とされているもの、この２つだったか

と思うのですけれども、この事業については、いずれの要件にも該当しないと考えており

ますので、一般会計にすべき事業には当たらないと思っております。 

○水上先生 万が一、今後、同じような事象があったら、そのたびに特別会計が組成され

れば、いいのかもしれないですけれども、特別会計が毎回組成されるかどうかという議論

は、当然あると思います。また、こういう事業は、腰を落ち着けて、ゆっくりやる事業だ

と思います。ある意味では、文化的なものですからね。そうだとすると、そこはいわゆる

復興事業として、短期的にわっとやりましょうというものとは、別の枠組みなのではない

だろうか。 

 さらに言うと、今後、博物館自体は、再開しないかもしれないけれども、中の物につい

ては、復旧した上で、博物館を集約しますということも、当然考えられるでしょうし、そ

ういうことを考えたときに、全体を単に復興するという枠組みの中で支援するということ

で、今後も続けていかれるのですか。32年度が一応終了年度になっていますけれども、集

中復興期間である27年度までは、とにかくわっとやりましたということなのですが、同じ

枠組みをもう５年間続けるのかどうかという点については、若干疑問があるのですが、そ

こはどうなのでしょうか。同じ枠組みを５年続けますか、それとも、見直しを図られます

か。 

○文部科学省担当者 一般会計に移せば、腰を据えてじっくり取り組めるというのは、そ

うではないと思っていまして、やはり今回被災した特別の事情を考えますと、ぜひ復興特

会で、まさに博物館の再興というものを、国が強力に支援しないと、そこから再興につな

がらないと考えています。 

 未来永劫といいますか、震災から10年間で何とか完了させたいというのは、全体の方針

とも、時間軸としては合致していると思いますし、そこは今回の特殊な事情に鑑みて、ぜ

ひ国として、こうした資料の復興を支援したいと思っているところです。 

○上村先生 今の話で、いいですか。９ページ目に「被災ミュージアム再興事業 実施事
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業一覧」という表があります。そちらに32年度までかかりそうな、具体的な対象施設が書

いてあるわけですけれども、復興事業として10年間やって、もしも32年度に終わらなけれ

ば、それはやらないとなってしまうのでしょうか。つまり復興事業としてはやるのだけれ

ども、一般会計ではやらないという話として、先ほどの話は受け取ってしまいました。 

○文部科学省担当者 一般事業でやる、やらないという話ではなくて、復興特会の中の事

業として、32年度までに何とか全ての事業を完了させたいと思っているところです。 

○上村先生 それ以後は、残っているかどうかはわからない、残らないようにしたいとい

うことですか。 

○文部科学省担当者 残らないようにしたいということです。 

○大西参事官 佐藤先生、お願いします。 

○佐藤先生 被災した美術館・博物館は、非常に気の毒ではあるのですけれども、救済の

対象というか、この事業の対象になったのは、被災地で、津波で流された文化財、あるい

は貯蔵物であれば、価値と言っては申しわけないですが、中身は問わず、全て対象にした

という理解でよろしいのでしょうか。 

○文部科学省担当者 価値というものを、どう言うべきかはあれなのですけれども、お答

えとしては、被災した博物館の資料について、全て対象にしたということであります。 

○佐藤先生 先ほどの話ではありませんけれども、類似した案件が出てきたときに、今回

は大きな津波で、確かに世の中に与えたインパクトも大きくて、まさに被災地の復興にも

一助するだろう。ある種、広がりのある効果、事業だったと理解してもいいのかもしれな

いのですけれども、今後、似たようなことが起きたときに、津波をかぶるたびに、どんな

収蔵物でも救済するのですかというと、少し変な話になります。もともとガイドラインが

あったと思っていたのですけれども、そういうものはつくっていないのですか。つまりど

こかで線引きをしなければいけないと考えたときに、どういう形で、どこまでを修復の対

象とし、どこまでは諦めるかということについて、いかがでしょうか。 

○文部科学省担当者 何度も申し上げていますが、今後、起こったらというのは、何しろ

初めての事態ですので、こういう事態がしょっちゅう起こり得るとも思わないのですけれ

ども、普通の災害復旧の事業では、こうした資料については、対象になっていないところ

です。 

 繰り返しますけれども、今回の津波による被害という、前例のない、しかも、大きな被

害に鑑みて、今回事業を行っているところでありまして、基本的に申請があったところに

ついては、対象にしておりますが、我々のほうで、ここの館の資料はいいけれども、これ

は違うだろうとか、そういうたてつけをすべきものでもないと思いますので、それらの館

の資料は、それぞれの地域にとって、何よりも大事なものだという理解のもとで、実施を

しているところでございます。 

○佐藤先生 もちろん逆に言うと、非常に文化的に価値があるもの、そうは言っても、入

場者数もそんなに多くないので、収益性があるわけではないから、公費でサポートしなけ
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ればいけないというのは、ある種政策判断としてあると思うのですが、先ほどから出てき

ている石ノ森萬画館もそうですけれども、非常に人気があって、集客力もあるということ

であれば、そういうところについては、収入があるのだから、ある程度できます。価値が

あるか、ないかという線引きと、もう一つ、価値は判断できないということであれば、何

らかの収益性がある事業、文化的に大事なのだけれども、収益性という点でなかなか厳し

いところは、ある種分かれると思いますが、今回は一蓮托生的に全部救済というか、支援

の対象にしているのですが、本来、そこに線引きがあったのではないかと思います。つま

り収益性の有無によって、補助の度合いとか、補助するかどうかの基準というのは、変え

られたのではないかと思います。 

○文部科学省担当者 今回の事業は、博物館については、施設だけではなくて、中身の資

料の復旧などが非常に大事だということで、両者が相まって、真に博物館の再興をされる

という意味で、災害復旧のある意味本体と言うべき大事なものだという考えでやっており

ます。 

 災害復旧については、収益性は問わずに対象になっていると思っておりまして、今回、

これだけ大きな被害があったということでは、個別の施設についても、基本的に博物館は

そんなにもうかるものではございません。むしろそんなに高くもない入場料で、地道にそ

れぞれ運営しているところですので、確かに入館者数の多寡自体は、それぞれ若干違いは

あるかもしれないですけれども、収益力について、それほど大きな差があるとは思ってお

りません。 

○大西参事官 樫谷先生、お願いします。 

○樫谷先生 ２ページに単位当たりコストがあって、執行額を件数で割っているのですが、

これは何か意味があるのかどうなのかが、まず１つです。中身が相当違うと思います。 

 もう一つは、非常にしっかりした質でもって、コストもできるだけ安くて、合理的にや

っていただかなければいけないということなのですが、そこのマネジメントというのは、

それぞれの実施者がそういうことを意識しながらやっていると、考えていいのですか。で

きるだけ安くて、より効率的にやっていただくのが、一番いいと思います。効率的にでき

るものかどうか、私もこういう者ですから、わかりませんが、なかなかやりにくいものだ

とは思っているのですけれども、そういう意識、あるいはお互いに見たようなものについ

ては、ノウハウを交換しながら、知恵を出してやるとか、そんな作業というのはされてい

るのでしょうか。 

○文部科学省担当者 この事業につきましては、先ほど申し上げましたように、被災県を

対象に補助をしておるということがございます。被災県から、被害のあった市町村を補助

するという形をとっておりまして、当然公共団体でございますので、契約に関するものに

ついては、競争性をできるだけ担保する形になっておると思いますので、その辺りについ

ては、問題ないだろうと思っています。 

 もう一つ、この事業については、博物館の資料を修繕するということが、１つ目的では
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ありますけれども、人材がない中で、博物館は、修理が終わったら、それで終わりではな

くて、その地域で今後どうしていくか、そういうものも、博物館としては考えなければい

けない。そういう分担、あるいは関係する学会の方々とか、そういう方々の協力を得なが

ら、今後どうやって続けていくかというところまで見て、資料の修理だけで終わりという

ことではないものですから、そういう見えない負担というのは、地域にもあると考えてお

ります。マネジメントについては、競争性等を担保しているものだと、理解しております。 

○大西参事官 佐藤先生、お願いします。 

○佐藤先生 素朴な疑問になってしまうのですけれども、今回は博物館・美術館・図書館

等に貯蔵されていた文化財が対象ですが、個人が持っているが、郷土の歴史上すごく大事

なものとか、仏像とか、あるいは民間団体が持っていたもの、お寺とか、こういったとこ

ろが持っていた文化財について、別途ほかの補助事業があると思っていいのですか。そち

らは、全くタッチしていないと思っていいのですか。 

○文部科学省担当者 この事業は、我々が美術館・博物館を所管している立場から、館の

再興を支援するという観点でやっているものでありまして、個人の方が持っておられるも

のについては、例えば国が指定した文化財であるといった場合は、文化財の修理という観

点で、別途手当がされることになっております。 

○佐藤先生 大体同じようなスキームでやっていると思っていいのですか。管轄するのは、

文化庁さんですね。 

○文部科学省担当者 はい。同じようなスキームです。 

○大西参事官 そろそろコメントシートの御記入をお願いいたします。 

 お願いします。 

○水上先生 先ほどからいろんなところで出ている意見なのですけれども、質に着目する

のだとしたら、一定の文化財指定があるとか、一定の資料としての歴史的な価値を評価し

た上で、誰が持っているかは関係なく、補助しましょうという議論なのだと思います。 

 一方で、博物館を再興させるということだとすると、博物館が主だから、当該博物館を

所管しているところが、博物館を支援するということだと思うのですけれども、今回の事

業の目的の主たるものというのは、つまり国がお金を出して修理をする主たるものという

のは、我が国にある貴重な文化的な芸術品を修理することにあるのか、それとも博物館を

再興することにあるのか、それはどちらになるのですか。 

○文部科学省担当者 博物館を再興するという観点でやっているものでして、繰り返しに

なりますけれども、それぞれの博物館が抱える資料がなければ、館の再興にはつながりま

せん。しかも、それぞれの館が持っている資料というのは、必ずしも国宝ではないかもし

れないですけれども、その地域にとっては、これまで受け継がれてきた大事な資料で、こ

こで手当をしないと、これは今後一切失われてしまうということですので、果たしてそれ

でいいのですかという観点で、支援をしているものであります。 

○水上先生 どう線引きをするかというのは、難しいところではあるのですけれども、国



65 

 

民全体の立場からしたときに、博物館を国が全額補助して維持しなければいけないのか。

国にとって非常に価値のある文化的財産は、国の税金で支援しなければいけないという議

論になります。中身の議論であれば、そういう議論であると思うのですけれども、その場

所に博物館があるかどうかというところについては、かなりの部分、地域の人たちが裨益

者なのではないだろうかという気もします。 

 そうは言っても、地域はそんなにお金を持っているわけでもないでしょうし、博物館が

物すごくもうかるわけでもないでしょうから、全部地域だけでやってくださいというのは、

それは無理がありますということになると思いますが、全額国が見るべき事業なのかとい

うのが、今度、問題になってくると思います。 

 つまり文化的に価値があるものだから、国民全体の財産だという議論だとすると、質に

対する評価をしなければいけないのではないですかということになるような気がするし、

博物館自身に意味があるということだとすると、博物館そのものは、国全体の財産という

よりは、どちらかというと、地域の人たちが裨益者なのだから、そうは言っても、今回、

被災した皆さんは大変な状況にありますから、全部自分たちでやれとは言えないと思いま

すけれども、一定の裨益者負担というのは求めないと、国のものも国民の税金ですから、

そういう意味でいうと、そこのバランスをどう考えるかというのは、考えなければいけな

いと思うのですが、今のような発想で事業をやっているのだったら、最低限の地方負担は

求めることになりませんか。 

○文部科学省担当者 先ほどから一般会計という御議論がありますけれども、それについ

ては、先ほども申しましたけれども、２つの要件、一般会計に似たような事業があるのか、

この事態がほかの地域でも課題になっているのかという要件に照らして、どうなのかとい

う観点からの検討が必要なのだろうと思っているのが、１つです。 

 それから、全ての資料でなくてもいいのではないかということについては、将来的に地

元でそういう御判断をする場面があるのかもしれないのですけれども、ただ、今の時点で、

この場で、資料全体の半分ぐらいでいいのではないかといった議論をすることは、なじま

ないのではないかと思っております。この議論は、被災者の関係者の方もごらんになって

いるでしょうから、ぜひ受け止めていただければと思います。 

○水上先生 私自身これは大変難しい議論だと思って、慎重に言葉を選んで話をしている

のですけれども、もちろん被災者の人は大変です。国の側が一方的に、地方にとっては、

少なくとも宝である文化財が要らないということは、当然できないと思います。一方で、

そこまで大事なものなのであれば、最低限、自分たちも一肌脱ぐということはやっていた

だいた上で、国も精いっぱい支援する。つまり国に支援するなと言っているわけではなく

て、ただ、裨益者が地方なのだとすれば、そこは地方にも一肌脱いでいただいた上で、国

もそれに十分な協力をするというやり方のほうが、いいのではないかと思います。 

 今後もこういうことが起きないとは、絶対に言えないわけで、今後も含めて考えたとき

に、ルールとして、今回の件については、例外的に全部見ました、もし同じようなことが
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あったときに、今度はゼロですということになったら、それはまずいので、より一般化し

たルールとして、地域のものではあるけれども、地域にとって非常に重要なものについて

は、国は一定の支援をして、各地域も実際に裨益者として一肌脱いでもらうというルール

は、むしろきちっと固めたほうがいいのではないかという理解をしていますが、いかがで

すか。 

○文部科学省担当者 一般会計に移す場合、２つのことがあると思います。 

○水上先生 一般会計に移すという議論ではありません。地方にも負担を求めることがで

きるかという議論は、特別会計でも同じ議論なので、特別会計だと自動的に国が全額負担

で、一般会計だとそうなりますという話ではないので、一般会計にしようが、特別会計を

維持しようが、どちらだとしても、地方に一定の負担を求めるという議論はあるのではな

いですかというのが、今の私の質問です。先ほどは一般会計の話をしたけれども、今の私

の質問は、一般会計の話ではなくて、費用負担の割合の議論です。 

○文部科学省担当者 それにつきましては、今、この事業の位置づけとしては、災害復旧

の枠に位置づけられておりますので、つまり今回の震災によって失われた資料を元に戻す

ということについては、施設の再建と同様、国が全力で取り組むべき課題だと思っている

ところです。 

○大西参事官 お願いします。 

○佐藤先生 今の話の続きですが、これは行政事業レビューなので、政策目的はそれで是

だと思います。つまり今回津波で被災した文化財について、早急に復旧を図る。ここの目

的は是である。問題は手段のほうです。これは事業レビューですから、問われているのは

手段であって、手段は何かと言われたときに、このやり方は、事実上、特別交付税がある

ので、実質的には全額国庫負担になっている。果たしてこのスキームでいいかというのが

先ほどからの議論で、国宝級と言いませんけれども、指定文化財的なものであれば、それ

は国家の財産ですから、国が支援をするというのは、一定の価値があるし、国民のコンセ

ンサスもあると思います。ただ、地元にとって大事なものというのは、それを復旧させる

なと言っているわけではなく、修繕は大事なので、それはやってもらうとして、でも、修

繕について、国が全部負担しなければいけないのかということが、今、問われていて、か

つ制度的な仕組みは、全額負担ではなくて、50％なので、要は裏にある特別交付税を今後

とも入れるか、入れないかの話になってくると思うので、一部地元負担を入れるというこ

とであれば、特別交付税のところを今後どう縮小していくか、廃止とまではいきませんけ

れども、ここをどう見直していくかという話になってくると思うのが１つです。 

 それと、気になってくるのは、32年度までということです。これは終わらなかったらど

うするのかということは、考えておかないといけなくて、そのときに、むげに打ち切りと

言うわけにもいかない。何かけちなことを言っているように聞こえるかもしれませんが、

そうではなくて、もし最終目標が全部修理することであるならば、32年度までに終わらな

かったときに、どうするか。その後、ずっと全額補助というわけにはいかないということ
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であれば、そのときのスキームはどうするのかということも、あらかじめ手当しておかな

いと、32年度までに大急ぎで直しなさいということになってしまいますので、その辺りは、

いろいろとケースを考えていく必要があるのではないかというのが、こちらの問題意識に

なります。 

○文部科学省担当者 前者につきましては、繰り返しになりますけれども、箱物と同時に

資料が大事だということで、受益者負担、要するに地域が利益をこうむっているのではな

いかということについては、施設のほうも同じだと思います。したがって、それと同じこ

とで、災害復旧については、国が今まで行っていたという考えでおります。 

 また、10年で終るのかということについては、基本的に今の計画で、地元の自治体から

終わらせるという計画をいただいております。それは違うのではないかということを、今

の時点から言っているのは、そういう時期ではないと思っていまして、したがって、我々

としては、速やかにこの事業が完了するように、地元に対しても、アドバイス等をしてい

きたいと思っております。 

○大西参事官 コメントシートの御記入をお願いいたします。 

 そのほか、御発言がありましたら、お願いいたします。水上先生、お願いします。 

○水上先生 今、博物館等々の建物自体もそうですという話がありましたが、私もそうだ

と思います。だからこそ、建物自体等々についても、そもそも国が全額負担でいいのかど

うかというところが、今後、問われていくのだと思います。 

 つまり復興の中での枠組みで、本当に緊急性があって、人の生命とか、身体などにかか

わってくるようなもので、裨益者負担とか言っている場合ではないものが、確かにありま

す。そういうものは一定の期間を区切って、国がわっとやりますというのが、いわゆる集

中復興期間だと思います。文化財とか、文化に資するものは、大変大事なものだと思うの

ですけれども、ただ、人の生き死にかかわるものではないということは、間違えないと思

います。 

 そう考えたときに、そこについては、国はもちろん支援をするけれども、短期的にわっ

と100％支援をするというよりは、もう少し腰を落ち着けて、一定の費用負担を地方にも求

めながら、そのかわり、やるべきことはしっかりやるという枠組みの中に、むしろ入れて

いったほうが、適切な対応ができるのではないかというタイプの損害なのではないかとい

う理解をしています。なので、そういう意味では、博物館も同じなので、建物そのものも、

地方の負担をどうするかということを、今後、考えなければいけないと思います。 

 そういう議論の枠組みの中で、集中復興期間が終わった後、どうするかというのは、国

自身が一定の地方への負担を求めるということまで言っているので、それを考えたときに、

どんな領域においても負担も求めるというよりは、人の生命、身体にかかわるようなもの

とか、健康診断とか、国がやらなければいけないものはあると思います。そういうものの

線引きをしていったときに、文化みたいなものは、国は当然支援をするけれども、最低限

の負担は、地方に求めるべきタイプの支援プログラムなのではないかという理解をしてい
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ます。 

○文部科学省担当者 全体の枠組みについて、我々が申し上げるべき立場ではないのです

けれども、実際、修理等の作業を行っていく上で、先立つものがないと、なかなか進まな

いというのも現実でありまして、今、この瞬間にも、劣化した資料に囲まれて、においも

ひどい中で、地道に取り組んでいるのが作業なのですが、そうした作業を、我々としては

ぜひ強く支えていきたいと思っております。 

○大西参事官 佐藤先生、お願いします。 

○佐藤先生 ちょっと話がずれるのかもしれないのですけれども、例の被災した美術館と

博物館の再開について、この事業は直接ではなくて、箱物のほうですが、基本的には52館

全部そのまま原状復帰させる、原型復帰させるというのが、当面の方針ということでいい

のですか。 

○文部科学省担当者 施設の経費については、私どもが担当しているわけではないのです

けれども、ただ、以前の施設の形をそのままというわけでは必ずしもなくて、例えばほか

の施設との複合施設を建てたりといったケースも実際にありますし、それはまさに地元の

御判断でありまして、我々は、元通りとか、そういうことに、特にこだわっているわけで

はございません。 

○佐藤先生 確認ですけれども、52館という目標は、最終的にもう一回52個の物をつくる

というよりは、集約化されているケースも含めて、もともとあった52館が、営業再開でき

ればいい。それはどういう形であったとしてもという理解でいいわけですね。 

○文部科学省担当者 要するにもとの機能を回復すればいいということです。 

○大西参事官 引き続き御質問等があれば、お願いいたします。 

○樫谷先生 今のところ、進捗はほぼ予定どおり進んでいるのですか。まだ大分試行錯誤

しなければいけない状況なのですか。ノウハウはたまってきているかということも含めて

です。 

○文部科学省担当者 修復方法については、資料によっては、難しいものも残っています

ので、まだまだ試行錯誤は必要だと思っておりますけれども、関係者と協力しながら、一

生懸命頑張っている状況です。 

○佐藤先生 時間があるようなので、別に今回のこの事業とは関係ないのかもしれないの

ですけれども、こういうものは、保険はないのですか。つまり文化財で、特に貴重なもの、

そこは博物館がそれぞれで選べばいいだけなのですけれども、今後こういうことが起こっ

たら、今後というのは、仮の話だと言うかもしれませんが、火事もあり得るわけだし、竜

巻もあるわけですから、被害を受けるということは、必ずしも地震・津波とは限りません。

例えば文化財については、何らかの形で、保険みたいなものは考えていないのですか。 

○文部科学省担当者 美術館・博物館の一般的な慣例として、収蔵品に対しては、保険を

かけないケースが多いです。通常、自分の館で保管している間は、保険をかけずに、貸し

出しをしたりするときに、保険をかけるということはあります。ただ、自分の館で持って
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いるときにおいては、通常の建物の地震保険であるとか、火災保険だけにとどまっている

場合が多いです。 

○佐藤先生 余計なお世話ですけれども、そういうものは、建物に対する補償にはなりま

すけれども、中身に対する補償には全くなっていないし、個人であれば、多分保険に入っ

ています。燃えてしまったら、元に戻しようはないのですけれども、ダメージを受けたら、

修理をしなければいけないということがあります。 

 最近だと、竜巻で、文化財であるお寺の屋根が飛んでしまって、それを直さなければい

けない。そういうときにお金は発生するわけです。そちらは建物で出るかもしれないけれ

ども、中身について、何らかの修理が必要になったときに、保険があると助かりますね。 

○文部科学省担当者 基本的に保険の仕組みとか、そういうものにタッチはしておりませ

んけれども、保険加入者などの問題もありますし、保険がいいというのは、制度的にはわ

かりますが、実際お金が集まって、それが回るようになるかというのは、別問題だと思っ

ております。 

○文部科学省担当者 一般的な保険であれば、定型的な保険があるのでしょうけれども、

展覧会は一つ一つの展覧会について、オーダーメードで保険を組んでいるのが一般的であ

ります。したがって、数もそれほど多くないということです。保険会社のほうで、そもそ

もそういう保険を組めるのかどうかという問題もあろうかとは思います。 

○大西参事官 どうぞ。 

○上村先生 修理した資料があって、それをこれだけ閲覧しました、活用しましたという

指標などはつくれるのでしょうか。修理したのだけれども、そのまま倉庫に眠っていると

いうことではなくて、修理して、博物館なり、美術館にちゃんと示すことができましたと

いうことを知り得る資料はありますか。活用というイメージなのですけれども、それはア

ウトカムとして、何か生きるという気がするのですけれども、いかがですか。 

○文部科学省担当者 個々の資料に着目して、どれだけ活用されたのかというのは、印象

として手間がかかるような気がしますので、館に負担をかけてしまうという気がします。

ただ、その資料を使って、展覧会をやったかどうかという程度であれば、できると思いま

す。 

○上村先生 言いたいことは、修理したのだけれども、お蔵入りというのは、余りよくな

いと思っています。修理して、大切にしまっておかないといけないものも、多分あると思

うのですけれども、ただ、これはミュージアムの再興事業ですので、要は開けて、人に来

ていただくことが目的になっています。そういう意味では、修理したものを閲覧するとい

うところが、一種非常に大事な行為だと思った次第です。コメントです。 

○文部科学省担当者 それについて申し上げますと、博物館資料を修理して、活用すると

いうのは、大変大切なのですけれども、材質によっては、非常に脆弱なものがあって、そ

ういうものを求めたときに、長さとか、活用の多さで、逆に資料に負担をかけるケースも

あるものですから、その辺は慎重だと考えております。 
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○中里先生 NHKか何かで、塩抜きの秘技とか、特別番組を組んでいただけたらいいですね。

金がかかりますね。でも、やってほしいような話です。 

○文部科学省担当者 少し前に、NHKでも被災文化財の修復についてやったことがありまし

て、環境的にも必ずしも適切なところではない中で、単純に塩抜きと言っても、繰り返さ

ないといけないということがあって、塩分は湿気を吸いますので、それを管理するという

のは、なかなか難しい中で、皆さん頑張っていただいていると理解しております。 

○中里先生 ジャーナリストの方が注目してくださるといいですね。そちらにもいらっし

ゃいますが、大変におもしろいというか、物すごく技術が必要そうです。 

○佐藤先生 これはけんかをしているみたいですけれども、実はいい機会です。こういう

形で、実はこんな事業があって、こういう形で修理をされている。やり方は、ああだ、こ

うだという議論していますけれども、これも１つの宣伝であり、国民に周知する１つの活

動だと思っていただければ、よろしいかと思います。せっかく文化財という形で、今回修

復されるのであれば、地元の方々はもちろんですけれども、国民みんなにその存在を知ら

せるべきだと思います。郷土ではよく知られているけれども、全国的には余り知られてい

なかった資源というのは、たくさんあると思いますので、こういったものを、ある意味全

国区に知ってもらう、よい機会になると考えたほうがよろしいと思います。 

○文部科学省担当者 今、宣伝とおっしゃっていただいたので、あえて申し上げますと、

これから2020年に向けて、やはりオリンピック・パラリンピックに向けて、文部科学省、

文化庁は、全国の文化プログラムで盛り上げていこうとしています。ですから、こういう

博物館の資料というのは、まさにそういうものの材料になるものでございますので、でき

るだけ期間内に、地域の宝ということで、活用できるように、私どもとしては、支援をし

てまいりたいと思っておる次第でございます。 

○樫谷先生 これは33年までかけて、そんなにかけて大丈夫なのですか。物が傷んでしま

って、修復できないとか、もっとスピードアップしなければいけないというのは、物によ

って精査されているのでしょうけれども、そこは十分に足りているのですか。 

○文部科学省担当者 被災している数というのが、膨大なものでございまして、これが劣

化しないように、まず保存をする。先ほどから試行錯誤と申し上げましたけれども、作品

を傷めない手順を見つけながらやっていく。32年ということで、地元も計画しております

ので、先ほど終わらないのではないかという御意見もございましたけれども、我々はそれ

をできるということで、支援をしてまいりたいと思っております。 

○樫谷先生 できるのも大事だけれども、早くやらないと、だめなのではないかという側

面もあるのではないかということを言いたいです。 

 あと、陳列をするという機能もあるのですけれども、保存するという機能もたしかあり

ますね。調査とか、保存するという機能もあるので、必ずしも陳列するばかりが機能では

ないと思うのですが、博物館というのは、大体展覧用というか、陳列用になっているので

すか。特に書類は、陳列してもしようがないので、いざというときに、どこかに保存して
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おくことが大事です。その辺は、陳列するものと、保存するものがあると思うのですが、

やはり同じように考えていいのですか。 

○文部科学省担当者 保存と公開と両方大事だと思っておりまして、物の状態によって、

頻繁に公開できないものも当然ありますけれども、見ていただいて、価値を知っていただ

くことも大事なことだと思っておりますので、それは両輪として、取り組んでいくものだ

と思っています。 

 あと、早くやるということについては、例えば単年度の額を増やして、人手をたくさん

集めてということになると、多少早く終わることもあるのかもしれないのですけれども、

単年度の額の問題と、あとは、資料として、方法を工夫しながらやっていく必要があると

いう問題がありまして、それでも、32年度までには、何とか終わらせたいということで考

えております。 

○樫谷先生 物としては、大丈夫だと考えていいということですね。漫画が劣化しても、

すぐにまたあれなのですね。 

○文部科学省担当者 そういう優先順位も考えながら、傷みがひどいものについては、優

先するということを考えております。 

○大西参事官 それでは、阿部先生から、取りまとめ、コメント案の御説明をお願いいた

します。 

○阿部先生 ６名の有識者の評価結果は、抜本的改善が２名、一部改善が３名、現状通り

が１名でした。 

 主なコメントですけれども、重要な事業であり、継続しつつ、得られた修理のノウハウ

をさまざまな形で生かしてほしい。 

 長期にわたる支援であることから、補助額の妥当性については、検証すべき。 

 作業方法等の改善によるコストダウンに留意すべき。 

 集中復興期間の成果をもとに、今後の５年間については、一般的な災害復旧事業として、

一般会計の新事業として実施すべきではないか。 

 復興特会で継続する場合は、自治体負担を導入すべきではないか。 

 指定文化財以外のものについては、一定の地方負担を求めるべき。 

 今後の類似事例があることを考えれば、一般会計化も検討すべきというものがありまし

た。 

 以上を踏まえまして、評価結果としましては、事業内容の一部改善。 

 取りまとめのコメントとしては、１番目、地元にとって価値がある文化財については、

一定の地方負担を求めるべき。 

 ２番目、長期的な事業になることを踏まえて、コストダウンを継続的に検討することが

必要である。 

 ３番目、今後の類似の事例が生じる可能性があることなどから、一般会計による事業も

検討すべきということでございますが、御意見はいかがでしょうか。 
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 私からなのですが、１番目は「地元にとって価値がある文化財については、一定の地方

負担を求めるべき」とすべきか、あるいは「一定の地方負担を求めることも検討すべき」

か。個人的には後者ではないかと思うのですが、先生方はどのようにお考えでしょうか。 

○佐藤先生 検討すると言うと、多分やらないので、これは「べき」でいいと思います。 

○阿部先生 「求めるべき」ですね。 

○佐藤先生 これはこちらの意見ですから、最後に決められるのは文化庁さんです。 

○阿部先生 ほかの先生方は、いかがでしょうか。 

○水上先生 私もその意見に賛成です。 

○樫谷先生 「地元にとって価値がある文化財」というのは、どういうふうに決めればい

いのか、決められるのですか。どの分を負担してくれれば、いいのかということになりま

す。 

○阿部先生 価値は全てです。 

○樫谷先生 正直言って、価値だからね。 

○阿部先生 前半の定義が非常に難しいことと、そうすると、全部について、負担を求め

るべきというコメントになる点がどうかという、私の個人的な意見です。 

○樫谷先生 概念としてはわかるのですけれども、具体的にこれが地元にとって価値があ

るかというとね。ひょっとしたら、明らかなものもあるかもしれませんけれどもね。 

○佐藤先生 これは上にないので、正確には「指定文化財以外のもの」なのではないです

か。私が適当に書いたものが、そのまま使われているような気がするのですけれども、上

の主なコメントから受けないといけません。 

○阿部先生 「指定文化財以外のものについては」のほうが、いいということですか。 

○佐藤先生 はい。気持ちが悪ければ「原則」などをつけてね。上と対応しないとおかし

いです。 

○阿部先生 上にあるように「指定文化財以外のものについては、原則、一定の地方負担

を求めるべき」。そういうことでしょうか。 

○佐藤先生 そうです。 

○樫谷先生 それはいつから求めるのですか。34年度以降なのか、その前なのか。 

○阿部先生 今後、検討していただくということだと思います。 

○中里先生 もうやってしまったということです。 

○阿部先生 ほかにコメントはございますでしょうか。よろしいですか。 

（「異議なし」と声あり） 

○阿部先生 そうしたら、１番目のコメントについては、上にあるように「指定文化財以

外のものについては、原則、一定の地方負担を求めるべき」に変更した上で、本件につい

ての取りまとめコメントとしたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○大西参事官 どうもありがとうございました。 
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 続きまして、「環境モニタリング調査」の議論に移らせていただきます。 

 入れかえに少しお時間をいただきますし、ちょっと休憩をとりたいと思いますので、15

時５分再開でお願いいたします。 

（文部科学省関係者退室） 

 

（休  憩） 

 

（環境省関係者入室） 

○大西参事官 それでは、「環境モニタリング調査」の議論に入らせていただきます。 

事業所管部局でございます環境省から事業概要の御説明をお願いいたします。 

○環境省担当者 環境省でございます。 

 お手元のポンチ絵がございます環境モニタリング調査、この資料に基づきまして、私ど

もの行っております事業概要を簡単に御紹介させていただきます。 

 まず、１ページ目でございますけれども、この環境モニタリング調査はどういう目的で

やっているかということでございますが、東日本大震災によって出てきました放射性物質

を中心とした、いろいろな物質の基礎的な情報を把握するとともに、国民の皆様に正確な

情報を提供する。この情報提供を通じまして、被災地周辺の早期の環境回復状況、それか

ら、国民の安心の確保に資する、これが大きな目的になっております。 

 では、具体的にどういうことをやっているかということでございます。大きく分けて４

つございます。公共用水域の放射性物質モニタリング、いわゆる河川、湖沼、海域、こう

いったものの放射性物質のモニタリング。それから、地下水におけます放射性物質のモニ

タリング調査。３番目としまして、被災影響海域における海洋環境関連モニタリング調査

ということで、２つに分かれております。１つは有害物質の海洋モニタリング調査、もう

一つは洋上漂流物に係る海洋表層環境調査ということで、これはいわゆる国際機関による

調査で、後ほど詳細を御説明させていただきます。４番目としまして、大気に出ますアス

ベストの大気中濃度モニタリング調査。大きくこの４つの項目からなっております。 

 では、具体的に、公共用水域のモニタリング、それから、地下水のモニタリングのモニ

タリングはどうなっているかということでございます。１枚おめくりいただきまして、次

のページでございます。このモニタリングにつきましては、政府が決定しております総合

モニタリング計画に基づきましてモニタリングを行っております。 

 左下の図をごらんいただきたいのですけれども、地下水につきましては、福島、それか

ら、近隣６県の約370地点において調査を実施し、結果を公表しております。 

 また、公共水域、河川、湖沼、海域でございますが、これは右側の地図でございますけ

れども、福島、それから、近隣１都７県の約600地点におきまして調査を実施し、その結果

を公表しております。 

 ここにありますように、主に環境省ホームページでの結果の公表を行っているものでご
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ざいます。 

 次のページでございます。被災影響海域における海洋環境関連モニタリング調査という

ことで、まず１つ目の有害物質等海洋モニタリング調査でございます。これにつきまして

は、福島第一原発事故、東日本大震災によって出てきました放射性物質、それから、いわ

ゆる化学物質、こういった有害物質がどのように海洋に広がっているかを調査するもので

ございまして、右側の地図をごらんいただきたいのでございますが、福島、それから、岩

手の海洋で、26年度につきましては38の測点において、これら化学物質、それから、放射

性物質の調査を行っております。結果につきましては、これも同様に随時公表させていた

だいているところでございます。 

 同様の海域モニタリングにつきまして、被災影響海域における海洋環境関連モニタリン

グ調査ということで、国際機関、日米加のPICESという国際機関にお金を拠出させていただ

きまして、東日本大震災で流れ出たいろいろな漂流物が海を渡ってアメリカ大陸のほうに

行ってしまうわけですが、こういったものがどういう環境影響を及ぼすのか。特に海洋生

物へのリスクです。アメリカのほうでいろいろ、カキの養殖、そういったことをやってい

るわけですが、そういったところに影響があるのか、ないのか。それから、実際、そうい

うところに日本から流れていったものが根づいているかどうか。そういった漂流物がアメ

リカのほうに影響を及ぼしているかどうかを、３年間にわたって、いわゆるリスク評価と

いう形で調査させていただいているものでございます。 

 最後でございます。アスベスト大気濃度モニタリング調査でございます。これは、大震

災によって壊れました建物、瓦れき、こういったものを処理しているわけですが、その際

にアスベストが飛散するおそれがございます。このアスベストがどのような状況にあるの

かをモニタリングし、住民等に情報を提供するといった活動内容でございます。 

 具体的には、右側をごらんいただきたいのですけれども、24年度は719地点、25年度は489

地点、26年度は福島県の95地点ということで、計画に基づきまして、年１回以上公表して

おります。この調査結果をもとに、飛散防止対策や曝露防止対策、こういったものを総合

的にしまして、最終的に住民のアスベストからの安全確保を進めていくという内容になっ

ております。 

 駆け足で恐縮でございますが、概要は以上でございます。ありがとうございました。 

○大西参事官 それでは、先生方から御質問等あれば、お願いします。 

 上村先生、お願いします。 

○上村先生 レビューシートの２ページ目にアウトカムがありますけれども、これはどう

もアウトカムになっていないなと思っています。その点についてコメントくださいという

ことと、もう一つ、３ページ目に単位当たりコストがあるわけですけれども、①から④ま

であるのですが、①の単位当たりコストが平成26年度で、ちょっとはね上がっています。

ほかのところは下がっているのですけれども、なぜ①が26年度上がってしまったのか、こ

れについて教えてください。 
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○環境省担当者 まず、アウトカムの件でございますが、これにつきましては、ここに書

いてございますように、調査結果の公表回数ということで記載させていただいております。

この事業の目的が、いわゆる住民の安全・安心ということで、広くこの情報をまず知って

いただくということではないかと考えました。そこで、住民の方が安心している、あるい

は安全であるというのを評価するアウトカムというのは、なかなか定量的にお示しするの

が難しいということもあったものですから、定量的にできるものとして、ここにあります

調査結果を公表する回数、速報であったり、公表回数ということで選定をさせていただい

ているものでございます。 

 それから、２つ目の単位当たりのコスト、25年度から26年度について、変わっていると

いうところでございますけれども、①の御指摘ですね。 

○上村先生 そうです、①ですね。②から④は下がっていくのですが、①だけ、25年から

26年にかけて上がっています。 

○環境省担当者 これにつきましては、毎年度、競争入札という形で業者を選定させてい

ただいているのですが、25年度から26年度にわたって落札された価格に差がございました。

モニタリングする地点の数は変わっておりませんので、総体的に１地点当たりの単価が上

がったと、そういう形になっております。 

○大西参事官 佐藤先生、お願いします。 

○佐藤先生 今の質問にかぶる感じですけれども、まず１つは、アウトカム指標として出

されているのは、正確にはアウトプット指標であって、行政が決められるものなので、ア

ウトカムということであれば、事前勉強会ではそういう設定になっていないという御説明

だったのですが、最低限、ホームページに対するアクセス数とか、ちょっと違う指標がな

いと、世間にどれくらい周知されているのかがわからないかなというのが１つと、さっき、

単価、業者が変わったのでというお話だったのですけれども、25年度、26年度を見ると、

25年度は執行額はちょっと上がっていますけれども、26年度は、予算、執行額とも下がっ

ているので、ここだけ何か特殊要因があったと思っていいのですか。調べる中身が変わっ

ていたとか。 

○環境省担当者 今、御指摘いただきましたアウトカムの件につきましては、本日御指摘

いただきました点も踏まえまして、今後、事業を展開するに当たりまして、どのようなア

ウトカムが適切かということについて、もう一度、私どもでも検討させていただきたいと

思います。 

 あと、予算の件につきましては、モニタリングの地点数につきましては、26年度と27年

度で特段大きくは変わっておりませんので、我々としてみれば、事業の内容に特段変更は

ないと思っております。ここは純粋に競争入札したときの落札価格の違いとなってまいり

ます。公共水域のモニタリング結果ということで、そうでございます。 

○樫谷先生 競争性はどうだったのですか、それぞれの年度の。入札参加者の数だとか、

あるいはこれ、１カ所ずつやっているのですかね。 
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○環境省担当者 25年と26年の違いにつきましては、実は、25年度と26年度は最終的に同

じ業者が落札したところでございますけれども、25年度と26年度で落札の金額に大幅な差

がございました。地点数につきましてはほとんど一緒でございますので、そういった意味

では、25年度が我々が想定したよりもかなり低い金額で落札されて、26年度は我々が想定

した金額に近いところで落札されたというのが実態でございます。 

○樫谷先生 入札の参加者は何社ですか。 

○環境省担当者 25年度は３社が入札しておりまして、26年度は２社になっております。 

○樫谷先生 では、競争はあったということですね。 

○環境省担当者 そうです。いわゆる一社入札ではなかった。 

○上村先生 こういうモニタリングの調査をしている業者は、技術的には非常に特殊なこ

とをされているのか。つまり、余り入札者数が多くないということは、特定の技術を持た

ないと入札ができない、応募できないという形になっているのでしょうか。 

○環境省担当者 いわゆる放射線のモニタリングにつきましては、出てきたものを取って

くるというよりも、その後の分析のところで、ただ測ればいいというわけではありません

し、正確な数値を出すという意味での技術的なノウハウ、それから、装置を使いこなさな

ければいけないということで、言葉は悪いですけれども、誰でもできるというものではな

くて、それなりのノウハウを持っている、あるいは知見、経験のあるところが入札してく

ることになっております。 

○樫谷先生 もう一度確認なのですが、全部を１つにまとめて入札になっているのですね。

それとも幾つか分割をして、それぞれが入札になって、結果的にこうなっているのか、そ

こはどうなのですかね。専門性の問題があるので、分けて、参加者がいるのかどうかとい

うのはあるのですけれども。 

○環境省担当者 こちらのシートにあります１番から４番につきましては、４つ別々に入

札をしております。 

○樫谷先生 まとめての入札ですね。分割してではなくて。 

○環境省担当者 この１年分の活動全てを一括してやっているということでございます。 

○阿部先生 よろしいですか。７ページの資料を見ますと、Ｃの項目で環境総合テクノス

という会社は、一社入札で落札が98％、それから、日本エヌ・ユー・エス、Ｄという項目

で、これも一社入札で、99％の落札。一社入札ですから、そういう形になるのかなという

気がいたしますが、さらに６ページの資料を見てみますと、今、申し上げた２社について

は、請負契約であるという理由から、内訳は開示されていないということでございますの

で、そういうことからすると、つかみの金額で、内訳の明細を知ることなく、するか、し

ないか、さらにそれが一社しかいないという状況なのですけれども、そういう先にもう少

し強く依頼して、国費の支出の透明性という観点から明細を求めることはできないのでし

ょうか。 

○環境省担当者 ありがとうございます。 
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 御指摘はごもっともだと思っております。今回もそういったお願いはしていたのですけ

れども、引き続き、そういった依頼をしていきたいと思います。 

○水上先生 この事業は基本的には終了予定がないので、ずっと続けていくことを前提に

した事業だという理解でいいですか。 

○環境省担当者 この事業は、先ほど申しましたように、住民の皆さんの安全・安心とい

うことが大前提でございます。特に放射線につきましては、そういう側面が強うございま

すので、今のところ、いつ終わるというのは考えておりませんが、例えば、これ以上放射

線についての調査を行う必要がないという地元の要請とか、あるいはその客観的状況が発

生すれば、その段階でモニタリングを終了することはあるかと思いますが、少なくとも今

の段階で、どこで終了すると申し上げるのは若干時期尚早ではないかと思っております。 

○水上先生 調査結果を詳細に検討しているわけではないのですが、大体こういうものと、

だんだん数値が下がっていって、ある一定の閾値に近づいてきて、今後、特段の事情が新

たに発生しない限りは上がらないよねというのが確認されるみたいなタイムスパンがある

と思うのですけれども、そういう意味で言うと、数字が安定してくるのはいつぐらいにな

りそうなイメージであるのですか。 

○環境省担当者 公共用水域、それから、地下水に関して申し上げますと、河川について

は、ほとんどのところでは流れているというのは出ていないのですが、実は、そこの底質

といいますか、土の部分、それから、湖沼はどうしても沈殿しているといいますか、結構

な数字が出ております。ただ、それは、あるからといって、すぐに危なくなるというもの

ではないのですけれども、そういった数字があるということは、今後どう推移していくの

か、基本的に放射性物質は御存じのように減衰してまいりますので、少なくなる方向では

あるのですが、その数値を見て、ここはこれ以上やらなくていいよと言っていただけるま

では、経時変化は追いかけていく必要があると思います。したがって、今やっている地点

数をそのまま維持するかどうかは、データを見て、今後も精査していくことが適切ではな

いかと思っております。 

○水上先生 すると、比較的高い数字の部分であるとか、あるいは今やっているものの密

度を少し小さくするみたいなことを考えながら、事業としては続けていこうと考えている

という理解ですか。 

○環境省担当者 技術的なことを申し上げればそういうことになりますが、この調査につ

きましては、御地元の自治体ですとか、住民の方の御意向が非常に強いと思っております。

仮に数字が今は出ていませんということであっても、将来的にずっと出ないのかというこ

ともあるかと思いますので、モニタリングを続けていただきたいという要望があれば、そ

れはある程度お答えしていく。もちろん科学的にこうですよというのを説明しながらも、

続けていく必要があるのではないかと思っています。 

○水上先生 地元の方の御意向という話が今、何回か出たのですけれども、地元の方に説

明をして、地元の人がそれをどういうふうに言ってみたいな、ある意味、それはアウトカ
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ムになり得るかもしれない話なのですけれども、地元の人との関係での、説明会をやって

いるとか、地元の人との関係でこれぐらい閲覧されているとか、それによって、地元の人

たちがどれぐらい安心してくれているかアンケートをとっているとか、そういうことは何

かやっているのですか。 

○環境省担当者 現段階におきましては、この調査をやるに当たって、公共水域の調査に

ついては、まず、どこを調べるのかということについては、地元の地方公共団体の意見を

聞いて地点を選んでおります。その結果につきましては、いわゆる地方公共団体に出させ

ていただきます。そこから先、地方公共団体の方が、地域の住民の説明会ですとか、そう

いうところでこのデータを引用していただくという形になっていると考えております。例

えば、楢葉町の住民説明会の資料とか、「放射線Ｑ＆Ａ」という小冊子を使われている中

で、我々のやっている放射線のモニタリングの結果、こうなっていますという形での情報

引用をしていただいているというのが現状でございます。 

○水上先生 私は今、話としては肯定的に聞いていて、なるほど、ちゃんと地元の人に還

元しているのだなと聞いたのですけれども、だったらまさにそれはアウトカムとしてちゃ

んと出したらいいのではないですか。 

○環境省担当者 そこの点につきましては、我々が直接何か働きかけるというよりも、地

元の自治体の方が使っていただいているということでございますので、そこは確かにおっ

しゃるとおり、一つのアウトカムの指標の候補として検討させていただきたいと思ってお

ります。 

○水上先生 とりあえず、今のアウトカムがアウトカムでないことは割と論理的に明らか

で、これはアウトプットであることは間違いないと思うのですけれども、何をアウトカム

にするかはなかなか難しいところではあると思いますが、一つ、地元の人たちに安心して

もらうことが事業の目的なのだとすれば、地元の人たちの安心に現実にどれだけ資する活

動が行われたのかというのは、実際に説明をしたのが地方自治体の人であったとしても、

国の事業の正当性を基礎づけるアウトカムではあると思うので、むしろ、何回やったのか

はちゃんと計算してもらって、アウトカムでやってもらうというのは全然いいと思います

し，現実に地元が全く使わなくなっているという状態があるのだとすれば、その地点の調

査は要らないかもしれませんねということにも、判断基準としてあり得るのかもしれない

ですし、そこはぜひアウトカムとして設定されて、きちっと調査をされたほうがいいので

はないかと思います。 

○環境省担当者 御指摘ありがとうございます。 

 このプログラム、先ほど申しましたように、住民の方の安全、もしくは安心というとこ

ろにつながるプログラムと思っていますので、おっしゃるとおり、それをどうやって測る

のかは非常に難しい指標だと思いますが、なるべくそこに近い形で評価できるような、い

わゆるアウトカム、先生から御指摘いただいたのも一つの候補かと思いますが、我々の方

でも何が適切かということにつきまして、今後検討させていただきたいと思います。 
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○水上先生 もう一点なのですけれども、終了予定がないというところに絡む話なのです

けれども、私自身はこういう調査は割と肯定的で、基礎的な情報がないといろいろ判断で

きませんよねと思っているのですけれども、逆に言うと、もし特会が終わってしまっても

やるということになりますかね。必要であれば。 

○環境省担当者 地元からの御要望とか、住民の皆さんがどう思っていらっしゃるかによ

ると思うのですけれども、環境省としましては、復興の一環として、この事業をどのよう

にしていくのかというのは、まず全体の大きなビジョンの中で議論していただいた結果、

どこかでやるということであれば、適切な財政措置を講じていくというのはあり得るのか

と思っております。 

○上村先生 レビューシートの３ページ目に、モニタリング地点数が上のほうに書かれて

います。こちらを見ると、少しずつ減っているような状態かなと考えられますが、減らす

ときの判断はどのようになされているのでしょうか。例えば、一番上の①のモニタリング

調査だと、地点数が701から602ですか。３番目のだと、57から38、アスベストのほうは劇

的に、400あったのが95ということですけれども、これはどういう判断をもとに地点数を下

げるのか。地点数を下げると予算規模が縮小されるわけですけれども、これはどういう判

断をされているのでしょうか。 

○環境省担当者 １番目、それから、２番目につきまして御説明させていただきます。こ

のモニタリング地点数につきましては、開始の前に御地元に、どこを測りますかといった

調整をさせていただいております。したがって、24年度は、具体的なことを申しますと584

地点でやっているわけですが、その後、地元からの要請等ありまして602に増やしてほしい

ということになりました。そういう経緯がございます。 

 地下水につきましては、これも同様でございまして、ここについて調べてほしいという

要望に基づいて、この地点数を出しているということでございます。 

○上村先生 ということは、やめたところの判断は、地元の意向が入っていると理解して

よろしいですか。 

○環境省担当者 基本的には、その数値を見て、ここはもう結構ですという地点が何点か

あったということでやめていると御理解いただいて結構です。 

○上村先生 この地点数というのは、地元の方々の不安とか、そういうものが反映されて

いるとも考えられるという形でいいですかね。 

○環境省担当者 実際に測る地点数の決定に当たっては、そこの意見を聞いておりますの

で、そういうところを反映させていただいているということでございます。 

○上村先生 あと、もう一点いいですか。例えば、公共用水域放射性物質モニタリング調

査、これは地点数、26年度、602ありますけれども、こちらのモニタリング調査を行ってい

る会社が、２社応募して１社ですね。600を全て１社でやっているということですけれども、

規模の経済もあるので、１社でやったほうがいいかもしれませんが、２社に地域を分割し

て、その技術は非常に特殊だと言われたので、もう一つ企業を確保しておくということは
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あり得ないのでしょうか。 

○環境省担当者 一つの方法としてあるかもしれませんが、測定機器を変えるということ

が、出てくるデータの信頼性にかかわってまいりますので、１つの会社がきちんと校正を

している計測機器で統一的にやるほうが、最終的に出てくるデータの信頼性が高まるので

はないかと思います。 

○上村先生 なるほど。それはそうかもしれません。ただ、同じ技術をずっとその会社に

やっていただくと独占になってしまうかなという気がしていて、そこはちょっと危惧して

いるところです。 

○環境省担当者 御指摘につきましては、私どもとしては、入札する件数が２件とか３件

でございますので、そこをなるべく改善できるような、例えば、入札の期間を長くとると

か、あるいは条件を緩和するとか、入札の数がふえるような努力はあわせて続けていきた

いと思っています。 

○大西参事官 そろそろコメントシートの御記入をお願いできればと思います。 

 お願いします。 

○佐藤先生 この情報ですけれども、読ませていただきますと、今のところは基本的にホ

ームページにアップする、自治体に通知するということだったと思います。もう少し積極

的に、特に風評被害とかもありますので、自分たちから率先してと言うと変ですけれども、

マスコミにどんどんと公表するとか、自分たちのほうから情報を使ってアピールしていく

ということは余りしていないと思っていいのですか。 

○環境省担当者 公共用水のモニタリングにつきましては、必要に応じてプレス発表させ

ていただいておりますので、そういった意味では、単にウェブに載せるだけではなくて、

こういうことを発表しますというのを我々から積極的には出しております。 

○佐藤先生 実際、例えば、福島とか、東北の農産物とか、いろいろと風評被害の問題が

ありますけれども、こういったものについて、農協とかで、この種の情報を使って、顧客

に対する説明とか、卸すときのスーパーに対する説明とか、実際、農産物とかの流通経路

でもこういうのは活用されていると思ってよろしいのですか。そういう実態は把握されて

いないと思っていいのですか。 

○環境省担当者 申しわけございませんが、我々が出したデータが地元でどのように使わ

れているかというのは、先ほどありました地元説明会で使われているというのは、幾つか、

我々は情報をつかんでおりますけれども、それ以上詳細なことは調査しておりませんで、

そういった意味で、先生、御指摘のような形で使われているかどうかは現段階では把握し

ておりません。 

○樫谷先生 福島では、農産物を出荷するときには１個１個濃度を測定しているのでした

か、今でも。わからないですか。 

○環境省担当者 米とかであれば、たしか全数検査を実施しておられるかと思いますが、

私ども、直接担当ではございませんので、正確ではないかもしれませんが、そのように聞
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いております。 

○水上先生 この事業の目的なのですけれども、まず、前提として私は、こういう基礎的

な情報をきちっと捉えるというのは、それこそ県民健康調査みたいなものもぜひ続ければ

いいと思うし、こういう環境調査みたいなものもやればいいし、基礎的な情報がきちっと

あることは極めて重要だと思っているのですけれども、その上で、これは地元の復興を目

的にやる事業なのか、それとも国が原発事故の責任をちゃんと取るために必要な基礎的な

情報だからきちっと集めるという議論なのか、どっちなのだろうと考えると、後者なので

はないかという気もするのですけれども、どうなのですかね。 

○環境省担当者 御説明させていただきましたように、我々が調査している範囲は非常に

広うございまして、例えば、この部分がどの程度の放射線量なのかということで、今、避

難されている地域についての放射線の実態を知っていただくことによって、戻っていただ

く、復興の一環だと思いますが、そういうことに使っていただければと思っておりますの

で、そういった意味では、やはり復興の下支えといいますか、側面的に支援するというの

でしょうか、その活動の一環ではないかと我々は考えております。 

○水上先生 例えば、海外に行ってしまうものも含めて、海洋の放射線汚染がどうこうみ

たいな話は、それによって福島に帰るかどうかというよりは、原発を起こしてしまった国

の責任として、当然、海外にどれぐらいの影響があるかというのは把握をしなければいけ

ないし、影響が小さいのであれば、ちゃんとそのことを説明する必要があるし、影響がも

し大きいのであれば、何か対応をとらなければいけないしということだと思うのですね。

まさに海外に対する影響みたいなものも含めて調査されているのですね。とすると、単に

帰還するか、しないかみたいな話のレベルを超えているのではないかという気もするので

す。 

○環境省担当者 御指摘のとおり、洋上漂流物による海洋表層環境調査は、日本から外に

出ていったものがどうなのかということで、復興という視点からいくと若干違う整理にな

るかもしれません。ただ、ほかの調査につきましては、基本的に、その地域が安全ですよ

ということを科学的に証明させていただくというか、示すことでございますので、広義の

意味での復興の支援ということではないかと思っております。 

○水上先生 これは意見なのですけれども、今の地元の方々の意見という話ももちろん大

事なのですけれども、当該地域の農作物は安心なのかどうかとか、漁業生産物、お魚とっ

たらどうなのかというのは、そこに住んでいない人にとっても非常に重要な情報ですね。

帰るかどうかにも大事だけれども、東京で福島県産の農作物とか、漁業でとったものを食

べる人にとっても非常に重要なもので、だとすると、この情報は別に特定の人たちだけが

受益するというものではないのではないかと私は理解をしていて、今回の原発事故は誰の

責任なのか、法的にどうかというところはともかくとして、少なくとも日本国として責任

を取らなければいけないのは間違いないわけで、だとすると、これはむしろ環境省の本来

業務の中に位置づけてしまってもよくて、ずっと続けなければいけないかもしれない事業
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なのではないですか。つまり、復興、特別の期間で、５年間だけ限定でやりますというも

のではないのではないかという気がするのですけれども、どうですか。 

○環境省担当者 環境省におきましては、これとは別に、福島周辺ではなくて、全国の放

射性物質のモニタリングを行っております。これはいわゆる水準調査と申しまして、放射

線の線量が毎年どのように変わっていくかということで、別途、基礎的な調査はやってい

るわけです。こちらはあくまで福島周辺に集中的にやっているということでは、そこに戻

られる、あるいは住んでいらっしゃる方、周辺にいらっしゃる方に対する安全・安心とい

うことで、若干位置づけは違うのではないかと考えております。 

○水上先生 ある意味で言うと、放射性物質の発生源に近いから、そこは調査密度が高い

のだという議論だと考えれば、別に全体の中で位置づけてもおかしくはないような気がし

ます。というのは、どういうことかいうと、余り特会事業、特会事業というと、特会が終

わってしまうともうやらないのですかという話に最終的にはつながると思うので、もうち

ょっと息の長い事業でしっかり責任取らないといけないのではないですかという、やめた

ほうがいいというよりは、もうちょっと責任の取り方として、息の長い事業で考えたらい

いのではないですかというスタンスで私は言っているのです。 

○環境省担当者 御指摘ありがとうございます。 

 正直言いまして、予算措置との関係になってくるかと思いますが、福島の事故が、皆さ

んがこれで大丈夫と言っていただくというのは非常に重要なポイントだと思います。そこ

まで何らかの形で国が住民の皆さんの安全について責任を負うというか、情報を出してい

くというのは重要な活動だと思っておりますので、先ほど申しました、別にやっておりま

す水準調査、こういったものとの関連も含めまして、どのような形で、この放射線モニタ

リングを続けていくべきかということについては、将来とも検討させていただきたいと思

います。 

○大西参事官 お願いします。 

○佐藤先生 私も若干感想になるかもしれないですが、せっかくこういうモニタリングを

して、かなり精緻な結果を出されているとすれは、それをいかに福島を含む被災地の復興

と連動させていくかということが本当は問われていて、住民の帰還の意思決定もそうだし、

農業の再開もそうだし、漁業の再開もそうだし、より重要なのは、対外的に海外とかに、

例えば、日本の農産物や水産物は大丈夫なのですよというときに、根拠資料を求められた

ときに、実はこういう結果もあるのですよと使うとか、まさに公共財としての情報なので、

単に出して、プレスも含めて発表して、はい、おしまいというよりは、せっかくいろいろ

な復興事業が今、動いているわけですから、そことどうやって連結を図っていくのか、そ

こを工夫しないと、さっきの話ではないですけれども、息の長い事業としても続けにくい

のかなと思うのですけれども、ほかの事業との関係を意識されたりすることはあるのです

か。 

○環境省担当者 私どもは、事実を科学的に調べるというところを担当させていただいて
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おりますので、もちろん、ウェブで公表しているというのも、広く使っていただきたい、

利用していただきたいという前提でそういうことをやっているわけでございます。御指摘

いただきました、データをどう使っていただくかというのは、まず我々、こういうことを

やっていますよというのをいかにPRするかという話かと思いますので、今後、そういった

ところも、いわゆる情報発信という形での強化もあわせて考えていきたいと思います。 

○大西参事官 上村先生、お願いします。 

○上村先生 洋上漂流物に係る海洋表層環境調査で、PICESに対する資金拠出がこの事業で

なされているということなのですけれども、13ページの資料を見ていると、事業概要とし

て、リスク評価と、３年間の予定で実施すると。これは３年間の事業として考えていいで

すか。何年からスタートして、３年で終わると考えていいですか。 

○環境省担当者 ありがとうございます。 

 現在やっているのは、25年から、26年、27年（※正しくは26年から、27年、28年）の３

年間でございますが、その前には、洋上漂流物がまだ米加に到着しないということで、シ

ミュレーションをNOAAと一緒にやりながら、それを提供させていただいていました。今回

も、到着したと。その中で地元で随分騒がれたのが、日本由来の付着生物が、日本から見

ると、アメリカ、カナダの海洋については随分生物多様性が低いものですから、爆発的に

ふえる可能性があるということで、非常に地元で懸念されたといった中で、我々は何か貢

献できるかとしたときに、日米加、３カ国の科学者が一緒になって、そういった影響につ

いてリスク評価をしていこうという中で、地元の方々にもその結果が受け入れやすくなる

のではないかということでやらせていただいております。一応、年限を切ってやらせてい

ただいておりますけれども、３年間の取りまとめをやった結果として、引き続きとなれば、

そのときまた考えていかなければいけないわけですけれども、一区切りとして３年間、今、

考えさせていただいて進めております。 

○上村先生 とすると、27年度で一応、ワンタームが終わるという予想だと。 

○環境省担当者 はい。 

○上村先生 わかりました。次にどうなるかというのはまだわからないのですね。 

○環境省担当者 まだ１年目の結果しか出ておりませんので、２年、３年の結果を頂戴し

て、整理した上で、米加の科学者とも相談しながら整理していければと思っております。 

○上村先生 これは非常に大事な事業かなとも思うのですけれども、先ほどから話がある

ように、これがどこまで復興事業なのかという問題はあるかなと思うのです。なので、本

来だったら、ひょっとすると一般会計の話かもしれません。これはわからないですけれど

も、確かに原発関連で出てきた事業ではあるのですけれども、この復興特会の中でやるべ

きなのかというのは、別途考えないといけないかなと思います。これは意見です。 

○樫谷先生 よろしいですか。ここは公共用水域と地下水質、あるいは海域ですね。普通

の土地というのですか、山も含めて、そこはどこがやっているのでしたか。ここは水系で

すね。公共用水域だとか、地下水質とか、あるいは海洋ですから、水系ですね。表現が妥
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当かどうかわかりませんが。そうではなくて、農地だとか、あるいは住宅地とか、あるい

は林野とか、いろいろありますね、山林とか。そういうところはどこがやっているのです

か。そこと合わせ技ですね、いずれにしたって。ただ、ここをやっていれば大丈夫なのだ

と認識したらいいのか、それはどう考えたらいいのでしょう。 

○環境省担当者 御指摘いただきました点につきましては、説明書にもあります総合モニ

タリング計画に基づきまして、例えば、土壌、大気ですと、規制庁が行うとか、あるいは

国交省が行うという役割分担がある中で、水の部分につきましては環境省と県でも行うと

なって、そういう役割分担で行っております。 

○樫山先生 まとめてどこかで公表しているのですか。縦割りもそうですけれども。 

○環境省担当者 現段階ではそれぞれが行ったところで発表しておりますが、全体は規制

庁で取りまとめるということで、総合モニタリング計画上にはなっております。 

○樫山先生 規制庁というと。 

○環境省担当者 原子力規制委員会で最終的に取りまとめるとなっております。 

○上村先生 さっきのモニタリングをしている地点をやめているところがある、これは地

元との調整だと言われたのですけれども、そういう意味では、数値が下がってきて、この

あたりだったら安心かなということを、皆さんから地元に持っていくのですか。モニタリ

ングを持続しますか、やめますかという話を持っていくのでしょうか。 

○環境省担当者 ごらんいただいた資料の中で一番典型的に地点数が減っていたのはアス

ベストのモニタリングなのですが、これは瓦れきの処理でありますとか、建築物の廃材の

際に出てくるものを周辺で測っておりますので、そういうサイトがなくなれば当然減って

いくということでございます。 

○環境省担当者 海洋につきましては、基本的に専門家の方々の御検討という形があるの

ですけれども、環境基準値について、それを下回るような値が数年続けば、そこについて

はとりやめるという形で、だんだん絞り込みを行っております。 

○環境省担当者 放射性物質、特に水におきましては、目に見えないというのもあります

し、仮に減ったというデータがあっても、それは一定程度のトレンドとして続かないと、

どこかでまた戻ってくるのではないかと。つまり、山から来るとか、いろいろなことがあ

りますので、そういった意味では、落ちたからすぐにやめましょうという形には多分なら

ないと思います。やはり一定期間のモニタリングは継続する必要があると考えております。 

○大西参事官 お願いします。 

○佐藤先生 まだ時間があるようなので。少し話が戻ってしまうかもしれないのですが、

入札のところで幾つか会社の名前が、一番わかりやすいのは５ページですかね、レビュー

シートのところに出ているのですが、単にイメージとして知りたいのですが、非常に専門

の技術が必要であるということですので、国内には余りないのかもしれないのですが、こ

れはどんな会社なのですか。東北緑化環境保全とか、環境総合テクノスとか、もともとど

ういうことをやっていらっしゃる会社で、イメージを持ちたいので、日本では、モニタリ
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ングとか、特に放射線関係とか、地下水も含めて、こういうことができる会社はどれくら

いあって、かつ、こういう会社は、東北という名前があるので、これは東北に拠点がある

のかなと思ったのですけれども、どんな会社だと思ったらよろしいのですかね。 

○環境省担当者 今、御指摘いただきました会社は、従来は原子力施設の周りで、こうい

うモニタリングをやった経験のある会社でございます。 

○佐藤先生 原子力周辺にいる、もともとモニタリングをやっている。 

○環境省担当者 ずっとやってきた会社がメーンになっております。環境総合テクノスな

どもそうなのですけれども、そういった形での過去の経験があって、今回の事業に対して

も、その経験を生かせるということで手を挙げております。ただ、その数がどのぐらいあ

るかというのは、やることは非常に限られておりますし、具体的な数字はわかりませんが、

100社も200社もあるという感じではないかと思います。あっても数社とか、10社に届くか

届かないかとか、そういうところがメーンになってくるかと思います。 

○水上先生 もうそろそろ取りまとめだと思うので、若干コメントだけと思うのですけれ

ども、これは、もしずっと続けていくことを前提にする場合は、競争性をどう担保するか

が非常に大事だと思うのですけれども、そのときに、一方で安易に５年契約ですみたいな

長期化をしてしまうと、最初の１回目だけは競争的になるのですけれども、そこで１回取

ってしまったところにノウハウが集中してしまうので、それ以降は一社入札になってしま

うという問題があるのですね。これは安易にやると難しいのですよ。 

 なので、どうやったら持続的に競争性を維持できるかということを考える必要があって、

私の今のアイデアは、全国的にもモニタリングをしている事業があるのだとすると、エリ

アを区切って、エリアごとに幾つかの入札を設定することで、競争に参加しやすくする工

夫をどうとるかと。また、エリアを区切って複数のところで入札者があらわれると、その

入札者同士は競争ができる状況が整う。つまり、競争できる事業者が育つので、そうする

と、北海道でやっていた人が東北にも参入してくるとか、東北でやっていた人が関東に参

入してくるとか、そういうような地域的な競争をつくることで、やってくれる事業者をど

うやって育てるかを考えないといけないと思うのですね。そのあたりも含めて競争性を考

えないと、余り簡単に、競争だから５年契約でみたいにすると、逆に競争できなくなって

しまうので、多分、取りまとめの中でも競争性を維持しろというのが入るのではないかと

思うのですけれども、それを実際にするための方策については、事業者を育成するという

ところも含めて、ぜひ御検討いただければと思います。 

○環境省担当者 御指摘ありがとうございます。 

 競争性の維持というのは我々も非常に重要だと思っております。現段階では毎年入札を

しておりますので、そういった意味では、同じ事業者がたまたま続くこともありますけれ

ども、基本的には競争的にやるということになるかと思います。 

 ただ、１点だけ我々か気にしておりますのは、モニタリングの重要なのは、正しいデー

タをきちんと出さなければいけないといった意味では、御指摘いただいたような、幾つか
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のブロックに分けるというのも１つの手法だと思うのですが、そのときに出てきたデータ

の整合性といいますか、正確性をどうやって担保していくかというのは、これはこれで我々

が考えなければいけない問題かなと思っております。そういったものを担保しつつ、どう

やって競争性を維持するのか、そういう形で進めていくかについては、我々も引き続き検

討を進めていきたいと思います。 

○大西参事官 それでは、阿部先生から取りまとめコメントの御説明をお願いします。 

○阿部先生 まず、評価結果ですが、「抜本的改善」が１名、「一部改善」が４名、「現

状どおり」が１名でした。 

 主なコメントです。長期的に行う事業であることから、競争性を高める工夫をするなど、

コスト削減に留意すべき。随意契約、一社入札を極力回避し、競争性を高めることにより、

国費支出の透明性を高める工夫を継続されたい。国民の健康にとって重要な作業であり、

事業を継続してほしい。調査結果を公表する。ウェブアクセス数をアウトカム指標として

示すべき。アウトカム指標を自治体の住民への周知やホームページのアクセス等により、

成果に近い指標を使うべき。仮に事業を長く続けるのであれば、いずれ一般会計への移行

も検討すべきというものがありました。あと２つあります。アウトカムについては、現実

の活用数を設定すべき。この事業は原発事故の責任を国がどう取るかの問題であることか

ら、一般会計化を行うべき。 

 以上が主なコメントです。 

 以上を踏まえまして、全体の評価としましては、「事業内容の一部改善」。 

 取りまとめコメントとしては、１点目、入札における競争性を高める工夫等を行い、継

続的に事業費の縮減を図ることが必要。 

 ２番目、成果の検証を可能とするモニタリング結果の公表に係る適切なアウトカム指標

を設定することが必要である。 

 以上ですが、御意見等ございますでしょうか。 

 特にございませんでしたら、以上をもちまして取りまとめコメントとしたいと思います。

ありがとうございました。 

○大西参事官 どうもありがとうございました。 

（環境省関係者退室・内閣府関係者入室） 

○大西参事官 それでは、「NPO等の運営力強化を通じた復興支援事業」の議論に入らせて

いただきます。 

 事業所管部局でございます内閣府から事業概要の御説明をお願いいたします。 

○内閣府担当者 内閣府でございます。よろしくお願いいたします。失礼ながら、座って

説明させていただきます。 

 「NPO等の運営力強化を通じた復興支援事業」ということで、お手元の資料の８ページの

横のポンチ絵をごらんいただきたいと思います。こちらは平成27年度の予算額が２億3,000

万円余り、平成25年度から実施している事業でございます。 
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 まず、背景といたしまして、東日本大震災の被災地においては、NPO等が復興支援や被災

者支援に大きな役割を果たしているということがございます。しかしながら、経営基盤が

脆弱であるという問題がございます。 

 ２つ目の○にありますように、被災地の復興には中長期にわたる支援が必要という中に

おいて、資金調達、それから、担い手の育成に課題を抱えていることが背景となっている

ところでございます。 

 続きまして、仕組みの説明でございます。事業概要のところにございますが、内閣府か

ら交付金が、国庫の補助率が３分の２ということで、岩手、宮城、福島の３県に交付され

ます。この３県が事業を実施することになります。 

 事業の中身は２つございまして、左側の（1）復興支援基盤強化事業は、セミナーや交流

会などを行うことで、NPOの基礎的な能力を向上させる事業でございます。 

 それから、①にありますように、セミナーの中身ですが、資金獲得、NPOの会計基準等々

のさまざまなセミナーを実施してございます。 

 それから、②に書いてありますように、NPOと民間企業、他団体との交流会を開催して、

マッチングなどを行うこともできることになってございます。 

 それから、もう一つの事業、右側の（2）でございますが、復興支援の担い手の運営力強

化実践事業でございます。こちらは、実際に被災者支援を行うNPOのさまざまな活動を支援

するということでございます。 

 後ほど事例を御紹介いたしますけれども、仕組みとしましては、県が公募を行いまして、

被災者のニーズを踏まえて、NPO等が支援の計画を提出します。その計画を第三者委員会で

審査をいたしまして、優先度の高いものが選ばれるという仕組みとなってございます。こ

のため、さまざまな取組がなされておりまして、例えば、被災者の話し相手になって、寄

り添って聞く傾聴の取組、あるいは仮設住宅の自治会が支援団体と連携してコミュニティ

ー形成をサポートする取組、あるいは原発事故のために外遊びが不足している子供たちの

自然体験プログラム、あるいは交通弱者の被災者の送迎支援を行うなどなど、さまざまな

取組が行われているということでございます。 

 仕組みはこういうことでございますけれども、なぜNPOの運営力強化なのかということを

よくお尋ねいただきますけれども、この事業、目的はあくまでも復興ということで、３県

に限って実施しているものでございます。運営力強化は、その目的を達成するための手段

でございます。復興においては、先ほど事例を挙げましたけれども、行政では対応できな

いようなきめ細かい支援のニーズがございます。そのニーズに対応していくためには、NPO

が長期にわたって継続的に取り組む必要があると考えてございます。継続的に取り組むた

めには、NPOがきちんと人材を育成して、さらに資金調達力を強めて、運営力を強化してい

くことが不可欠であると思っておる次第でございます。 

 また、なぜセミナーが必要かということもございますけれども、被災地のNPOは震災後に

設立されたものが多くございます。もともとNPO活動をしていない、そういうことをしよう
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とも思っていなかった人たちが、震災の被害を見て、何とかしなければという思いからNPO

を設立したというケースが多くあると聞いております。このようなNPOは全くノウハウもな

く、人材も寄せ集めというところが少なくないということでございます。このため、設立

間もないNPO等に必要とされる団体運営の基礎的能力ということで、会計であるとか、寄附

募集、広報、税制、労務管理など、さまざまなセミナーの開催が必要となるということで

ございます。 

 また、この事業では、首都圏などの復興の支援をしたいと思っている企業とNPOのマッチ

ングも行っておりまして、域外からの支援を呼び込むことにも貢献しているということで

ございます。 

 それから、実績をごらんいただきたいと思います。めくっていただきまして、９ページ

でございます。こちらがセミナーの実績ということで、26年度でございますが、右側にあ

りますように、延べの参加が1,717名、1,322の団体が参加しているということでございま

す。 

 続きまして、ページめくっていただきまして10ページ、こちらが実践事業の公募・採択

の状況でございます。上の26年度右端の合計の欄、応募件数が143件、採択件数が59件、倍

率は2.4倍となってございます。 

 25年度は、下にありますが、応募件数209件、採択件数65件、倍率3.2倍となっておりま

す。倍率が下がっているのは、年度の右の欄に※印で書いてございますけれども、NPOの負

担割合を25年度の10分の１から、26年度の10分の２に引き上げたということで、資金力の

ないNPOが応募を控えたことが大きな要因と県から聞いてございます。 

 最後に、事例の御紹介でございます。12ページ以降に縦長の紙で支援の取組事例を３つ

つけてございます。この事例はいずれも私どもが直接訪問いたしましてお話を伺ってきた

ところでございます。本日は時間の制約もございますので、事例の１つ目を御説明したい

と思います。13ページでございます。 

 こちらは、福島県の南相馬市で活動しております災害復興支援ボランティアネットでご

ざいます。 

 周辺状況の１つ目の○にございますけれども、ボランティアネットが活動している南相

馬市小高地区は、原子力災害の避難指示解除準備区域に指定されています。原発事故の放

射能の影響で避難指示が出ておりまして、避難者の中には、近隣の南相馬市内だけではな

くて、福島市、郡山市、仙台市、あるいは新潟県に避難している人もたくさんいるという

ことでございます。 

 ２つ目の○にありますように、このような遠隔地に避難している住民にとっては、震災

発生時のまま、手つかずになっている状態の自分の家の片づけ、草刈り等の環境整備が帰

還へ向けての大事な第一歩となるということでございます。実際、現地に行ってみますと、

人家の周りは背丈が２メートルはあろうかという雑草に覆われてございます。また、４年

も人手が入らないということになると、家の中は土ぼこりに覆われてしまいまして、家財
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道具もかなりぼろぼろになっておりまして、思い出の品以外は廃棄するしかないという状

況になるのだそうでございます。こちらは未だに夜宿泊することができない準備区域とい

うことでございますので、遠隔地から通ってきて、このような家の片づけ、手入れをする

というのは非常に困難な状況になっております。 

 活動の１番目の○でございますけれども、ボランティアネットはインターネット等によ

り、首都圏から広くボランティアを呼び込んでございます。また、被災者からの要望、依

頼を伺って、作業を依頼された現地に実際行ってみて、依頼内容の詳細を把握していると

いうことでございます。その依頼の内容は、家の周りの雑草を刈り取ってほしいとか、家

の中のごみを分別してごみ集積所まで運んでほしいとか、家に隣接する木の放射能が高い

ので、伐って搬出してほしいと、そういう要望があるのだそうでございます。 

 ２つ目の○にありますように、ボランティアの参加人数、それから、技能をその日のう

ちに把握しまして、被災者の依頼内容と調整を行うということで、例えば、このボランテ

ィアはチェーンソーが使えるから、この家の木の伐採をやってもらおうとか、このボラン

ティアは草刈り機が使えるから、あの家の周辺の草を刈ってもらおう、あるいは何も道具

が使えない人は家の中のごみの搬出をやってもらおう、あの家ならば７人で半日ぐらいだ

ななどと割り振っていくと聞いてございます。このようなボランティアネットの取組が知

られるにつれて、被災者から次々と依頼が来るようになり、常時100件ほどの予約待ちとな

っているということでございます。 

 ３つ目の○にございますけれども、作業日には、朝、集まったボランティアをグループ

分けしまして、ホワイトボードを使って作業内容を説明した後、現場へ派遣します。それ

だけではなくて、作業に必要な道具を準備したり、作業の状況を確認したり、作業の進捗

に応じた応援の派遣と、きめ細かなコーディネートをしております。実際、私どもが行っ

たとき、この家のブロック塀が倒れていて、これをばらして片づけたいのだけれども、鉄

筋が入っていてばらせないとボランティアの人が困っていると、代表の方が、道具置き場

の奥に鉄筋切りがあるから、使い方はスタッフの誰々さんに聞けばすぐ切れるからという

ふうに、きめ細かいアドバイスをしてございました。ボランティアネットのボランティア

はリピーターが非常に多いという話ですけれども、このコーディネートによって充実した

ボランティア活動ができるために、皆さん、何度も訪れているのではないかなと、見て感

じたものでございます。 

 ４つ目の○に、その結果ということで、平成25年度は延べ１万2,317名、平成26年度は、

４月から８月、訪問した時点の数字ですけれども、延べ3,565名のボランティア活動を調

整・派遣しているということでございます。毎日のボランティアの数を見ると、平日は十

数名ぐらい、土曜日は100名以上いらっしゃるような感じでございました。日曜日は数十名

と。私どもが行った昨年の９月の初めの平日はおよそ二十数名のボランティアの方が時計

屋さんのショーウインドーなどの什器の運び出しをしたり、家の周辺の草刈りをしたり、

あるいは家財道具の運び出しなどの作業をやっておられました。代表の方によると、最近
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ちょっとボランティアが少なくて、それは皆さん、広島の土砂災害のほうにボランティア

に行っているから、こっちはちょっと少ないのだというお話でございました。 

 このページの左下の写真を見ていただければと思います。海沿いの地区は、津波被災直

後に瓦れきに覆われた状態になってございます。下の写真が私どもが訪問したときに撮っ

た写真で、受益者の声にありますように、家も津波で壊されて途方に暮れる中、ボランテ

ィアネットさんにはよくしていただきました。家族の手だけでは到底片づけられませんで

したということでございます。この方は今、仙台市に避難されているとのことでしたけれ

ども、この日は通ってきて、家の前の畑に埋まっている細かい小石などを取り除く作業を

されていましたけれども、畑を埋めつくしていた大きな瓦れきは全てボランティアネット

に片づけてもらったということでございます。 

 代表の方にお話を伺うと、今年はボランティアの確保に力を入れていたところ、逆に寄

附金の方が弱くなってしまって、思っていたほど寄附金が集まらずに大変苦労していると

いうことでした。県の人に伺うと、雑草に覆われた家を見て、また、ぼろぼろになった家

財道具を見て、これを分別して運び出すのかと考えると帰還をあきらめてしまう人もいる

のだそうです。一方、ボランティアネットに依頼してきれいに草を刈って、家の中を片づ

けた家に一時帰宅すると、この家に帰ってこようという思いを新たにする方も多いのだそ

うでございます。このようなNPOが、寄附募集の面でも、人材確保の面でも、充実した運営

ができるように、国としても支援をしていく必要があると思っているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

○大西参事官 それでは、質疑に入らせていただきます。御質問等のある先生はお願いい

たします。 

 佐藤先生、お願いいたします。 

○佐藤先生 この事業について、もう少し具体的なイメージを持ちたいので、この事業、

私が理解する限り、評価の対象はNPOではなくて、NPOに対する、ポンチ絵の８ページにあ

りますように、２つの大きな柱、つまり、１つは経営能力の向上であるとか、運営力の強

化であるとか、これに、NPOが、今、御説明があったような取組を行うにおいて、この事業

が彼らの経営能力であれ、運営力であれ、これらに対してどう寄与したのか。さもなけれ

ば彼らの何ができなくて、この事業によって何ができるようになったのかというところ、

そこを具体的に説明いただきたいのです。 

○内閣府担当者 この実践事業は、活動される方が、自己負担10分の２なのですけれども、

それ以外は国費と交付税を通じた県費ということで、補助金という形で入るわけなのです

けれども、その事業を実際に行う中で、スタッフの方がオン・ザ・ジョブ・トレーニング

で運営力を強化していただくという建てつけになってございます。そういうことで、国か

らお金が出て、その中で被災者支援の十分な活動ができる、活動ができる中で人材も育っ

ていくということになっておりますので、この事業があることによって、ある程度の規模

でNPOの方が実際に被災者支援を行える、あるいはその中で人材を育成できるという形かと
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思っております。 

○佐藤先生 つまり、交通費とかを含めて、NPOの活動に対する補助という理解でいいので

すか。 

○内閣府担当者 そういうことになってございます。その中で、人材育成なり、ネットワ

ークをつくっていただくということでございます。 

○佐藤先生 そうすると、経験を積めば、NPOがいろいろと活動を活発化していけば、結果

として彼らの運営力なり経営力は上がるだろうという、ある種の見込みだと思うのですが。 

○内閣府担当者 そういう計画を提出していただいて、県の第三者委員会で採択していた

だくということでございます。 

○佐藤先生 もうちょっと具体的に、経営能力を高めるに当たって、例えば、こういう講

習を受けてもらって、こういうところで人の手当てをして、結果的にこういう形でマネジ

メントがよくなったとか、アウトカム指標にかかわるのですけれども、そういったもので

はなくて、何となく、何となくと言うと失礼ですけれども、支援をして、活動に対して補

助をして、NPOが活動を広げることが直接的な効果であり、派生的に、多分、それは経営能

力の向上なり、運営力の強化につながるだろうというストーリーなのですか。 

○内閣府担当者 14ページを見ていただきたいのですけれども、仙台傾聴の会という、住

宅に行って、被災者の方の話を寄り添って聞いてあげる、傾聴という活動をしているとこ

ろでございます。ここは少人数で始めたのですけれども、しかも、県の医師会とか、行政、

社会福祉協議会からの要請で、いろいろな避難者、それから、仮設住宅に行って傾聴活動

をしているのですけれども、あちこちから要望があって、来てほしい、同じところからも

何度も続けて継続してほしいと。ただし、ボランティアのスタッフが足りない。その中で、

この事業を使いながら、養成講座を開いて、ボランティアのスキルを磨いて、人を増やし

て、現在、200名の会員に拡充して、その中で延べ2,811名のボランティアを使って、延べ

9,363名の方に傾聴活動を実施ということで、この事業の中で人材を育成したという形の実

績が出ておるということでございます。 

○佐藤先生 具体的に、支援内容で挙げられている交通費とか会場費というのは、スキル

を養成する講座を開催するに当たって要した交通費、会場費という理解なのですか。 

○内閣府担当者 講座の開催もございますけれども、会員になった方が、私どもが行った

ときも勉強会をされていたのですけれども、みんなで集まって、実は、傾聴していたらこ

んなことを言われて、自暴自棄になったようなお言葉でしたけれども、そういう言葉を投

げかけられたときに、どう返したほうがいいだろうかとか、そういう勉強会もされていま

したので、そういうものの会場費とかも必要です。ただ、講座の開催は、皆さん、自腹を

切って会費を払って講座を受講してスキルを身につけて、実際に傾聴に行かれるときも、

大半は皆さん、自前の交通費で行っておられるそうなのですけれども、集まってみんなで

勉強会したりとか、いろいろな際に、会場費なり、交通費なり要ると。大きなのは人件費

でございまして、傾聴ボランティアをやりたいという人はいっぱいいるのだけれども、会
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の運営をやってくれる人がいないということで、既に200名の会員を運営するわけですから、

人手が足りないということで、そのスタッフを雇う人件費、人にお金がかかっていると聞

いてございます。 

○佐藤先生 ポンチ絵の８ページに戻りますが、今のお話は多分、（2）の運営力強化実践

事業にかかわると思うのですが、基本的には、まさに名前のとおり、運営力の強化という

ことで、事例として挙げられているのは、まさにNPOを行うに当たっての専門家の養成とか、

私はこっちなのだと思っていたのですけれども、ネットワーク、つまり、NPOの間での連携

とか、あるいはマッチングとか、そちらのほうを支援するというよりは、今のお話を聞く

と、当該のNPOの活動自体を拡大していく方向を支援するということになるので、その中で

どうして専門家の養成につながるのか、それから、ほかのNPOとの間のネットワークの形成

にどうつながっていくのかがよく見えないのです。 

○内閣府担当者 今、御説明した傾聴の会は、むしろ①のほうで、傾聴の専門家を養成し

ていったのかなと考えておりますけれども、資料の11ページを見ていただけますでしょう

か。11ページの事例の一番下の福島の子ども支援団体組織基盤整備プロジェクトは、福島

で原発事故のために子どもが外遊びできない、何とか野外活動をさせてあげたいというこ

となのですけれども、それぞれのところが取り組んでいて、品質というか、取組もばらば

らだし、お金の取り方とか、会計ルールもばらばらだし、これではみんな安心して子供た

ちを預けられないだろうということで、団体が連携してネットワークをつくって、その中

で、共通の事業基準であるとか、会計ルールを定めたり、安全管理マニュアルを定めたり

ということなので、当然、こういうネットワークをつくるための取組もたくさんございま

す。 

○佐藤先生 これが本来、主だと思ったのですが、必ずしもこれが主というわけではない。 

○内閣府担当者 ①②とありますように、どちらもございます。 

○佐藤先生 どちらかというと、NPOを育てるということが一つの目的だと思うので、支援

として見れば、継続するものだと思っていいのですか。最初の何年間かだけやって打ち切

りというか、あとは自分たちで回せるようになるはずなので、寄附金も集められるでしょ

うし、それぞれの団体について支援期間は決まっていると思ってよろしいのですか。 

○内閣府担当者 支援のニーズも、復興のフェーズが変わっていくに従って少しずつ変わ

っていったりもするわけでございます。このために、毎年毎年、公募を行いまして、各団

体には計画を応募してくるわけなのですけれども、それを見て、その時点で、その県にと

って、あるいはその地域にとって最も必要であろうと思われるものを第三者委員会で審査

をして、優先順位の高いものから採択していくという形になってございます。 

○佐藤先生 では、継続的に補助を受けることも可能だと思っていいのですか。 

○内閣府担当者 継続する場合もありますし、中にはもう十分寄附金が得られたからとい

うことで応募してこないところもあるとは聞いてございます。 

○大西参事官 水上先生、お願いします。 
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○水上先生 この事業の事業費が、27年だと２億3,400万円の内訳なのですけれども、（1）

と（2）はそれぞれ幾らぐらいずつの内訳になっているのですかね。セミナーをやるほうの

基盤強化事業と、実際にその活動を支援する強化実践事業。 

○内閣府担当者 26年度実績が出ている内訳でございますので、それで言いますと、セミ

ナーの方が4,200万円で、実践の方が２億500万円となってございます。 

○水上先生 セミナーのほうは、受益者１人当たりのコストは幾らぐらいになりますか。 

○内閣府担当者 こちら、委託という形で、中間支援団体という大手のNPOに対して、これ

ぐらいの講座を開いてほしいという感じで委託しているので、県によってやり方も違いま

して、なかなか一律にはできないのですけれども、先日宿題をいただいたので、聞き取り

という形でやりましたところ、岩手県では、NPO法人会計講座、あるいは寄附募集セミナー、

それから、認定NPO法人セミナー、これらを開くのに、１回当たり14万6,000円ほどかかっ

てございます。 

 それから、福島県に聞き取りましたところ、NPO法人会計セミナー税務講座、ファンドレ

イジング・広報講座、それから、NPO法人設立基礎講座等でございますが、これは１回当た

り７万8,840円です。 

 金額が違うので、聞いてみたのですけれども、岩手県は県外からの講師を招いたのが多

かったという話で、福島県は市内から呼んだとか、あるいは委託団体の関係者を講師にし

たので、それほどお金がかからなかったというお話でございました。 

○水上先生 まず、セミナーの関係で言うと、とりあえず資料であるのだと、延べ参加人

数は1,717名ということなので、１人当たり単価はそれで出てくるのだろうと思いますけれ

ども、そうすると３万円弱ぐらいということなのだと思いますし、セミナーの回数、個別

指導はちょっと違う種類のものかと思いますので、それを抜くと、85～86回やっていると

思いますから、それで割ると結構な単価ですねということだと思うのですけれども、その

上でお聞きしたいのですけれども、自治体の実質的な負担はどれぐらいあるのですか。 

○内閣府担当者 こちらのセミナーにつきましては、自己負担がございませんので、実施

するうちの３分の２が国費で、３分の１が県から出ますけれども、そちらは交付税措置さ

れているという形でございます。 

○水上先生 つまり、基本的には全部国が見ているということなのですね。 

○内閣府担当者 そういうことかと思います。 

○水上先生 全部国が見ていて、コスト負担に対する費用感覚がないということが効いて

いるような気がするのですね、この単価水準とか、やり方というのは。もうちょっと費用

効率をよくしてやることは全然できそうだし、１人当たり３万円かかっているというのは、

受益者ベースの単価としても、セミナー事業としてはちょっと高過ぎるのではないかとい

う気がするのですが、どうでしょうか。 

○内閣府担当者 個別の派遣とかもございますし、実は、この講座は県内各地で開催され

ております。例えば、岩手県とかになりますと相当広い。福島県も相当広い。上位ベスト
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５に入ると思いますけれども、県庁所在地から行っても、一日でやっと行って帰ってくる

ぐらいの距離でございますので、そういう意味でそれなりのお金はかかるのだと思います

けれども、過度のお金を使っているようなことではないかと思ってございます。 

○水上先生 過度かどうかという議論はあるのですけれども、この３倍かかっていますと

言われれば、完全に過度ですねというところで、若干微妙な部分はあると思いますが、逆

に言うと、このあたりのコスト意識をちゃんと持ってもらう一番いいやり方は、実質的に

自治体に負担をしてもらうということだと思うのです。つまり、全額国が見ているという

状態だと、基本的にそもそもコスト意識がわかないですね。なので、絶対額としてどれぐ

らいが妥当ではないのかとか、もう少し下がるのですかという話をぎりぎりやっても、こ

れは１個１個のセミナーの実施状況をつぶさに見ないとわからない部分があると思います

が、構造的に、純粋に割り算をすると、少なくとも、普通にセミナーをやる金額からする

と、かなり高目だねという金額であると考えるので、だとすると、自治体の側にも負担を

してもらったらいいのではないですか。 

○内閣府担当者 こちらは実践事業をやっている団体の方も並行して受講したりしている

ということでございます。本来であれば、実践事業をやっているところは相当な水準なの

だから、そういう支援は要らないだろうということになるのかもしれませんが、実際上は、

先ほども説明しましたように、活動は一生懸命やっているけれども、人材の面でも、資金

の面でも脆弱だと。何とかしなければということでこういうセミナーに出てくるわけなの

ですけれども、復興の基本方針の中でも、この10年間、国が先頭に立って、先頭に立って

ではありませんね、正確に言ったほうがよろしいかと思いますけれども、国が支援をして

いくという枠組みの中でやってきたわけでございますので、必要とされて、県のほうでも、

ぜひこのセミナーをやって、その中で人材を育成することでNPOの支援全体がうまくいくの

だということを伺っていますので、それは必要な支援かなと思ってございます。 

○水上先生 別に国が支援するなと言っているわけではないのですよ。全額支援する必要

があるかと言っているのです。例えば、３分の２支援するだけだって、国としてはすごい

支援しているのではないですか。 

○内閣府担当者 集中復興期間の中で、まさに全体がそういう状態だった中でやってきた

ということでございますので、今後５年の新たな考え方も示されておりますので、その中

で必要な見直しは行っていくことはあろうかと思いますけれども、少なくともこういうソ

フトの事業で、かつ育成すべき人を育成しながら、あわせて実践をやっているという中に

おきましては、やはりそれなりの支援をしないと、脆弱なNPOが人材が手薄になって、もし

実践のほうがうまく回らないということになれば、先ほど説明しましたように、行政では

とてもできないような、きめ細かい活動をしているわけなのですけれども。 

○水上先生 ごめんなさい、今、話の論点がずれているのですけれども、私はNPOに負担し

ろと言っていなくて、自治体と国との間の負担割合を議論しているのです。その上で、例

えば、岩手県なり、宮城県なり、福島県なりが、国が全額出してくれないのだったらこれ
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はやりませんと言うのだとすると、それは県の立場として、本当にNPOというものが非常に

重要で、育成しなければいけないのだと思っているのだとしたら、国がやってくれるのだ

ったらやってもいいけれども、国がやらないのだったらやらないよと県が言うのは、それ

は県の方がかなり無責任だと思うのですよ。どっちも行政の主体として一定の責任を担っ

ているわけではないですか。 

 それに対して、国が、全部県がやれ、全然支援しませんよと言うのはまたおかしいと思

いますよ。でも、それは、一定の負担割合があって、適正なものをどう考えますかという

議論なのだから、さらに言うと、県の側の人が全部出してくださいよと言うのはまだわか

らなくもないのだけれども、何で国の担当者の側が全額出さなければいけないのだという

説明をしているのかが私はよくわからないのです。本来の筋から言ったら、それは国も出

すべきだし、県も出すべきなのではないですか。 

○内閣府担当者 そういうことであれば、それは全体の枠組みの中での話かなと思ってお

ります。復興の支援の中でのことかなと思っております。 

○上村先生 今後の、28年度以降の復興事業のあり方では、人材育成は27年度まででやめ

るという方針があるとお聞きしているのですけれども、そのあたりとこの事業の継続のと

ころはどう整理されていますか。 

○内閣府担当者 あちらの書きぶりは、もう人材育成の段階は終わったので、その次のス

テップとして、それで育てられた人が活動を行うべき時期に来ているという趣旨の書きぶ

りだったと記憶してございますけれども、こちらはまさに実践を行っている人たちも片方

でセミナーも受講しつつ、両輪でやっておりますので、セミナーを受けている間は活動し

ないというわけではなくて、それはまさに実践をしているのを後ろからバックアップをし

てやっているのだと思っておりますので、そういう意味からすると、あの趣旨でもういい

という話ではないと思っております。 

○上村先生 あと、１つ目の事業の基礎的能力強化事業は、NPOの基礎的能力を強化すると

いうことなのですが、これは別に被災地に限らず、一般的に基礎的能力を向上させようと

いうニーズはあると思うのです。そういう意味では、復興事業として行うべき、つまり、

復興特会でやるべきなのかという議論はあると思いますが、いかがですか。 

○内閣府担当者 最初に御説明しましたように、こちらは３県に限って実施している事業

でございまして、あくまでも復興特会の中で、復興のためにやっている事業と思っていま

す。人材育成とか、運営力強化のいろいろなものは、復興を円滑にNPOがやるための手段だ

と思っておりますので、特に一般会計で全国でやるとなれば、被災地にいく分が非常に薄

くなってしまいますので、被災地にはそれなりにしっかりした事業という形でNPOに支援し

ていく必要があるのかなと思っております。 

○上村先生 関連事業として一般会計の事業がありますけれども、そちらとの関係はどの

ようになっていますか。 

○内閣府担当者 まさに被災地に限らず、一般会計のほうは全国のNPOに対する事業という
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ことでございます。私どもは、そのうち一部を使って調査事業が800万円ほどございまして、

それは被災地の事例を調べて、その事例を分析して、全国のNPOの活動にも資するようにと

いうことで、一般会計ではやっておるのですけれども、それは全国に広くという話でござ

いますので、こちらはまさに復興のために３県に絞って実施しているということでござい

ます。 

○上村先生 一般会計でも被災地でやっているのですね。 

○内閣府担当者 やっておりません。全国規模で人材を育成したり、やっているだけでご

ざいます。全国一本で、人材育成を中間支援団体を使ってやっているという形でございま

す。 

○上村先生 被災地ではやっていないということですね。一般会計の事業は被災地ではや

っていないと。 

○内閣府担当者 全国規模の事業としてやっている。全国規模で、私も詳しくは承知して

いないのですけれども、伴走型支援で、マネジメント能力のある人材を育成していると。 

○上村先生 その事業は被災地ではやっていないということですか。全国規模でやってい

るのと、被災地ではやっていないというのは矛盾しているような気がするのです。全国規

模でやっているのは当たり前なのですけれども、被災地ではやっていないのですか。 

○内閣府担当者 少なくとも県を通じていくという形にはなっておりませんので。 

○上村先生 要は、目的が同じことを二重にやっているのではないかと思っているのです

が、被災地で同じことをやっているのではないかということなのですけれども、県を通じ

てとか、余り関係なくて、どういう事業の目的がということなのです。 

○内閣府担当者 聞いているところでは、かなり高度なマネジメント能力を持つ人材を伴

走型支援で育成すると聞いておりますので、中間支援団体のほうで、参加している人の中

に被災地の人がいるかどうか、私ども、承知はしておらないところでございます。 

○大西参事官 そろそろコメントシートの記述をお願いします。 

 樫谷先生、お願いします。 

○樫谷先生 新しいNPOというのは、今はまだどんどんできているのですかね。 

○内閣府担当者 できてございます。 

○樫谷先生 というのは、基盤強化事業というのは、新しいものがどんどんできていなけ

れば、そんなに役には立たないというか、事業としての対象者が少なくなるのですね。だ

から、一定量ができれば、この事業は縮小していくということになるのではないかと思う

のですが、一方、運営力強化実践事業というのは、これを見る限りは、かなり重要な気が

するのですね。 

 10ページの26年度、25年度の比較を見ていますと、確かに応募件数は大幅に減っている

のだけれども、採択件数はそんなには減っていないのですね。65件から59件に減った６件

は、どんなものが減ったのか。むしろ、２分の１に上げたことによって、重要なものが減

ってしまったと。つまり、応募ができなくてというのでは、逆に問題なわけですね。65件



97 

 

から59件に採択数が減ったことについて、どのように評価をしたらいいのか。209件から143

件に減ったというのは、もともと基準から見たら採択の余地がなかったということですか

ら、それはそれでしようがないと思うのですが、実際に採択したものの中で、重要なもの

が、10分の２に引き上げたことによってできなくなってしまったということの影響がない

のかどうなのか、そこを確認、データがあるかどうかわかりませんが。 

○内閣府担当者 まず、数の話からいたしますと、新しくNPOになる数なのですけれども、

震災前と震災後で３県は非常に増えてございます。およそ1.5倍に増えている形になってお

ります。毎年新たにつけ加えられる数ですね。 

○樫谷先生 毎年1.5倍ふえているのですか。 

○内閣府担当者 震災前と直近の2013年を比べると、1.5倍になっていると。 

○樫谷先生 これからどんどんふえるかどうかを聞いているのです。 

○内閣府担当者 全国では逆に、震災前と震災後だと、0.58倍となっておるわけなのです。

全国で0.58倍という趨勢の中で、３県は1.5倍ということなので、３県では新しくNPOをつ

くって活動しようというニーズはかなりあるかなと思っております。 

 それから、10分の２になって重要なところが落ちたのではないかというところは把握し

てございません。ただ、件数が減ったのは、恐らく予算額が、５％ぐらいだったと思いま

すけれども、下がっておりますので、それで県のほうで採択できるのが減ってしまったの

かなと思っております。 

○大西参事官 お願いします。 

○水上先生 もう一個の、さっき私が聞いたセミナーのほうではなくて、事業自体の支援

の話をお聞きしたいのですけれども、こちら、採択される事業者は割と継続するのですか。

それともどんどん入れかわるのですか。 

○内閣府担当者 入れかわってはおりますが、継続しているところもございます。 

○水上先生 どれぐらいの割合ですか。継続されているところと、入れかわっているとこ

ろの割合。 

○内閣府担当者 具体的な数字は持ち合わせていないのですけれども、半分はいっていな

い。 

○水上先生 どっちが半分いっていない。継続が半分いっていない。 

○内閣府担当者 継続が半分はいっていなかったと思いますけれども、それなりの割合は

あったかと思います。 

○水上先生 なるほど、なるほど。そのあたりは国として把握する予定はないのですか。 

○内閣府担当者 今、２年目までやって、３年目なので、２年分のデータは一応。 

○水上先生 今はないけれども、持ってはいるという理解でいいですか。 

○内閣府担当者 団体の一覧は県のほうで当然把握しておりますので、その報告は受けて

おります。ただ、済みません、今、データとしては手元に持っていないということです。 

○水上先生 さっきちょっと御説明があったのですけれども、結局、何を補助しているの
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かというのは、NPO自体の一種の管理人件費みたいなところを見ているということなのです

かね。 

○内閣府担当者 例えば、先ほど説明したボランティアネットは、管理人件費は３割程度

で、７割は、ガソリン代だとか、草刈り機の補修だとか、実際、事業を動かしていく上で

必要なお金でしたし、先ほどの傾聴の会のほうは、逆にスタッフを雇って運営する人件費

のほうが多いということで、それは様々でございます。 

○水上先生 なるほど。いわゆる事業自体の、ガソリンみたいな、一種、変動費に当たる

ようなものと、管理費みたいなもの、間接費に当たるようなものの全体としての割合はど

れぐらいだかわかりますか。出している２億円のうち、どれくらいがどっち。 

○内閣府担当者 それはちょっとわかりません。一々聞いて、それを積み上げるというの

は、そこまでは通常の事業の中ではやらないものですから、申しわけございません。 

○水上先生 管理人件費を見るというのは、すごく喜ばれるだろうなと思う一方で、それ

は１年で終わってしまったらどうなるのですかね。 

○内閣府担当者 NPOの、例えば、被災者支援以外もやっていて、通常の維持に必要な管理

費とか、そういうのは使えないことになっています。まさに計画で出した被災者支援の事

業の管理費に必要な部分がもしあれば、そこに充当することはできることになっています

ので。 

○水上先生 このNPOは、１年目、採択されたのだけれども、２年目、採択されなかったと

きに、当該補助によって行われていた事業は、それでもやるのですか。それともできなく

なるのですか。 

○内閣府担当者 いろいろなケースがあるかと思います。聞いたのは、いっぱい寄附がも

らえたので、今年は事業に応募しなくてやれるところもあったかと思いますし、逆に規模

を縮小して、寄附などで賄える範囲でやるというところもあるとは聞いてございます。 

○水上先生 国としてはどうしたいのですかね。つまり、一度始めたところが自立してほ

しいという議論なのか、それとも補助金がもらえたときはやってもらえばいいし、もらえ

なかったときには自分でできる範囲でやってもらうか、あるいはできなければやめてしま

うしかないねという話なのか。 

○内閣府担当者 もちろん自立していただくためにやってはいるのですけれども、採択は

県の中の第三者委員会で、去年のことも考えつつ、今年も考えて、今年はこの事業が非常

に効果がありそうだということで優先的に採択していくということでございまして、そこ

は復興の進捗を見ながら県のほうで判断されて、継続して採択するのかどうかは判断され

ているのかなと思っております。 

○水上先生 というやり方をしたときに、本当にNPOの育成につながるのかどうかというと

ころに若干問題意識があるのです。つまり、スポットで、ある年、こういうサービスが必

要だから補助を出しますよ、でも、次の年にはなくなってしまいますよ、続く可能性もな

くはないですねという状態で、NPOは本腰を入れてそれが始められるのだろうか。どうなの
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でしょうかね。 

○内閣府担当者 少なくとも傾聴の会では、この事業をやったことによって200人までスキ

ルを身につけた人がふえたわけですから、スキルを身につけた人の後の活用の仕方かと思

いますので、この事業をやった成果としては残っているかと思っております。 

○水上先生 少なくとも傾聴の会ではという議論ではなくて、これは２億円のお金を使っ

ているので、２億円としてトータルどうなっているのですかという議論をしたいのです。 

○内閣府担当者 NPOの方に聞くと、やはり経験値が非常に重要だということをおっしゃい

ますので、これをやっていた１年ないし２年の経験値で、やはりスタッフの方は育ってい

ると思いますので、あと、資金調達能力も恐らく上がっていると思いますので、多分、こ

の事業がなければもっと縮小していたかもしれないものが、ある程度の規模で継続すると

いうような効果はあるのではないかと思っています。 

○水上先生 それはどうやって検証されますか。 

○内閣府担当者 今、言いましたような、まさにいろいろな活動がありまして、私どもも

本当にいつも悩んでおるのですけれども、定量的な検証が今のところ、いいノウハウがな

いものですから、ぜひ、いいお知恵があったらいただきたいのですけれども、我々としま

しては、大体の目標を掲げるなどして、あるいはこういう個別の事例をよくウォッチング

するなりして、そこの成果を見ていきたいと思っております。 

○水上先生 それは全然できないかというと、私はそんなこともないと思っていて、つま

り、フォローアップの中で、実際にお金をもらってやった事業が、その事業者がお金をも

らわなくなって以降、どれぐらい継続されていて、その事業の実施規模が、補助金をもら

っているときと、もらわないときとで全く同じ規模を継続するのはなかなか難しいかもし

れませんけれども、ノウハウ等が組織に蓄積したことによって、例えば、半分の規模では

維持できていますというのであれば、それは重要な成果だと思うのですけれども、そうい

うフォローアップを経て、補助金をもらって始めたことが、その後、自立的な活動として、

どれぐらいの規模で行われているのか、受益者はどのぐらいふえたのかは、どういうふう

に調査されていますか。 

○内閣府担当者 まだ２年終わって３年目を実施しておりますので、そこを継続的にフォ

ローはできておらないので、そこも参考にさせていただいてフォローしていきたいと思っ

ています。 

○水上先生 フォローの結果のデータが十分に蓄積されていないという説明であれば納得

なのですけれども、フォロー自体をまだ始めていないという話だとすると納得できないの

ですよ。フォローは始めてあって、でも、１年分なので、まだ十分統計的な調査はできま

せんということであれば、それはデータがたまってくれば統計的に説明できるようになる

のでしょうねということなのですけれども、そういう話ですか。 

○内閣府担当者 今、やっておるのは、統一的にはなかなかやれないのですけれども、先

ほどのボランティアの参加した延べ人数でありますとか、傾聴の会の、実際、延べでどれ
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ぐらい派遣して、どれぐらいの方に対して傾聴活動を行ったかとか、そういう、とれると

ころはとろうとはしておるのですけれども、一律の基準でどれぐらいというのはなかなか

とりづらいので、そこは試行錯誤中でございますので、今、いただいたようなものも参考

にさせていただきながら、フォローの仕方は十分考えていきたいと思っております。 

○水上先生 ぜひお願いします。ここでの成果は、どっちかというと、この補助事業をや

めた後にどれだけ成果が残るかというところが重要なのですよ。だって、全額補助とか、

10分の２しか負担がないとか、そういうことであれば、補助金をもらっている間は、特に

NPOの方などは熱心ですから、やってくれるのです。立派な方々ばかりですからね、NPOの

方々は。ただ、国費を出すということは、特に、その後、NPO自体を育成して担い手になっ

てもらうことが政策目的だとすると、その人たちが補助金をもらわなくなってからもどれ

ぐらい効果が持続するかというところのほうが、納税者との関係では重要だと理解をして

いるので、そこの検証をむしろきちっとやれる仕組みを整えてほしいのです。 

○内閣府担当者 わかりました。そこはよく考えたいと思いますが、10分の２といいまし

ても、脆弱な組織にとってはかなり負担でありますので、その点は御承知おきいただけれ

ばと思います。 

○大西参事官 そろそろコメントシートをお願いします。 

 佐藤先生。 

○佐藤先生 冒頭で私が伺ったのはまさにその点で、補助金の継続が前提となってNPOの活

動が行われているとすれば、補助金がなくなってしまうと、もちろん活動自体に支障が来

る。恐らく趣旨はそうではなくて、スタートアップであるとか、これから事業規模を拡大

したいというNPOが、人材が必要である、あるいはネットワークが必要である、会計とか、

こういったところの処理能力が必要である、そこの部分はとにかく１年なり２年かけて重

点的に支援しましょう、その後は自分たちで人材を生かして、寄附金を集めるなり、事業

活動するなりということができていいし、ネットワークだって、フォローアップというの

だったら、ネットワークが続いているかが本当は問われるわけだし。この種のNPOの、自治

体などはよくあるのですけれども、助成があることを前提に活動が行われていて、なくな

った途端にやめてしまいますというのだと、そもそもこの趣旨に反していると思うので、

特に終了年度のない事業なのですけれども、きょうの対象事業の全てに当てはまるのです

が、いずれ特別会計がなくなったときにはまさになくなる事業か、あるいは先ほど言った

全国一本のほうに吸収されるであろう事業ということになりますと、いずれ終わりが来る

ことになりますので、終わったときにどれだけのNPOが残ってくれているのか、これが国と

して見たときの勝負ではないかと思うのです。 

○内閣府担当者 傾聴の会の方もおっしゃっていたのですけれども、私たちも本当に寄附

金を集めたいと思って努力しているのですけれども、なかなか思うようにいかなくて、ど

うしたらいいでしょうかねという相談も受けたのです。実は、被災地、最初のほうはいろ

いろ報道もされて、関心が高くて、どんどん寄附金が集まってきていた時期があったので
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すが、それが今、どんどん減っている中で、頑張って寄附金も確保しつつ、かつ、さまざ

まな事業も活用しつつ、さまざまな支援の活動を続けているというNPOがございますので、

そこは復興の進捗を見ながらと思いますけれども、当面の間は、ですから、復興の枠組み

があって、その中でやっている間は、少なくとも一定の支援が必要なのではないかと思っ

てございます。 

○佐藤先生 支援継続が前提なので、例えば、寄附金を集めるやり方とか、それこそマス

コミに対する広報であるとか、側面支援はできると思うのですね。それは国がやるべきな

のか、自治体がやるべきなのかはまた別だと思うのですけれども、問われるとは思うので

すけれども、公共として側面支援をするのは別に構わないと思うのですけれども、繰り返

しますが、補助金ありきでNPOをやるなら、事実上、これは国や自治体が、本来、自分たち

がやる業務を委託しているのと余り変わらないので、NPOだからこそ、行政の目の届かない

ところをやっていただけるというのであれば、彼らの主体性とか自立性が全ての前提条件

になると思うので、最終的にはひとり立ちしていただくことを前提に制度設計と運営をし

ていかなければいけないかなと思うのです。 

○内閣府担当者 そういう意味もあって復興の枠組みの中でやっているということであろ

うかなと思ってございます。 

○大西参事官 水上先生、お願いします。 

○水上先生 別の言い方で同じことを言うのですけれども、国とか、あるいは自治体の支

援のあり方として、本当にNPOを育成して自立させるということを考えた場合は、むしろ単

年度支援でいいのかという議論も逆にあるかもしれないと思うのですね。つまり、３年間

なら３年間支援すると約束するから、腰を落ち着けて、そのかわり３年間で支援を受けて

やっている事業を自分たちでできるようになるための財政基盤であるとか、事業計画であ

るとか、人材育成であるとかをしっかりやってください、だんだん補助率下げていくけれ

ども、３年支援しますみたいなやり方だってあるではないですか。つまり、最終的にNPO

が育成されて自立してもらうためには、国としてはどういう仕掛けをするのが一番いいか

を考える必要があると思うのですけれども、今の支援のやり方は、そういう意味で、NPO

を最終的に自立してもらって育成していくということとの関係でベストなのかどうかとい

う観点ではいかがですか。 

○内閣府担当者 そこがまさに悩ましいところでして、１年目に10分の１だった自己負担

を10分の２に上げたわけです。そうしたところ、大変困ったという声が非常に起きたとい

うことで、３年目も同じ10分の２にしたということで、まさに復興の、先ほど寄附金が減

ってきているという話もありましたし、別途、中央から支援に行っていたNPOが引き上げて

いるという実態もございますので、そこは毎年状況が変わりますので、なかなか中長期的

な設計はしにくうございまして、こちらも悩んでいるところでございます。 

○水上先生 逆に非常に意図がわかってきてよかったなと思うのですけれども、では、国

としてはむしろそうしたいと思ったのだけれども、世の中の実態というか、実情を踏まえ
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たときに、そのとおりやると、今、頑張ってくれているNPOが困ってしまうという実情があ

ったので難しいねという議論になっているという理解でいいですか。 

○内閣府担当者 復興に支障を来しかねないということで、なかなかこちらの描いていた

とおりにはいかないなというのは正直、悩んでいるところでございます。 

○水上先生 なるほど、なるほど。つまり、もともと描いていた絵は、私がさっき言った

のに割と近いのですか。ちゃんと育成して自立してもらおうという。 

○内閣府担当者 もちろん自立してやっていただけるなら何よりだと思ってございます。 

○水上先生 そういうことなのですね。説明を聞いていると、そもそもそれを目指してい

るのかどうかがよくわからないなと思ったので。 

○内閣府担当者 被災地のNPOの活動の担当の方から聞く状況が、非常に悲痛なお声を聞い

ておるので、こういう場でもありますし、頑張って説明して、ちょっと誤解があったかと

思います。大変失礼いたしました。 

○水上先生 なるほど、なるほど、そういうことですね。つまり、やりたかったことと実

情との間で、復興の実態はまだまだ厳しいという御説明だということであれば、むしろ理

解できると思います。 

 ただ、その上で申し上げると、そうは言っても、ずっとやりますかという話ですね。何

を考えていくか。今のやり方で自立していかないとしたら、積極的に自立を促すためには、

何をすればもう少し自立してもらえる状況がつくれるのかというところは別途考えないと、

ずっと困りましたねということになってしまうと思うのですけれども、そこはどうなので

すか。 

○内閣府担当者 そこがまさに復興の枠組み全体の話なのだろうと思います。復興全体の

枠組みの中で、国の関与はだんだん縮小していくのがあるべき方向だろうと思いますので、

そうした中で、ここぐらいまでやれば、あとは皆さんがやっていただけるだろう、被災地

の方もそんなに困らないように、周りの経済状況なり、こういう状況なり、いろいろなも

のが復活してきて、皆さんも住むところも定まって、そうなってくれば、こちらもいつま

でも続けるという話では当然ないと思っております。ただ、当面の間はという悲痛な声を

聞いておりますので、今日のちょっと舌足らずな説明になってしまったということでござ

います。 

○水上先生 それは、逆に言うと、私はきちっと説明してくれたほうがいいと思っている

のですね。当初、国としては、だんだん国の負担割合を下げていって、自立を求めていく

つもりだったと。しかし、環境要因は、ここがこうなっていて、ここがこうなっていて、

現実、復興はまだ十分に進んでいないということであれば、それはそれでしっかりと、私

に説明というよりは、これは納税者が見ているわけなので、納税者に説明して、だから、

もうしばらくこれは要るのです、しようがないのですということであれば、むしろそれを

しっかり説明してくれれば、全国の納税者、見ている人も、そうなのだなと思うと思うの

ですが、そこの説明は、正直、余りないですね。どれぐらい、今、状況が厳しくて、例え
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ば、寄附金の額は現実減っていますとか、県外から来ていた人はどんどん減ってしまって

いますとか、そういう客観的状況が極めて厳しいことが逆に説明されていれば、むしろ理

解しやすいかなと思います。 

○内閣府担当者 大変申しわけございませんでした。 

○樫谷先生 それから、完全に自立するためというのは本当は理想的なのでしょうけれど

も、むしろ、こういうNPOに任せることによって、確かに国費はあるのだけれども、きめ細

かく、コストが安くできるということもあると思うのですね。だから、完全に自立できれ

ば一番いいのだけれども、確かに寄附の問題とか、なかなか寄附文化が日本でないので難

しいと思うので、同じお金を出すにしても、国が委託してやるとなると、えらい高いもの

についてしまう。ところが、NPOでやっていただくと、非常にきめ細かく、かつ安くやって

いただける。それこそボランティアでね。というところもあると思うので、そこもあわせ

てよくお考えいただきたいなと思います。 

○内閣府担当者 ボランティアネットも、200万円程度の補助金で首都圏から１万2,000人

呼び込んでいますので、そういう意味では、コストパフォーマンスの高い活動をされてい

るところも非常にあると思ってございます。 

○大西参事官 お願いします。 

○佐藤先生 ちょっと話がねじれてきていて、当初の目的は、多分、NPOの運営能力の強化、

あくまでも自立を前提に、実態はなかなかそれが難しくて、実際やっていることは何かと

いうと、ぶっちゃけNPOの支援を補助しているということであれば、むしろ事業の性格自体

をそちらに切りかえるべきであって、運営能力の強化だとか、人材の育成だなどと言うと、

それは自立させることが前提なので、こういう議論になるので、素直に、NPOはまさに公共

ができないことをきめ細かくやっています、それを補助しますというのであれば、活動支

援という形をとりますので、そのほうが事業の性格としては実態に合っているということ

になるし、正直ベースで説明もできますね、納税者に対して。 

○内閣府担当者 当初、集中復興期間の枠組みとしてこういう形で始まりましたので、私

どももそれが重要だということでずっとやってきましたが、確かに御指摘いただきました、

いろいろな実態と合わない面も出てまいりましたので、そこは今後の５年間の新たな枠組

みができましたので、それに沿った見直しはきちんと行いたいと思ってございます。 

○水上先生 私自身は、今、佐藤先生がおっしゃったように、正直ベースで、これは活動

支援ですと言うほうが話はわかりやすくなると思うのですけれども、それを前提に考えた

場合は、本来は公共セクターがやらなければいけないような復興に向けた住民支援サービ

スというのはどこにあるか。つまり、住民のニーズがどこにあって、そのうち、公共セク

ター自身がやることと、公共セクターがやるよりもNPOに公共セクターの代わりにやっても

らうほうがいいものを色分けをして、それを誰に担ってもらうのかということを決める。

だとすると、そもそも公共が本当はやらなければいけないようなことなのだから、一定程

度の補助を出さなければいけないよね、本当は全額出してもいいぐらいかもしれないけれ
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ども、NPOに自立的にやってもらうことが中長期的に大事だから、それは補助にするよねと、

ひとつ整理はついてくると思うのです。 

 そういう枠組みであれば、そういう枠組みで、ニーズはどうなっていて、そのうち実際

に公共自体がやるものはこれで、NPOにはどこを任せてという計画が必要になってくると思

うのですよ。その計画を誰がつくって、どうドライブしていくかというのを考えたときに

は、国が全額金を出しているのだとしたら、国はやはりある程度口を出すべきなのではな

いかという議論があるだろうし、自治体に完全に任せるということだとしたら、自治体の

側が費用負担すべきではないかという議論になるのだと思うのです。もともと書いてある

ものではなくて、本来の実態に即してもしやろうとした場合に、そういった全体計画みた

いなことはどうなるのですかね。 

○内閣府担当者 非常に難しいお話をいただきました。行政がやるべきところと、NPOにや

っていただけるところにつきましても、あるいは復興という特別な事態の中で、つまり、

被災していない場合は起きていないような様々なニーズがある中で、そのニーズを行政と

NPOで、どのところで線を引くのかというのは、現時点では動いているといいますか、過渡

期といいますか、非常に難しいと思っております。ですから、今の形のように、第三者委

員会の中でそれぞれ上がってきた計画を見て、これは確かにこの地域では非常に重要だよ

ね、こういう団体にやってもらったほうがより効率的だよねという形で採択していただく

のが次善の策といいますか、とり得る中では一番やりやすいのかなとは思ってございます。 

○内閣府担当者 仮設住宅などもどんどん統合されていって、災害復興住宅に移るという

状況もあり、また、そこに残る方もおられるとかいう状況があります。また、時間軸とか、

場所の部分によってもまた変わってくるところがあるので、なかなかそこを一律に決めづ

らいところがありますので、今の観点では、必要なニーズを現場から上げてもらって、第

三者委員会で優先順位をつけて採択していくと、まさにそれは現場に求められているもの

を支援できているというところにつながっていると思っています。 

○水上先生 これは私の意見なのですけれども、実際に誰に何をやってもらうかという計

画を立てるときに、余り国のレベルで遠くからやると、現場のきめ細かなニーズに対応し

切れないということはしばしばあると思うのですね。つまり、何をするかを決めるときは、

なるべく現場に近いほうがいいというのは基本的な考えだと思うのです。一方で、それが

ちゃんとなっていたかどうかを検証するのは、ある程度現場から距離がないと視野が狭く

なるのだと思うのですよ。だから、検証する部分の役割はある程度国が負ってあげるほう

が、役割分担としてはいいのではないかと思っているのです。つまり、何をやるか決める

ときはなるべく現場に近いほうがいいけれども、それが結果としていい役割分担だったの

かどうかをきちっと検証してフィードバックしてあげるのは国の責任なのではないかと思

いますが、そこはどうですか。 

○内閣府担当者 そのとおりだと思いますけれども、なかなか難しゅうございます。この

事業、本当に県と連絡を密にしてやっておりまして、進捗を見ながら、あるいは活動の実
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態を見ながら、そこは勉強させていただきたいと思います。非常に難しいところがござい

ますので。検証は十分、国のほうでもやっていきたいと思っております。 

○水上先生 きょうの説明で、そこは十分検証ができていないのではないか。正直ベース

の実態感覚がわかったという意味では非常にいい議論ができたと思うのですけれども、た

だ、検証が不十分なのではないかという意識は拭い得なかったので、国として実際金を出

しているわけだから、金を出している者の責任として、やるところを決めるのは現場で決

めてもらうにしても、それが実際に行政とNPOの役割分担としてどうなのかとか、地域ごと

に余りに偏在になっていないのかどうかとか、費用対効果の面でどうなのかとか、もっと

うまいやり方があるのではないかとか、そのあたりの検証は国がもっと責任を持って進め

ていくというところは、ぜひとも意識していただければと思います。これは意見です。 

○内閣府担当者 ありがとうございます。 

 実は、うちも試行錯誤で、例えば、NPOの活動の効果みたいなものを検証されている事例

もあったので、いろいろ勉強してみたのですが、非常に細かい、経済的に代替するような

手法で、とてもたくさんの数を評価できる仕組みではないなということで、まだやり方が

確立されていない面がございますので、試行錯誤しながらも、きちんと検証するという心

構えてやっていきたいと思っております。 

○大西参事官 それでは、取りまとめコメント案の御準備をいたしておりますので、阿部

先生から御説明をお願いいたします。 

○阿部先生 評価結果は、「事業全体の抜本的改善」が３名、「事業内容の一部改善」が

３名でありました。 

 主なコメントですが、被災者に対するきめ細やかな支援の一環としてNPOを活用すること

が必要。ただし、現地のニーズがなくなることはないと思われるので、事業の着地点を検

討しておくべき。一定のNPO等の数が整った場合には、運営力強化事業にできるだけ重点を

移行させることを考慮すべき。行政では手が回らない復興支援を行うために必要な運営力

を有するNPO等を行政が育成するという一種の矛盾にどう対応するのか。28年度以降の復興

事業のあり方によれば、人材育成は27年度で終了とあり、検討すべき。少なくとも基礎的

能力強化事業は直接的な復興事業とは言えないのでは。一般会計の事業との整理が必要で

はないか。アウトカムにNPOの財務指標、担い手数、活動参加人数を用いられないか。事業

の実態はNPOの活動支援ではないか。運営力強化につながっているという成果が定かでない。

セミナー等もNPOの経営能力の向上に結びついているのかが不明確。NPO活動は重要だが、

補助金により、むしろ自立が阻害されるのでは。補助終了後にどれだけ活動が継続される

のかを検証すべき。 

 以上のコメントを踏まえまして、全体の評価結果としましては、「事業全体の抜本的改

善」。 

 取りまとめコメントとしましては３点ありますが、１点目は、NPO等の自立など、事業の

着地点を見据えたNPO等への支援のあり方について、一般会計の事業との関係を整理しつつ



106 

 

検討することが必要である。 

 ２点目、自治体にコスト意識が生じる構造が重要であり、自治体に実質的な負担を求め

ることが必要。 

 ３点目、アウトカムの設定方法を見直すなど、運営力強化につながっていることのフォ

ローアップの仕組みが必要である。 

 以上です。 

 御意見があれば、お願いします。 

○樫谷先生 最後のほうの議論を踏まえて、抜本的改善でいいのもわかりませんが、むし

ろ、今、本音で議論できたところがあると思うのですね。それは一般会計との問題もある

のかもわかりませんが、そこも重要ですけれども、本音の部分、要するに、コストが安く

て、もっときめ細かくやってもらいたいと。それをどこまで続けるのが必要かというのは

あるかもわかりませんが、そこはむしろ自立していかなければいけないという部分がある

と思うのです。仕組みの改善というよりもですね。最後のほうの議論にも関連するのです

けれども、そこはもう少し書き込んだほうがいいのかなという気がするのですけれども、

どうでしょうか。 

○阿部先生 コメントとして。 

○樫谷先生 コメントとして。要するに、NPOをどう使うと言うと語弊がありますが、どう

やって支援していって、その目的を達成するかということだと思うのです。確かに政府の

金を使わないということもいいことだと思いますけれども、どう使うかということも大事

だと思うのですね。そこはNPOに任せられるところは徹底的に任せていくという思想が非常

にいい。そのためにNPOは健全に、マネジメント能力もつけてもらわなければいけないとい

うのも当然あると思います。もちろん、それがさらに自立していけばもっといいのですけ

れども、そうはなかなかいかないだろうと思いますので、余り自立を意識してしまうと、

今の実情と合わないのかなという感じがして、こんなことを申し上げたのです。 

○阿部先生 どうぞ。 

○佐藤先生 ある種、二者択一なのか、この２つを整合的にできるのか、わからないので

すけれども、制度の立てつけはNPOの自立だったわけで、本来の性格に着目するのであれば、

事業の着地点を見据えたというのはそのとおりだし、ただ、実態はと言われると、事実上

NPOの活動支援だよねということであれば、これは、納税者に対する説明責任という観点か

ら見ても、実態に即した形での事業内容の再編成というのはあっていいし、恐らく、ここ

は２つあり得ると思うのですね。どちらかを追えとは、こちらでは言いにくいところはあ

るとは思うのですけれども、逆に私は余り自立を言わないのもおかしいと思っていて、単

に実態に即すればいいというのだったら、ただの現状追認なので。ただ、最後のほうの議

論は大事なので、本事業の実態に即した形での再構築というのも一つの選択肢だという旨

は加えてもいいのかなと思います。 

○阿部先生 そうしますと、４番目のコメントとして、「本事業の実態に即して、NPOの活
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用策を再構築するよう検討すること」と、そのような内容でよろしいでしょうか。 

○水上先生 例えば、被災地域において、NPOが実態的に担っている役割に即して適切な支

援内容を検討すべきとかいうのを最後に一文入れるというのは、一つ考えられるかもしれ

ませんね。 

○阿部先生 「被災地域において、NPOが実際に担っている役割に応じて、本事業の再構築

を検討すべき」と。 

○水上先生 「支援内容を再構築する」。 

○中里先生 「支援内容の再構築」ですね。 

○阿部先生 繰り返しますと、４点目としましては、「被災地域において、NPOが実際に担

っている役割を考慮して、支援内容を再構築すべき」と、そのような内容でよろしいでし

ょうか。 

○上村先生 ３つ目なのですけれども、少なくとも基礎的能力強化と運営力強化、２つあ

るので、「アウトカムの設定方法を見直すなど、基礎的能力強化及び運営力強化」として

いただけるといいと思います。 

○阿部先生 わかりました。その点を追加すると。 

 ほかにございますか。 

 よろしければ、以上の修正をもちまして、本事業に関する最終的なコメントとしたいと

思います。ありがとうございました。 

○大西参事官 どうもありがとうございました。 

 ただいまの事業をもちまして、本日の議論は全て終了いたしました。長時間にわたりま

して活発な御議論をいただきまして、まことにありがとうございました。 

 閉会に当たりまして、小瀬参事官より御挨拶を申し上げます。 

○小瀬参事官 委員の先生方、また省庁の皆さんにおかれましては、本日はお集まりいた

だきまして、ありがとうございました。 

 委員の先生方には、10時からずっと集中して活発な御議論をしていただきました。28年

度概算要求、後期５年の復興・創生期間の初年度でございますので、その概算要求に向け

て、これから準備するわけでございますけれども、いただいたコメント、あるいはさまざ

まな御意見を参考にしながら、よりよい復興事業を実現していきたい、そのための概算要

求をしていきたいと思いますので、引き続きまた御指導のほど、よろしくお願いしたいと

思います。 

 今日はどうもありがとうございました。 

○大西参事官 これをもちまして閉会いたします。どうもありがとうございました。 
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